
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

令和８年３月 

横 手 市 

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

目 次 

 

第Ⅰ章 計画の策定にあたって ··········································  

第１節 計画策定の趣旨 ················································ ３ 

第２節 計画の期間 ···················································· ５ 

第３節 計画の位置付け ················································ ６ 

第４節 国・県の方針 ·················································· ７ 

第５節 こども・若者等の意見聴取と反映 ································ 12 

第６節 こどもの権利宣言の制定 ········································ 18 

 

第Ⅱ章 こども・若者と家庭を取り巻く現状 ·························  

第１節 人口と世帯の状況 ·············································· 23 

第２節 母子保健の状況 ················································ 28 

第３節 就業の状況 ···················································· 32 

第４節 安全の確保 ···················································· 33 

第５節 生活保護等の支援 ·············································· 34 

第６節 アンケート調査結果からみたこども・若者たち ···················· 36 

 

第Ⅲ章 計画の基本的な考え方 ··········································  

第１節 基本理念 ······················································ 63 

第２節 計画を策定するための基本的な視点 ······························ 63 

第３節 基本目標 ······················································ 64 

第４節 計画の体系 ···················································· 65 

 

 

第Ⅳ章 施策の展開 ·························································  

基本目標Ⅰ こども・若者の声や権利を尊重し学びと成長を支える ··········· 69 

１ こども・若者の意見・権利の尊重 ··································· 69 

２ 横手への愛着を育む機会の充実 ····································· 72 

３ 差別解消と多様な文化・価値観を尊重する意識づくり ················· 74 

４ 健全な成長を育む教育の推進 ······································· 76 

５ 安心して学び過ごせるこどもの居場所づくり ························· 83 

  



 

 

基本目標Ⅱ こども・若者が希望を持って大人になれるよう支える ··········· 85 

１ 多様な遊びや体験、活動できる機会づくり ··························· 85 

２ ライフデザインの形成支援 ········································· 88 

３ 若者の就労支援 ··················································· 89 

４ 結婚・新生活の支援 ··············································· 92 

    基本目標Ⅲ 安心してこどもを生み育てることを支える ····················· 94 

１ こども・若者が希望する妊娠・出産の実現に向けた支援 ··············· 94 

２ こどもや母親の健康の確保 ········································· 97 

３ 子ども・子育て支援サービスの充実 ································ 106 

４ 適切な学校教育環境の整備 ········································ 119 

基本目標Ⅳ 困難な状況にあるこども・若者とその家族を支える ············ 121 

１ 援助・配慮を必要とするこどもへの支援 ···························· 121 

２ ひとり親家庭への支援 ············································ 126 

３ こどもの貧困の解消に向けた対策の支援 ···························· 129 

４ 児童虐待防止対策と社会的養護の推進 ······························ 131 

５ ヤングケアラーへの支援 ·········································· 133 

基本目標Ⅴ こども・若者とその家族を社会全体で支える ·················· 135 

１ 共働き・共育ての支援 ············································ 135 

２ 子育てにゆとりを持てる支援の充実 ································ 138 

３ 安全・安心のまちづくり ·········································· 141 

 

第Ⅴ章 計画の推進に向けて ···········································  

第１節 計画の普及・啓発 ············································· 149 

第２節 住民参画による計画の推進 ····································· 149 

第３節 庁内計画推進・評価体制 ······································· 149 

 

資料編 ········································································  

１ 横手市子ども・子育て会議設置条例 ································ 153 

２ 横手市子ども・子育て会議委員名簿 ································ 155 

３ 横手市こども計画の策定経過 ······································ 157 

 

 

  

【本計画における「こども」の表記について】 

本計画においては、「こども」と表記しますが、法令や施策・事業名等につきましては「子ども」を

用いる場合があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第Ⅰ章 

計画の策定にあたって 



 

 



第Ⅰ章 計画の策定にあたって 
 

● 3 ● 

第１節 計画策定の趣旨 

 

１ 策定の経緯 

国では、若年人口が急激に減少する 2030 年までが少子化に対処する重要な分岐点であり、

最後のチャンスであるとの認識のもと、こどもを対象とした施策を総合的に定め、効果的に推

し進めるために、令和５年に「こども基本法」を施行し、その総合的な施策を示す「こども大

綱」を策定しました。これにより、全てのこどもが身体的・精神的・社会的に将来にわたって

幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる社会を目指すという政府の方針が

明確に示されました。 

こども基本法では、こども施策に関する基本方針・重点事項等を定める「市町村こども計画」

の策定が努力義務化され、全国の自治体において、現在、策定が進んでいます。「こども計画」

の要素として、「子ども・子育て支援事業計画」「次世代育成支援行動計画」「子ども・若者育成

支援計画」「子どもの貧困対策推進計画」など、こども支援に関する計画を一体化して策定でき

るものとされています。 

当市では令和６年度に、令和７年度から令和 11 年度までの５年間を計画期間とする「夢は

ぐくむ ゆきんこプラン」を策定し、令和７年度は、国・秋田県の動向を踏まえ、子ども・若

者育成支援推進法第９条第２項に規定する市町村子ども・若者計画や成育医療等基本方針に基

づく計画策定指針を包含した「横手市こども計画」を策定することとしました。 

本計画では、こども・若者等からの意見聴取や取組への反映を含め、令和６年度に創設され

た国のこども・子育て事業債の事業を、こども計画へ位置付けて活用することも可能となりま

した。 

本計画は、先行して推進する「夢はぐくむ ゆきんこプラン（第３期横手市子ども・子育て

支援事業計画、第３期横手市次世代育成支援地域行動計画、第３期横手市こどもの貧困対策推

進計画）」と連動しながら、当市のこども・若者、子育て家庭を取り巻く様々な課題に対する施

策を実施し、進捗管理を行います。 

令和 12年度からは「（仮称」第２期横手市こども計画）」として、「横手市子ども・子育て支

援事業計画・横手市次世代育成支援地域行動計画・横手市こどもの貧困対策推進計画・横手市

こども・若者計画」を一体化したこどもの総合計画となる予定です。 

さらに、当市では令和７年８月に、こどもまんなか社会の実現に向け、「こどもまんなか応援

サポーター」として活動することを宣言しました。同年 10 月には、横手市こどもの権利宣言

を改定するなど、こどもたちのために何がもっともよいことかを常に考え、こどもや子育てを

応援する活動に取り組むことで、市全体で子育てを応援するという機運を今後さらに高めてい

きます。 
 

こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」 

「こどもまんなか」とは、全てのこどもや若者が幸せに暮らせるように、常にこどもや若者の今とこれ

からにとって最もよいことは何かを考え、社会全体で支えていくことです。 
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２ こども大綱に沿った施策の推進 

こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」の実現を念頭に、大綱で示された「基本的な方

針」「重要事項」「必要な事項」に沿った施策を推進していきます。 
 

【こども大綱】より 

 

＜基本的な方針＞ 
①こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、
こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る 

②こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進め
ていく 

③こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援す
る 

④良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で
成長できるようにする 

⑤若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い
世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路（あいろ）の打破に
取り組む 

⑥施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視
する 

 

＜重要事項＞ 
①ライフステージを通した重要事項 
・ こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 
・ 多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり 
・ こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 
・ こどもの貧困対策・障害児支援・医療的ケア児等への支援 
・ こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 

②ライフステージ別の重要事項 
・ こどもの誕生前から幼児期まで・学童期・思春期・青年期 

③子育て当事者への支援に関する重要事項 
・ 子育てや教育に関する経済的負担の軽減・地域子育て支援、家庭教育支援 
・ 共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大 
・ ひとり親家庭への支援 

 

＜必要な事項＞ 
① こども・若者の社会参画・意見反映 
② こども施策の共通の基盤となる取組 
③ 施策の推進体制等 
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３ 計画の対象 

生まれてから円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長過程にある全ての

人、そして、子育て当事者、これから子育て当事者になる者、こども・若者と子育て家庭を取

り巻く全ての関係者を対象とします。 

年代の定義については、「秋田県こども計画」に準拠し、生まれてから義務教育年齢に達する

までを「幼児期」、小学生年代を「学童期」、中学生年代から概ね 18歳までを「思春期」、概ね

18～29 歳を「青年期」、思春期から青年期を「若者」としています。社会的自立に困難を抱え

る 30歳代の方も少なくないことから、この年代も「若者」の対象とします。 

 

４ こどもの権利条約との関係 

こどもの権利条約は、こどもは「弱くて大人から守られる存在」という考え方から、それだ

けではなくて、こどもも「ひとりの人間として人権（権利）をもっている」、つまり、「権利の

主体」だという考え方に大きく転換させた条約です。特に以下は、あらゆるこどもの権利の実

現を考えるときにあわせて考えることが大切な原則としてあげられています。 

本計画においても、この４つの原則の精神にのっとり各施策に取り組んでいきます。 

【こどもの権利条約 ４つの原則】 

① 生命、生存及び発達に対する権利   ③ こどもの意見の尊重      

② こどもの最善の利益         ④ 差別の禁止            

 

第２節 計画の期間 

 

この計画は、令和８年度から令和 11 年度までの４年間を計画期間とします。また、計画期

間中においては、毎年評価を行い、必要に応じて見直しを行います。 

 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

令和 

12年度 

令和 

13年度 

令和 

14年度 

令和 

15年度 

令和 

16年度 

  

 

夢はぐくむ ゆきんこプラン 
第３期横手市子ども・子育て支援事業計画等 

横手市こども計画 

夢はぐくむ ゆきんこプラン 
第４期横手市子ども・子育て支援事業計画等 

横手市こども計画 

見
直
し
年
度 
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第３節 計画の位置付け 

 

本計画は、「こども基本法」第 10 条第２項に基づく、「市町村こども計画」に位置付けられ

ます。国が示す「こども大綱」に基づき、横手市が取り組むべき方策と達成しようとする目標

や実施時期を定め、当市の最上位計画である第３次横手市総合計画（基本目標＜健康福祉＞共

に支え合い生き生きと暮らせるまちづくり）を基に、令和７年度からの「子ども・子育て支援

事業計画」、関連する分野別計画と整合した計画となります。 

【計画の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

第３次横手市総合計画（R８～17年度） 

 

横手市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

横手市 

教育ビジョン 

障がい者計画・ 

障がい福祉計画・ 

障がい児福祉計画 

介護保険事業計画・ 

高齢者福祉計画 

横手市 

男女共同参画 

行動計画 

横手市 

地域防災計画 

横手市 

自殺対策計画 

よこて 

健康増進計画 

横手市 

食育推進計画 

など 

横手市 

 国 

こども基本法 

その他関係法令（子ども・子育て支援法、

次世代育成支援対策推進法、こどもの貧困

の解消に向けた対策の推進に関する法律、

子ども・若者育成支援推進法、成育医療等

基本方針に基づく計画策定指針） 

こども大綱 勘案 

勘案 
勘案 

 秋田県 

秋田県こども計画 

（R７～11 年度まで） 

夢はぐくむ ゆきんこプラン 

横手市子ども・子育て支援事業計画 

横手市次世代育成支援地域行動計画 

横手市こどもの貧困対策推進計画 

横手市こども計画 
横手市こども・若者計画 
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第４節 国・県の方針 

 

１ 国の方針 

こども基本法は、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基

本法として、令和４年６月に成立し、令和５年４月に施行されました。 

こども基本法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこども

が、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的

に推進することを目的としています。同法は、こども施策の６つの基本理念のほか、こども大

綱の策定やこども等の意見の反映などについて定めています。 
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令和７年６月「こどもまんなか実行計画 2025」が決定されました。こどもまんなか実行計画

2024に比べ「乳児等通園支援事業（通称:こども誰でも通園制度）」をはじめ、具体的な施策が

より記載されていることや、こどもの権利擁護の重要性の強調など更新されています。 
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２ 県の方針 

令和７年３月、秋田県は新たに「秋田県こども計画」を策定しました。 

この計画は、政府が定めたこども大綱を勘案し、本県のこども施策を総合的に推進するため

の計画として、「第３次あきた子ども・若者プラン」と「第３期すこやかあきた夢っ子プラン」

の後継となるものです。 

こども・若者の権利などの普及啓発や社会参画・意見表明の推進をはじめとした各種施策を

実施することにより、全てのこども・若者が、個性や多様性を尊重され、将来に希望を抱きな

がら健やかに成長し、幸福な生活を送ることができる社会を目指しています。 

（計画の対象） 

生まれてから円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長過程にある全ての

人、そして、子育て当事者、これから子育て当事者になる者、こども・若者と子育て家庭を取

り巻く全ての関係者。 

（各ライフステージの定義） 

生まれてから義務教育年齢に達するまでを「幼児期」、小学生年代を「学童期」、中学生年 

代から概ね 18歳までを「思春期」、概ね 18～29歳を「青年期」、思春期から青年期 

を「若者」としています。 

社会的自立に困難を抱える 30歳代の者も少なくないことから、「若者」の対象とします。 
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第５節 こども・若者等の意見聴取と反映 

 

１ アンケート調査の実施 

令和６年度に策定した「第３期横手市子ども・子育て支援事業計画・第３期横手市次世代育

成支援地域行動計画・第３期横手市こどもの貧困対策推進計画」を合わせた「横手市こども計

画」を策定し、この計画策定の基礎資料とするため、こども・若者の生活や家庭状況、こども・

若者に関する支援に対するご意見などを把握するために実施しました。 

２ オンライン意見箱の実施 

・日 時：６月３日（火）～６月 30日（月） 

・手 法：専門の WEBシステムでの意見募集 

・広 報：アンケート調査の依頼文に追加で広報 

    ：市の HP、LINE、SNSなどを通じた広報 

・回答数：272件 

 

募集①こどもの権利宣言案について

分類項目 件数

明るい、元気、健やか、楽しく過ごす 60

自由・平等 50

優しい・思いやりがある 42

自身の夢、やりたいこと・苦手なことにチャレンジ 40

家族・友達・地域の人との交流（良好・頼れる等） 35

自身の意見・意思を尊重（自立心） 34

衣食住、教育の保障 26

差別しない・されない 24

遊べる場 22

強くたくましい、素直、賢い、良い子 14

安全・安心できる 12

個性が認められる 9

いじめがない 7

虐待・暴力がない 7

自信を持つ、自身を肯定する 6

悩みを相談できる 3

悪口を言わない・言われない 2

一人の人間として尊重 2

その他 20

415

回答数：272件、意見数：259件

分類項目 件数

遊べる場所・施設・イベントの充実、魅力あるまちづくり 80

安全・安心なまちづくり 36

交流・挨拶・助け合い・見守り環境の充実 31

自由・平等・平和・差別・いじめ・虐待がない 24

教育・保育の充実（学校環境も含む） 21

生活環境、インフラの整備 18

就労に関すること 11

こども・若者の意見・意思を尊重 11

子育て支援 10

公共交通機関の発達、充実 10

経済的負担、支援 7

熊対策 6

横手市の自然や環境を活かす 6

その他 15

286

回答数：272件、意見数：241件

募集②こども・若者の笑顔あふれるまちづくりを進めることについて
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３ ワークショップの開催 

・日 時：８月５日（火） 13：00～16：00 

・場 所：横手市生涯学習館 Ao-na スタジオ NEMATTEかま蔵 

・テーマ：こどもの権利や自分たちの住むまちについて考えよう 

     「住みたいまち横手になるための提案」 

・参加者：市内各中学校２年生と３年生 各校・各学年２人ずつ 合計 29人 

     各グループ４～５人（７グループ） 
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１グループ 

２グループ 
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３グループ 

 
４グループ 
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５グループ 

６グループ 
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７グループ 
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第６節 こどもの権利宣言の制定 

 

令和５年４月にこども基本法が施行され、基本理念に児童の権利に関する条約の趣旨が反映

されています。平成 20年 10月４日に制定した「横手市こどもの権利宣言」は、制定から時間

が経過しているため、児童・生徒・若者、大人に広く提案を求め、令和７年 10月５日に改定を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 当市は、「こどもたちの夢をはぐくみ笑顔あふれるまち」の実現を目指し、このたび新たな横手市

こどもの権利を宣言します。 

 現行の権利宣言が策定されてから１７年が経過し、社会情勢も大きく変化しました。私は「こど

もを権利の主体として尊重する」という考え方が重要であると考え、今回の見直しを行ったところ

です。 

 見直し作業にあたっては、小学生から高校生をはじめ、若者世代、そして大人の皆様からも貴重

なご意見を多数いただきました。皆様の声を真摯に受け止め、その思いを形にしたのがこの新しい

権利宣言です。新たな宣言の策定を一緒になって考えてくださった多くの皆様に心より感謝申し上

げます。 

 当市は、この度の権利宣言の改定内容を子育て支援施策の根幹に据え、こども及び子育て支援施

策のさらなる充実に努めてまいります。また、こどもたちの健やかな成長を取り巻く学校、地域、

関係機関、そして様々な団体との連携を強化し、地域社会全体でこどもたちの「最善の利益」を実

現できる環境づくりをさらに推進してまいります。 

 

保護者の皆様へ 

 ご承知のとおり、こどもの養育における第一義的な責任は家庭にあり、保護者の皆様にあります。

「自分の権利を主張するためには、互いに義務を果たし、他者の権利を尊重すること」が必要です。

どうかご家庭において、こどもの健やかな成長のために、このような基本的な社会のルールや生活

習慣につきまして、愛情をもって伝えてください。そして子育ての際には、こども一人ひとりの個

性と権利を尊重し、対話とふれあいを大切にした温かい養育に努めてくださいますよう心からお願

いいたします。 

 

横手市に住むこどもの皆様へ 

 横手市の未来を担うこどもの皆様、皆様はこの権利の主体です。この新しい権利宣言を通じて、

まずは義務と権利を正しく理解しましょう。その上で自分自身の可能性を信じ、学びたいことや興

味のあることに主体的にチャレンジしてください。併せて、保護者を含む周囲の大人達がいつも見

守ってくれていることに感謝の気持ちを持ちましょう。そして自分を大切にするとともに、周りの

大人や友達を思いやる気持ちも大切にし、誰もが安心して暮らせる横手市を共につくっていきまし

ょう。 

 

結びに 

 この新しい「横手市こどもの権利宣言」は、横手市民全員がこどもたちの権利を理解し、尊重し、

ともに未来を築くためのものです。この権利宣言の精神をもとに具体的に行動していくことで、こ

どもたちの夢がはぐくまれ、笑顔があふれる横手市を実現できるものと確信しています。市民の皆

様のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。 

令和７年１０月５日  横手市長 髙橋 大 

新たな横手市こどもの権利を宣言するにあたって 
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１．生きる権利 

私たちこどもは、心や身体の健康を大切にして尊厳を保ちながら生きる権利があります 

 他者の評価に左右されることなく、平等に学ぶ機会と、自らの可能性を追求する自由な選

択肢が保障され、差別や偏見なく一人の人間として尊重されます。 

２．育つ権利 

私たちこどもは、安全で愛情ある環境が保障され、健やかに成長する権利があります 

 地域社会に見守られながら、社会性を育み、豊かに成長する機会が提供されます。自己肯

定感を育み、挑戦し続けるたくましいこどもとしての育ちが保障されます。                           

３．守られる権利 

私たちこどもは、暴力、虐待、いじめ等、あらゆる不当な行為や危害から守られる権利があ

ります 

 身体的及び精神的苦痛からも守られ、困難に直面した際には、信頼できる支援者や安らげ

る居場所が提供され、その身の安全が最優先されます。 

４．参加する権利 

私たちこどもは、自らの意思や考えが尊重され、家庭、学校、社会のあらゆる場面に積極的

に参画し、自己を表現する権利があります 

 一人ひとりの意見や個性を相互に尊重し、対話を通じて自らの意見を自由に発信し行動

することが可能です。夢や希望をあきらめず、自身の興味や関心のあることに情熱をもって

真剣に取り組むことができ、その挑戦が地域社会によって支援されます。 

５．未来を創る権利 

私たちこどもは、個性が認められ、他者に寄り添う思いやりをもち、明るい未来を自ら創造

し、地域社会及び広範な社会に積極的に貢献する権利があります 

 学ぶ喜びを知り、生涯にわたり知的好奇心をもち続け、世代を超えた多様な人々と協力し

て相互に支え合い、変化する社会に適応しながら成長し続けることが可能となるよう、最大

限の支援が提供されます。 

横手市こどもの権利宣言 
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＜参考 児童の権利条約と４つの原則＞ 

この条約は、こどもの基本的人権を国際的に保障するために定められており、現在では、日

本を含めた世界 196 の国・地域が締約している世界的な条約です。18 歳未満の児童（こども）

を「権利を持つ主体」と位置づけ、大人と同様、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、

成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：（こども家庭庁）こども基本法とは？より      

「子どもの権利条約」（日本ユニセフ協会ホームページ）はこちら

URL:https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html 
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第１節 人口と世帯の状況 

 

１ 人口の動向 

（１）年齢３区分の人口構造 

横手市の人口は、減少傾向にあり、令和６年度は 79,995 人と、令和２年度から 6,723 人減

少しています。 

人口を年齢３区分でみると、年少人口（０～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）は減少し、

老年人口（65 歳以上）は令和３年度までは増加傾向にありましたが、令和４年度以降は減少に

転じています。 

【年齢３区分別人口の状況】 

（人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

総人口 86,718 85,253 83,448 81,616 79,995 

年少人口（０～14 歳） 8,484 8,113 7,717 7,343 6,978 

 構成比 9.8％ 9.5％ 9.2％ 9.0％ 8.7％ 

生産年齢人口（15～64 歳） 44,528 43,412 42,224 40,988 39,992 

 構成比 51.3％ 50.9％ 50.6％ 50.2％ 50.0％ 

老年人口（65 歳以上） 33,706 33,728 33,507 33,285 33,025 

 構成比 38.9％ 39.6％ 40.2％ 40.8％ 41.3％ 

資料：住民基本台帳 各年３月 31 日現在 

 

 

【年齢３区分別人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 各年３月 31 日現在 

  

8,484 8,113 7,717 7,343 6,978

44,528 43,412 42,224 40,988 39,992

33,706 33,728 33,507 33,285 33,025 

86,718 85,253 83,448
81,616 79,995

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

（人）



第Ⅱ章 こども・若者と家庭を取り巻く現状 

● 24 ● 

（２）こどもの人口 

０～17 歳までのこどもの人口は、令和６年度は就学前児童が 2,025 人、小学生が 3,090 人、

中学生・高校生が 3,829人となっており、いずれの年代も減少が続き、特に就学前児童は前年

度から 176 人（-7.9％）減少しています。 
 

【こどもの人口】 
（人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

就学前 

０～２歳 1,256 1,139 1,056 947  882 

３～５歳 1,545 1,460 1,350 1,254  1,143 

計 2,801 2,599 2,406 2,201  2,025 

増減率 -5.0％ -7.2％ -7.4％ -8.5％ -7.9％ 

小学生 

６～８歳 1,688 1,669 1,596 1,534  1,442 

９～11 歳 1,943 1,873 1,800 1,678  1,648 

計 3,631 3,542 3,396 3,212  3,090 

増減率 -2.7％ -2.5％ -4.1％ -5.4％ -3.7％ 

中学・高校生 

12～14 歳 2,052 1,972 1,915 1,930  1,863 

15～17 歳 2,172 2,187 2,120 2,036  1,966 

計 4,224 4,159 4,035 3,966  3,829 

増減率 -2.8％ -1.5％ -3.0％ -1.7％ -3.4％ 

資料：住民基本台帳 各年３月 31 日現在  
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３ 世帯の動向 

（１）世帯構成 

一般世帯総数は微減しており、その他の世帯が減少傾向にある一方で、単独世帯と核家族世

帯は増加が続き、核家族化の進行が見られます。 

核家族世帯では、夫婦のみ世帯とひとり親と子からなる世帯は増加傾向にあり、夫婦と子か

らなる世帯は減少しています。 

なお、18歳未満の子がいる世帯については、いずれも減少傾向にあり、構成比は横ばいとな

っています。単独世帯や核家族世帯が増えているのに対して、18歳未満の子がいる世帯は減少

が続き、少子化の進行が見られます。 

 

【世帯構成】 

（上段：世帯、下段：構成比） 

 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

一般世帯総数 31,610 31,731 31,375 31,013 

    100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

 単独世帯   5,081 6,023 6,720 7,551 

    16.1％ 19.0％ 21.4％ 24.3％ 

 核家族世帯   14,680 14,959 15,359 15,852 

    46.4％ 47.1％ 49.0％ 51.1％ 

  夫婦のみ世帯  5,777 5,925 6,165 6,424 

    18.3％ 18.7％ 19.6％ 20.7％ 

  夫婦と子からなる世帯 

(うち、18 歳未満の子がいる世帯) 

6,386 

（3,004） 

6,287 

（2,952） 

6,277 

（2,903） 

6,235 

（2,844） 

  

 

20.2％ 

（9.5％） 

19.8％ 

（9.3％） 

20.0％ 

（9.3％） 

20.1％ 

（9.2％） 

  ひとり親と子からなる世帯 

(うち、18 歳未満の子がいる世帯) 

2,517 

（491） 

2,747 

（509） 

2,917 

（488） 

3,193 

（488） 

   8.0％ 

（1.6％） 

8.7％ 

（1.6％） 

9.3％ 

（1.6％） 

10.3％ 

（1.6％） 

 その他の世帯 11,849 10,749 9,296 7,610 

  37.5％ 33.9％ 29.6％ 24.5％ 

資料：国勢調査 各年 10 月１日現在 
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【世帯構成の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 各年 10 月１日現在 

 

 

 

４ 出産・結婚の状況 

（１）出生数 

出生数は、令和２年と令和６年を比較すると 99人減少しています。 

 

【出生数の状況】 

（人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

出生数 397 347 337 279 298 

資料：秋田県衛生統計年鑑、令和６年のみ秋田県の人口と世帯 
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（２）合計特殊出生率 

合計特殊出生率は、令和２年までは全国、秋田県を上回っていましたが、令和３年以降は全

国を下回っており、令和６年には 1.14人となっています。 

 

【合計特殊出生率の状況】 

（人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

横手市 1.42 1.16 1.18 1.04 1.14  

秋田県 1.24 1.22 1.18 1.10 1.04  

全国 1.33 1.30 1.26 1.20 1.15  

※合計特殊出生率とは、15～49 歳までの女性の年齢別出生率の合計 

資料：横手市：県平鹿地域振興局ＨＰ掲載「業務概要」 

県・全国：秋田県衛生統計年鑑、人口動態統計 

 

【出生数と合計特殊出生率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：横手市：県平鹿地域振興局ＨＰ掲載「業務概要」、令和６年のみ秋田県の人口と世帯、本市で算出 

県・全国：秋田県衛生統計年鑑、人口動態統計 

 

（３）婚姻件数・離婚件数 

婚姻件数は、令和２年以降減少傾向が続きましたが、令和６年は 187 件で前年から 22 件増

加しています。離婚件数は、令和２年以降増加と減少を繰り返しています。 

 

【婚姻・離婚件数の状況】 

（件） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

婚姻件数 213 190 180 165 187 

離婚件数 83 100 81 90 83 

資料：人口動態統計  
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第２節 母子保健の状況 

 

１ 健康診査の状況 

（１）乳児（４、７、10か月児）健康診査の結果 

乳児健康診査の状況は、令和６年度の乳児４か月児健康診査の受診率は 99.7％、乳児７か月

児健康診査の受診率は 97.3％、乳児 10か月児健康診査の受診率は 89.8％と、４か月児健康診

査に比べて７か月児、10 か月児の受診率はやや低くなっています。 

 

【乳児（４か月児）健康診査の状況】 

（人） 
 対象児数 受診児数 受診率 正常 所見あり 

令和２年度 0 0 0％ 0 0 

令和３年度 309 302 97.7％ 164 138 

令和４年度 296 292 98.6％ 161 131 

令和５年度 277 272 98.2％ 134 138 

令和６年度 303 302 99.7％ 161 141 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症対策により未実施 

 

【乳児（７か月児）健康診査の状況】 

（人） 
 対象児数 受診児数 受診率 正常 所見あり 

令和２年度 0 0 0％ 0 0 

令和３年度 314 308 98.1％ 146 162 

令和４年度 259 251 96.9％ 151 100 

令和５年度 306 305 99.7％ 158 147 

令和６年度 295 287 97.3％ 129 158 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症対策により未実施 

 

【乳児（10か月児）健康診査の状況】 

（人） 
 対象児数 受診児数 受診率 正常 所見あり 

令和２年度 448 358 79.9％ 301 57 

令和３年度 393 347 88.3％ 237 110 

令和４年度 328 302 92.1％ 241 61 

令和５年度 330 307 93.0％ 241 66 

令和６年度 305 274 89.8％ 186 88 

資料：横手市保健事業の概要（各年３月末時点）  
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（２）１歳６か月児健康診査の結果 

１歳６か月児健康診査の状況は、令和６年度の受診率は 99.7％となっています。 

 

【１歳６か月児健康診査の状況】 

（人） 
 対象児数 受診児数 受診率 

令和２年度 456 446 97.8％ 

令和３年度 373 372 99.7％ 

令和４年度 400 394 98.5％ 

令和５年度 333 330 99.1％ 

令和６年度 303 302 99.7％ 

 

（延べ人） 

 正常 要指導 要観察 
経過 

観察中 
要精査 要治療 

治療中・

訓練中 

令和２年度  12 104 38 28 5 99 

令和３年度  20 161 18 14 3 105 

令和４年度  38 136 44 20 2 90 

令和５年度  17 166 22 20 4 66 

令和６年度  15 172 43 8 3 67 

資料：横手市保健事業の概要（各年３月末時点） 
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（３）３歳児健康診査の結果 

３歳児健康診査の状況は、令和６年度の受診率は 98.9％となっています。 

 

【３歳児健康診査の状況】 

（人） 

 対象児数 受診児数 受診率 

令和２年度 486 479 98.6％  

令和３年度 443 442 99.8％  

令和４年度 486 481 99.0％ 

令和５年度 420 414 98.6％ 

令和６年度 353 349 98.9％ 

 

（延べ人） 

 正常 要指導 要観察 
経過 

観察中 
要精査 要治療 

治療中・

訓練中 

令和２年度  31 84 32 175 6 121 

令和３年度  33 108 28 183 1 98 

令和４年度  34 145 33 236 1 114 

令和５年度  14 126 30 237 1 109 

令和６年度  16 116 29 162 0 92 

資料：横手市保健事業の概要（各年３月末時点） 

 

 

 

（４）妊婦健康診査の結果 

妊婦健康診査の状況は、令和６年度の前期と後期の平均受診率は 97.0％となっています。 

 

【妊婦健康診査の状況】 

（人） 

 
前期 後期 平均 

受診率 対象数 受診数 受診率 対象数 受診数 受診率 

令和２年度 399 357 89.5％ 399 360 90.2％ 89.8％ 

令和３年度 359 342 95.3％ 359 320 89.1％ 92.2％ 

令和４年度 316 295 93.4％ 316 320 101.3％ 97.3％ 

令和５年度 324 297 91.7％ 324 264 81.5％ 86.6％ 

令和６年度 271 262 96.7％ 271 264 97.4％ 97.0％ 

資料：健康推進課調べ（各年３月末時点） 
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２ 保健指導の状況 

（１）母子健康手帳の交付数 

母子健康手帳の交付数は、令和６年度は 262件となっており、令和５年度に増加したものの、

減少傾向が続いています。 

 

【母子健康手帳の交付状況】 

（件） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

交付数 376 339 297 303 262 

資料：横手市保健事業の概要（各年３月末時点） 

 

 

 

（２）マタニティクラスの参加数 

マタニティクラスの参加数は、令和６年度は 174人で開催回数は８回となっています。 

 

【マタニティクラスの状況】 

（回、人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

開催回数 6 6 8 8 8 

参加者数（延） 99 110 143 134 174 

資料：横手市保健事業の概要（各年３月末時点） 

 

 

 

（３）乳児家庭全戸訪問指導（こんにちは赤ちゃん事業） 

こんにちは赤ちゃん事業の訪問指導率は、令和６年度は 99.3％で、ほぼ横ばいとなっていま

す。 

 

【乳児家庭全戸訪問指導の状況】 

（件、人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

対象家庭数 375 359 335 273   285 

訪問指導数 374 354 334 271 283 

訪問指導率 99.7％ 98.6％ 99.7％ 99.2％ 99.3％ 

資料：健康推進課こんにちは赤ちゃん集計表（各年３月末時点）  
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第３節 就業の状況 

 

１ 就業者数の推移 

（１）男女別就業者数の推移 

男女別の就業者数は、令和２年は男性 23,868 人、女性 20,141 人で男女ともにほぼ横ばいと

なっています。 

女性の 30 代は結婚や出産、子育てで就業率が下がりやすいですが、グラフをみるとあまり

大きな変化がみられず、働く女性が多い傾向にあります。 

 

【男女別就業者数の推移】 

（人） 

  平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

全体 

人口 90,830 98,367 82,088 76,823 

就業人口 52,331 47,396 46,718 44,009 

就業率 57.6％ 48.2％ 56.9％ 57.3％ 

男性 

人口 42,226 40,405 38,064 35,843 

就業人口 29,546 26,526 25,664 23,868 

就業率 70.0％ 65.7％ 67.4％ 66.6％ 

女性 

人口 48,604 46,588 44,024 40,980 

就業人口 22,785 20,870 21,054 20,141 

就業率 46.9％ 44.8％ 47.8％ 49.1％ 

資料：国勢調査各年 10 月１日現在 
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第４節 安全の確保 

 

１ 事故の発生数 

（１）こどもの交通事故負傷者数 

こどもの交通事故負傷者数は、令和６年度は１件で、未就学児童が 1件となっています。 

 

【交通事故発生件数】 

（件） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

未就学児童 2 3 3 0 1 

少年 8 4 6 1 0 

合計 10 7 9 1 1 

資料：横手警察署交通事故概況月次報告（月末時点報告の合計値） 

 

 

 

（２）児童虐待等の現状 

児童虐待の認定件数は、全国、秋田県、当市いずれも増加傾向にあります。 

 

【児童虐待相談対応件数の推移】 

（件） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

横手市 44 47 50 73 56 

秋田県 561 596 578 634 610 

全国 205,044 207,660 214,843 225,509 ●● 

資料：横手市福祉の概要（各年３月末時点） 

資料：こども家庭庁 児童虐待相談対応件数（各年３月末時点） 

 

 

  

おって更新 
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第５節 生活保護等の支援 

 

１ 生活保護の状況 

（１）生活保護世帯の状況 

生活保護の状況は、令和２年度から令和４年度では、被保護世帯数は減少傾向で推移してい

ました。令和５年度では増加に転じ、令和６年度も概ね横ばいとなっています。 

また、17 歳以下の児童がいる生活保護世帯数と就学援助受給者数は減少傾向にありますが、

令和６年度は微増しました。 

生活困窮者に対しては実態把握に加え、相談窓口など継続的な情報発信を図るとともに、多

様な分野の団体と連携した細やかな情報交換、生活の自立に向けた支援体制などが求められま

す。 

 

【生活保護世帯数等】 

（世帯） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

被保護世帯数 601 578 564 591 588 

被保護人員数 779 721 690 741 726 

保護率（‰ﾊﾟｰﾐﾙ） 9‰ 8.5‰ 8.3‰ 9‰ 9‰ 

※保護率は現住人口を基に算出              資料：横手市福祉の概要（各年３月末現在） 

 

【生活保護世帯のうち被保護世帯数の推移】 

（世帯） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

高齢者世帯 354 358 365 370 372 

母子世帯 17 14 13 12 12 

障がい者・疾病者世帯 104 90 80 77 74 

その他の世帯 126 116 106 132 130 

被保護世帯数の合計 601 578 564 591 588 

資料：横手市福祉の概要（各年３月末現在） 

 

【17歳以下の児童がいる生活保護世帯数の推移】 

（世帯） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

世帯数 28 22 17 16 17 

資料：社会福祉課調べ（各年３月末）  
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【就学援助受給者の推移】 

（人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

在籍児童生徒総数 5,815 5,629 5,459 5,260 5,083 

（受給率％） 6.05 5.86 5.62 5.48 5.65 

 
要保護児童生徒数 17 22 14 11 6 

 
準要保護児童生徒数 335 308 293 277 281 

 
計 352 330 307 288 287 

資料：教育に関する事務の点検・評価報告書（各年３月末） 
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第 6節 アンケート調査結果からみたこども・若者たち 

 

【横手市 こども・若者に関するアンケート調査】 

１ 調査の目的 

本調査は、この計画策定の基礎資料とするため、こども・若者の生活や家庭状況、こども・

若者に関する支援に対するご意見などを把握するために実施しました。 

 

 

２ 調査の設計 

 

調査種別 項目 内容 

①こども調査（10 歳～18 歳） 調査対象 横手市内の学校に通学する小学５～６年生、中学生、高校生 

調査対象者数 5,042 件 

調査方法 学校配付、ＷＥＢ回収 

調査期間 令和７年６月 16 日～６月 27 日（６月 30 日までの回答含む） 

令和７年７月９日～７月 14 日（延長期間） 

②若 者 調 査（19歳～39 歳） 調査対象 横手市に居住する 19 歳～39 歳 

調査対象者数 1,000 件 

調査方法 郵送配付、郵送・ＷＥＢ回収（お礼状兼督促状１回） 

調査期間 令和７年６月 26 日～７月 18 日（７月 31 日まで回答含む） 

 

 

３ 回収結果 

 

調査種別 配付数 総回収数 有効回収数 有効回収率 

①こども調査（10 歳～18 歳） 5,042 件 3,576 件 3,540 件 70.2％ 

②若 者 調 査（19 歳～39 歳） 1,000 件 

郵送 131 件 

ＷＥＢ 174 件 

計 305 件 

郵送 131 件 

ＷＥＢ 173 件 

計 304 件 

30.4％ 
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４ 学校種別回収状況（①こども調査（10歳～18歳）） 

 
学校種別 配付数 総回収数 有効回収数 有効回収率 

小学校 1,092 件 815 件 798 件 73.1％ 

中学校 1,860 件 1,655 件 1,641 件 88.2％ 

高等学校 2,086 件 1,103 件 1,098 件 52.6％ 

その他（こども・若者窓口等） 4 件 3 件 3 件 75.0％ 

 

 

５ 調査結果の見方 

 

■ｎ（number of cases）は比率算出の基数であり、100％が何人の回答に相当するかを示します。 

■回答の構成比は百分率であらわし、小数点第２位を四捨五入して算出しています。したがって、

単一選択式の質問においては、回答比率を合計しても 100.0％にならない場合があります。また、

回答者が２つ以上の回答をすることができる多肢選択式の質問においては、各設問の調査数を基

数として算出するため、全ての選択肢の比率を合計すると 100％を超えます。 

■図表及び本文で、選択肢の語句などを一部簡略化している場合があります。 

 

６ 調査結果の概要 

（１）自分には自分らしさがあると思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自分には自分らしさというものがある」と思うこども・若者の割合  84.1％ 

出典：こども家庭庁「こども・若者の意識と生活に関する調査」（2022）  

・自分には自分らしさがあると思うかについて、19歳～39歳では、「あてはまる」と「どち

らかといえば、あてはまる」を合わせた“自分らしさがあると思う人”が 76.3％となって

います。 
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（２）今の自分が好きだと思うか（自己肯定感） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今の自分が好きだ」と思うこども・若者の割合（自己肯定感の高さ）  60.0％ 

出典：こども家庭庁「こども・若者の意識と生活に関する調査」（2022） 

 

 

 

 

 

 

  

・今の自分が好きだと思うかについて、「あてはまる」と「どちらかといえば、あてはまる」

を合わせた“自分のことが好きだと思う人”が 10 歳～18 歳は 75.7％、19 歳～39 歳は

61.6％と、こどもが上回っています。 
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19 歳～39 歳 
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（３）幸せだと思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「生活に満足している」と思うこどもの割合   60.8％ 

出典：ＯＥＣＤ「生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ）」（2022） 

 

 

 

  

・幸せだと思うかについて、「そう思う」と「どちらかといえば、そう思う」を合わせた“幸

せだと思う人”が 10歳～18歳は 92.7％、19歳～39歳は 79.3％と、こどもが上回ってい

ます。 
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（４）自分にはよいところがあると思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分にはよいところがあると思う児童生徒の割合 86.0％ 

出典：秋田県こども計画 

 

（５）ほっとできる・安心できる場所 

 

 

 

 

 

 

  

・自分にはよいところがあると思うかについて、「あてはまる」と「どちらかといえば、あ

てはまる」を合わせた“自分にはよいところがあると思う人”が 10歳～18歳は 85.7％、

19歳～39歳は 75.7％と、こどもが上回っています。 
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19 歳～39 歳 

・ほっとできる・安心できる場所について、10歳～18歳では、「そう思う」と「どちらかと

いえば、そう思う」を合わせた“ほっとできる・安心できる場所”は『①自分の部屋』

（90.1％）、『②家庭（親せきの家を含む）』（90.8％）が約９割と他の項目に比べて多くな

っています。 

・“安心できる場所の数が１つ以上ある人”のこどもの割合は 99.5％となっています。 
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学校が落ち着いて安心できる場所である児童生徒の割合 18.7％ 

出典：秋田県こども計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・19 歳～39 歳では、“ほっとできる・安心できる場所”は『①自分の部屋』（90.8％）、『②

家庭（実家や親せきの家を含む）』（88.4％）が８割以上と他の項目に比べて多くなってい

ます。『③学校（卒業した学校を含む）』（49.7％）、『④職場（過去の職場を含む）』（47.1％）、

『⑤地域（図書館や公民館など、現在住んでいる場所やそこにある建物など）』（58.6％）

は４～５割にとどまっていますが、『⑥インターネット空間（ＳＮＳ、ＹｏｕＴｕｂｅや

オンラインゲームなど）』（65.8％）は６割台と他の項目よりやや多くなっています。 

・“安心できる場所の数が１つ以上ある人”の若者の割合は 99.3％となっています。 

④地域（図書館や公民館や公園など、現在
住んでいる場所やそこにある建物など）

⑤インターネット空間（ＳＮＳ、ＹｏｕＴｕｂｅやオ
ンラインゲームなど）

n = (3,540)

①自分の部屋

②家庭（親せきの家を含む）

③学校

65.7
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37.8

33.8
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③学校（卒業した学校を含む）

④職場（過去の職場を含む）

⑤地域（図書館や公民館など、現在住んで
いる場所やそこにある建物など）

⑥インターネット空間（ＳＮＳ、ＹｏｕＴｕｂｅやオ
ンラインゲームなど）
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（６）孤独感の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・孤独感の有無について、10歳～18歳では、「まったくない」が 41.8％と最も多く、「ほと

んどない」（33.0％）を合わせた“孤独を感じることはない人”が 74.8％となっています。 

・19歳～39歳では、「ほとんどない」（28.0％）と「決してない」（19.7％）を合わせた“孤

独を感じることはない人”が 47.7％にとどまり、「たまにある」、「時々ある」、「しばしば

ある・常にある」を合わせた“孤独を感じることがある人”が 51.0％とない人と拮抗して

います。 
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（７）困ったときに助けてくれる人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「どこかに助けてくれる人がいる」と思うこども・若者の割合  97.1％ 

出典：こども家庭庁「こども・若者の意識と生活に関する調査」（2022）  

・困ったときに助けてくれる人について、「そう思う」と「どちらかといえば、そう思う」

を合わせた“助けてくれると思う人”が 10 歳～18 歳は『①家族・親せき』（96.8％）と

『②学校で出会った友人』（94.4％）が９割以上、『③地域の人（近所、町内会の知人など）』

は 76.5％、『④インターネット上における人やグループ（インターネット中心の付き合い

など）』は 47.2％となっています。 

・19 歳～39 歳では、“助けてくれると思う人”が『①家族・親せき』（95.4％）が９割以上

と多く、『②学校で出会った友人』は 75.7％、『③職場・アルバイト関係の人（現在及び過

去の職場の同僚など）』は 64.8％、『④地域の人（近所、町内会の知人など）』は 44.0％、

『⑤インターネット上における人やグループ（インターネット中心の付き合いなど）』は

22.7％となっています。 

・“どこかに助けてくれる人がいると思う”割合は、こどもは 99.1％、若者は 97.7％となっ

ています。 

②学校で出会った友人

③地域の人（近所、町内会の知人など）

④インターネット上における人やグループ（イ
ンターネット中心の付き合いなど）
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⑤インターネット上における人やグループ（イ
ンターネット中心の付き合いなど）

38.2

27.3

11.8

5.3

37.5

37.5

32.2

17.4

12.2

16.1

30.3

25.3

10.9

17.1

24.7

50.0

1.3

2.0

1.0

2.0

(%)
75.7 19.7

1.62.60.3

(%)

そ
う

思
う

ど
ち

ら
か
と

い
え

ば
、

そ
う
思

う

ど
ち

ら
か
と

い
え

ば
、

そ
う
思

わ
な
い

そ
う

思
わ
な

い

無
回

答

そう思う そう思わない 

19 歳～39 歳 



第Ⅱ章 こども・若者と家庭を取り巻く現状 

● 44 ● 

（８）社会貢献への意欲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う児童生徒の割合 83.9％ 

出典：秋田県こども計画 
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19 歳～39 歳 

・社会貢献への意欲について、「あてはまる」と「どちらかといえば、あてはまる」を合わ

せた“地域や社会をよくするために何かしてみたい人”が 10 歳～18 歳は 83.5％、19 歳

～39歳では 64.2％と、こどもの方が上回っています。 
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（９）将来への希望の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自分の将来について明るい希望がある」と思うこども・若者の割合  66.4％ 

出典：こども家庭庁「こども・若者の意識と生活に関する調査」（2022） 

（10）将来の夢や目標を持っているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・将来への希望の有無について、「希望がある」と「どちらかといえば、希望がある」を合

わせた“将来への希望がある人”が 10歳～18歳は 83.9％、19歳～39歳は 56.6％となっ

ており、こどもが上回っています。 

・将来の夢や目標を持っているかについて、「あてはまる」と「どちらかといえば、あては

まる」を合わせた“将来の夢や目標を持っている人”が 10歳～18歳は 82.7％となってい

ます。 
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19 歳～39



第Ⅱ章 こども・若者と家庭を取り巻く現状 

● 46 ● 

（11）落ち込んだ経験や、社会生活や日常生活を円滑に送ることについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「社会生活や日常生活を円滑に送ることができている」と思うこども・若者の割合  51.5％ 

出典：こども家庭庁「こども・若者の意識と生活に関する調査」（2022） 

 

 

 

 

  

・落ち込んだ経験がなく、社会生活や日常生活を円滑に送ることができているかについて、

「なかった（ない）」（できている）と「どちらかといえば、なかった（ない）」（どちらか

といえば、できている）を合わせた“社会生活や日常生活を円滑に送ることができている

人”が 10歳～18歳は 11.8％、19歳～39歳は 38.8％となっており、若者が 27.0％上回っ

ています。 
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（12）社会生活や日常生活を円滑に送ることができなかった主な原因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・社会生活や日常生活を円滑に送ることができなかった主な原因について、19 歳～39 歳で

は、「仕事・職場について（職場になじめない、上司や同僚との関係が悪いなど）」（63.8％）、

「自分自身について（人づきあいが苦手、精神的・身体的な病気やケガなど）」（62.7％）

がともに多く、以下「学校について（成績、授業についていけない、先生や友達との関係

など）」（32.8％）、「家庭・家族について（家庭内不和や離別、家庭内孤立など）」（28.8％）

となっています。 

n=(177)  

仕事・職場について（職場になじめない、上司
や同僚との関係が悪いなど）

自分自身について（人づきあいが苦手、精神
的・身体的な病気やケガなど）

学校について（成績、授業についていけない、
先生や友達との関係など）

家庭・家族について（家庭内不和や離別、家庭
内孤立など）

その他

特に理由はない

わからない

63.8

62.7

32.8

28.8

4.5

0.0

1.1

0 20 40 60 80 100
(%)(%)

19 歳～39 歳 
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● 48 ● 

（13）社会生活や日常生活を円滑に送ることができない状態となったときに相談しやすい

相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・社会生活や日常生活を円滑に送ることができない状態となったときに相談しやすい相手

について、19歳～39歳では、「相手が同じ悩みを持っている、持っていたことがある」が

53.0％と最も多く、以下「相手が同世代である」（42.4％）「匿名で（自分が誰かを知られ

ずに）相談できる」（33.6％）、「無料で相談できる」（32.9％）、「曜日・時間帯を気にせず

に相談できる」（28.9％）、「相手がカウンセラーなど心理学の専門家である」（26.3％）、

「ＳＮＳやメールなどで相談できる」（23.0％）、「相手が同性である」（22.7％）となって

います。 

n=(304)  

相手が同じ悩みを持っている、持っていたことが
ある

相手が同世代である

匿名で（自分が誰かを知られずに）相談できる

無料で相談できる

曜日・時間帯を気にせずに相談できる

相手がカウンセラーなど心理学の専門家である

ＳＮＳやメールなどで相談できる

相手が同性である

相手先が公的な支援機関である

相手が医師である

相談できる場所が自宅から近い

電話で相談できる

相手先が民間の支援団体（ＮＰＯなど）である

相手が自宅に来てくれる

その他

誰にも相談したくない

無回答

53.0

42.4

33.6

32.9

28.9

26.3

23.0

22.7

16.1

14.8

8.6

5.9

5.6

1.6

1.3

6.9

0.3

0 20 40 60 80 100
(%)(%)

19 歳～39 歳 
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● 49 ● 

（14）落ち込んだときに相談しやすい相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（15）家庭や学校以外の相談場所の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・家庭や学校以外の相談場所の認知度について、10歳～18歳では、「知っている」（68.2％）

が「知らない」（31.8％）を上回っていますが、相談場所の周知を継続することが必要と

なっています。 

n=(3,540)  

家族や親せき

学校の友だち

学校の先生

先輩や後輩

同じように落ち込んだ経験をした人たち

地域の友だち

スクールカウンセラーなど学校にいる専門家

地域の人

病院や相談できる場所などにいる専門家（学校
以外の専門家）

その他

誰にも相談したり、助けてもらったりしようと思わ
ない

わからない

75.5

71.5

30.0

28.6

17.9

15.6

7.8

6.3

6.2

1.7

4.9

3.7

0 20 40 60 80 100 (%)(%)
10 歳～18 歳 

68.2 31.8

ｎ

(3,540)

(%)

知
っ

て
い
る

知
ら

な
い

10 歳～18 歳 

・落ち込んだときに相談しやすい相手について、10歳～18歳では、「家族や親せき」（75.5％）、

「学校の友だち」（71.5％）が約７割と他の項目に比べて多くなっています。 
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● 50 ● 

（16）相談支援機関等の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（17）相談支援機関等の利用経験の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・知っている相談支援機関等について、19 歳～39 歳では、「職業安定所（ハローワーク）・

地域若者サポートステーションなどの就労支援機関」が 42.8％と最も多く、以下「児童

相談所・福祉事務所などの児童福祉機関」（28.9％）、「横手市こども・若者相談窓口」

（23.0％）、「児童館」（21.7％）となっています。 

・一方、33.2％が「どれも知らない」と回答しています。 

n=(304)  

職業安定所（ハローワーク）・地域若者サポート
ステーションなどの就労支援機関

児童相談所・福祉事務所などの児童福祉機関

横手市こども・若者相談窓口

児童館

横手市こども家庭センター

発達障害者支援センター

通信制高校のサポート校

横手市自立相談支援窓口

ひきこもり相談支援センター

どれも知らない

無回答

42.8

28.9

23.0

21.7

21.4

13.8

12.8

11.8

11.8

33.2

1.0

0 20 40 60 80 100
(%)(%)

19 歳～39 歳 

・相談支援機関等を知っている人の利用経験の有無について、19 歳～39 歳では、「ない」

（67.5％）が「ある」（32.5％）を上回っています。 

32.5 67.5

ｎ

(200)

(%)

あ
る

な
い

19 歳～39 歳 
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● 51 ● 

（18）相談支援機関等の今後の利用意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.8 38.5 25.3 23.0

1.3

ｎ

(304)

(%)

利
用

し
た
い

と
思
う

ど
ち

ら
か
と

い
え
ば

利
用

し
た
い

と
思
う

ど
ち

ら
か
と

い
え
ば

利
用

し
た
い

と
思
わ

な
い

利
用

し
た
い

と
思
わ

な
い

無
回

答

利用したいと思う 

50.3％ 

利用したいと思わない 

48.3％ 

19 歳～39 歳 

・相談支援機関等の今後の利用意向について 19歳～39歳では、「利用したいと思う」と「ど

ちらかといえば利用したいと思う」を合わせた“利用したいと思う人”が 50.3％となっ

ています。 

・一方、「どちらかといえば利用したいと思わない」と「利用したいと思わない 」を合わせ

た“利用したいと思わない人”が 48.3％となっており、“利用したいと思う人”と拮抗し

ています。 
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● 52 ● 

（19）結婚のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・結婚のイメージについて、10歳～18歳では、「好きな人やこどもと一緒にいられて幸せそ

う」が 64.6％と最も多く、プラスのイメージが最上位でした。 

・一方、19 歳～39 歳では、「お金がかかりそう」（51.6％）、「好きな人やこどもと一緒にい

られて幸せそう」（51.0％）が約５割と他の項目に比べて多くなっており、プラスのイメ

ージを持っている人がいる反面、現実的な考えを持っている人も多く見られます。 

n=(3,540)  

好きな人やこどもと一緒にいられて幸せそう

家事や子育てが大変そう

お金がかかりそう

親や親せきが喜びそう

将来が安定していそう

仕事との両立が大変そう

自分の時間が減りそう

面倒そう・つかれそう

お金に余裕が出来そう

その他

特にない・わからない

64.6

43.1

30.0

25.6

24.6

24.2

21.8

8.7

7.1

1.5

5.5

0 20 40 60 80 100 (%)(%)10 歳～18 歳 

n=(304)  

お金がかかりそう

好きな人やこどもと一緒にいられて幸せそう

家事や子育てが大変そう

自分の時間が減りそう

仕事との両立が大変そう

親や親せきが喜びそう

面倒そう・つかれそう

将来が安定していそう

お金に余裕が出来そう

その他

特にない・わからない

無回答

51.6

51.0

37.5

34.9

26.3

21.4

12.5

10.2

2.6

1.0

6.3

0.7

0 20 40 60 80 100
(%)(%)

19 歳～39 歳 
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● 53 ● 

（20）結婚意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.6 24.0 5.2 6.1 26.0 8.2

ｎ

(3,540)

(%)

結
婚

し
た
い

ど
ち

ら
か
と

い
え

ば
、

結
婚
し

た
い

ど
ち

ら
か
と

い
え

ば
、

結
婚
し

た
く
な

い 結
婚

し
た
く

な
い

今
は

考
え
て

い
な
い

わ
か

ら
な
い

結婚したい 

54.6％ 

結婚したくない 

11.3％ 

10 歳～18 歳 

30.5 24.1 5.9 6.9 23.2 7.9

1.5

ｎ

(203)

(%)

結
婚

し
た
い

ど
ち

ら
か
と

い
え

ば
、

結
婚
し

た
い

ど
ち

ら
か
と

い
え

ば
、

結
婚
し

た
く
な

い 結
婚

し
た
く

な
い

今
は

考
え
て

い
な
い

わ
か

ら
な
い

無
回

答

結婚したい 

54.6％ 

結婚したくない 

12.8％ 

19 歳～39 歳 

・結婚意向について、「結婚したい」と「どちらかといえば、結婚したい」を合わせた“結

婚したい人”が 10歳～18歳と 19歳～39歳でともに 54.6％でした。「今は考えていない」、

「わからない」を除いて、年齢に関わらず“結婚したい人”が“結婚したくない人”を大

きく上回っています。 
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● 54 ● 

（21）こどもを持つことに対する考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・こどもを持つことに対する考えについて、「持ちたい」と「どちらかといえば、持ちたい」

を合わせた“こどもを持ちたい人”が 10歳～18歳は 58.0％、19歳～39歳は 52.3％と年

齢に関わらず“こどもを持ちたい人”が“こどもを持ちたくない人”を大きく上回ってい

ます。 

36.2 21.8 6.8 8.4 16.5 10.3

ｎ

(3,540)

(%)

持
ち

た
い

ど
ち

ら
か
と

い
え

ば
、

持
ち
た

い

ど
ち

ら
か
と

い
え

ば
、

持
ち
た

く
な
い

持
ち

た
く
な

い

考
え

た
こ
と

が
な
い

わ
か

ら
な
い

持ちたい 

58.0％ 
持ちたくない 

15.2％ 

10 歳～18 歳 

35.5 16.8 4.9 8.2 6.6 11.2 16.1

0.7

ｎ

(304)

(%)

持
ち

た
い

ど
ち

ら
か
と

い
え

ば
、

持
ち
た

い

ど
ち

ら
か
と

い
え

ば
、

持
ち
た

く
な
い

持
ち

た
く
な

い

考
え

た
こ
と

が
な
い

わ
か

ら
な
い

す
で

に
こ
ど

も
が
い

る 無
回

答

持ちたい 

52.3％ 

持ちたくない 

13.1％ 

19 歳～39 歳 
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● 55 ● 

（22）子育てのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・子育てのイメージについて、10 歳～18 歳では、「幸せそう」（49.8％）、「楽しいことが増

えそう」（49.2％）が約５割以上と、プラスのイメージが最上位でした。 

・一方、19歳～39歳では、「お金がかかりそう」（56.3％）、「仕事との両立が大変そう」（50.3％）

が約５割以上と、既に子育てしている方も想定できることから現実的な一面が多くみられ

ます。 

n=(3,540)  

幸せそう

楽しいことが増えそう

お金がかかりそう

仕事との両立が大変そう

自分も成長できそう

生活が充実しそう

自分や夫婦の時間が減りそう

面倒そう・つかれそう

その他

特にない・わからない

49.8

49.2

39.2

37.4

24.5

23.0

18.3

13.0

1.1

4.6

0 20 40 60 80 100 (%)(%)
10 歳～18 歳 

n=(304)  

お金がかかりそう

仕事との両立が大変そう

幸せそう

楽しいことが増えそう

自分も成長できそう

自分や夫婦の時間が減りそう

面倒そう・つかれそう

生活が充実しそう

その他

特にない・わからない

無回答

56.3

50.3

36.8

31.3

26.3

21.7

18.1

15.8

2.3

4.9

0.7

0 20 40 60 80 100
(%)

19 歳～39 歳 
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● 56 ● 

（23）「こどもの権利」の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・「こどもの権利」の認知度について、10歳～18歳では、「どんな内容かよく知っている」、

「どんな内容か少し知っている」、「名前だけ聞いたことがある」を合わせた“知っている

人”が 70.4％となっています。 

・中でも「どんな内容かよく知っている」は 10.1％に留まっており、今後も継続した周知が

必要となっています。 

10.1 31.9 28.4 29.5

ｎ

(3,540)

(%)

ど
ん

な
内
容

か
よ
く

知
っ

て
い
る

ど
ん

な
内
容

か
少
し

知
っ

て
い
る

名
前

だ
け
聞

い
た
こ

と
が

あ
る

聞
い

た
こ
と

が
な
い

知っている 

70.4％ 

10 歳～18 歳 
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● 57 ● 

（24）こども自身が自由な発想で宣言案を考えた内容（自由意見） 

（質問文）あなたは、どんなこどもになりたいですか。また、どんなことがあれば幸せだと思いま

すか。自由な発想で宣言案を考えてみてください。（こどもの権利条約もイラストで提示の上） 

 

 

 

 

 

 

順位 分類項目 意見数 

１ 家族・友だち・地域の人との交流（良好、頼れる、誰かを助けられる等） 456 件 

２ 優しい・思いやりがある 419 件 

３ 明るい、元気、健やか、のびのび、楽しく過ごす 399 件 

４ 自由・平等 316 件 

５ 自分の意見を持ち、行動できる（積極的に行動できる） 286 件 

６ 自身の夢、やりたいこと・苦手なことにチャレンジ 255 件 

７ 差別しない・されない 240 件 

８ 自身の意見・意思を尊重（自立心） 198 件 

９ 強くたくましい、素直、賢い、良い子、努力できる、礼儀正しい 161 件 

10 衣食住、教育の保障 149 件 

11 遊び、遊べる場、ゲーム 98 件 

12 いじめがない 89 件 

13 幸せな生活（幸せなこども）、充実した生活 82 件 

14 信頼・尊敬・必要とされる（誰かの役に立てる等） 69 件 

15 趣味・特技がある（スポーツ・勉強等）、人気者、活躍できる 61 件 

16 お金がある 52 件 

16 悩みを相談できる 52 件 

18 安全・平和、命の大切さ 50 件 

19 虐待、暴力がない 48 件 

20 一人の人間として尊重 41 件 

21 安心できる 39 件 

22 普通の子 36 件 

23 愛される 32 件 

24 個性が認められる 23 件 

24 自信を持つ、自身を肯定する 23 件 

26 悪口を言わない・言われない 6 件 

27 その他 166 件 

  

・新しい「こどもの権利宣言」を作るにあたり、自由な発想で宣言案に対する考えやアイデ

アを募集するため、どんなこどもになりたいか、どんなことがあれば幸せだと思うか意見

をうかがったところ、2,562人の方から延べ 3,846件の意見が得られました。 

・意見内容を項目ごとに分類し、その項目別の件数は以下のとおりとなっています。 
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● 58 ● 

（25）こどもに関わる市の事業に、こどもの声を取り入れていく方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(3,540)  

スマホやタブレットから回答するＷＥＢアンケート

紙でのアンケート

いつでも横手市・市長に要望を伝えられる意見箱（ＷＥ
Ｂ）の設置

こども同士で意見を出し合い、市に意見を提出する会の
開催

こどもが意見を出しやすいよう大人が手伝いをしてくれた
り、話をよく聞いてかわりに話してくれたりすること

こどもが利用する施設（児童館など）での職員とこどもの
話し合い

横手市の事業や計画に対する、こども・若者を対象とした
意見募集（パブリックコメント）

大人の会議へのこども委員の参加

市役所で働く人が直接会ってこどもの意見を聞く取り組
み

その他

わからない

71.7

29.3

23.2

15.3

14.0

12.1

11.4

9.5

7.4

0.5

8.9

0 20 40 60 80 100
(%)(%)

10 歳～18 歳 

・こどもに関わる市の事業に、こどもの声を取り入れていく方法について、10 歳～18 歳で

は、「スマホやタブレットから回答するＷＥＢアンケート」が 71.7％と最も多く、以下「紙

でのアンケート」（29.3％）、「いつでも横手市・市長に要望を伝えられる意見箱（ＷＥＢ）

の設置」（23.2％）、「こども同士で意見を出し合い、市に意見を提出する会の開催」

（15.3％）、「こどもが意見を出しやすいよう大人が手伝いをしてくれたり、話をよく聞い

てかわりに話してくれたりすること」（14.0％）などとなっています。 
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● 59 ● 

（26）横手市への居住意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.5 39.3 15.8 9.6 16.8

ｎ

(3,540)

(%)

住
み

た
い
・

ず
っ

と

住
み

続
け
た

い

住
み

た
い
・

当
分
は

住
み

続
け
た

い

ど
ち

ら
か
と

い
え

ば
、

住
み
た

く
な
い

住
み

た
く
な

い

わ
か

ら
な
い

住みたい 

57.8％ 

住みたくない 

25.4％ 

10 歳～18 歳 

23.0 42.4 11.5 6.9 16.1

ｎ

(304)

(%)

住
み

た
い
・

ず
っ

と

住
み

続
け
た

い

住
み
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19 歳～39 歳 

・横手市への居住意向について、「住みたい・ずっと住み続けたい」と「住みたい・当分は

住み続けたい」を合わせた“住みたい人”が 10歳～18歳は 57.8％、19歳～39歳は 65.4％

となっています。 
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（25）横手市に住み続けるために重要だと思うもの 
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就職先の選択肢が豊富であること

子育ての環境が整っていること

商業施設が充実していること

楽しく遊べる場所が充実していること

家賃等の住宅にかかる費用が手頃であること

交通機関が便利であること

教育・スポーツ・文化施設が充実していること

自然環境が豊かであること

地域との交流が活発であること

その他
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19 歳～39 歳 

・横手市に住み続けるために重要だと思うものについて、18歳～39歳では、「就職先の選択

肢が豊富であること」が 51.0％と最も多く、以下「子育ての環境が整っていること」

（47.0％）、「商業施設が充実していること」（46.1％）、「楽しく遊べる場所が充実している

こと」（34.2％）、「家賃等の住宅にかかる費用が手頃であること」（29.6％）、「交通機関が便

利であること」（28.9％）となっています。 
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第１節 基本理念 

 

基本理念は、「夢はぐくむ ゆきんこプラン こどもが 親が 地域で育つ 笑顔あふれる

まち」を一部活かし、全てのこどもや若者が幸せに暮らせるように、常にこどもや若者の今と

これからにとって最もよいことは何かを考え、社会全体で支えていく「こどもまんなか社会」

を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 計画を策定するための基本的な視点 

 

本計画は、基本となる考え方を以下の４つの視点に定め、取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

視点２ 

ライフステージに応じた切れ目ない支援がある 

こども・若者の健やかな成長と自己肯定感を育み、自分らしく生活できるよう、一人ひとりの

成長段階に応じた切れ目ない支援を推進します。 

また、子育て家庭等が不安や孤独を抱くことなく、安心してこどもを生み育てることができる

環境を整備します。 

 

視点１ 

こども・若者の幸せを第一に考え、その権利が保障される 

「横手市こどもの権利宣言」に基づき、こども・若者の幸せを第一に考え、自立した個人として

健やかに成長することができるよう、こども・若者の意見や選択を尊重し、こども・若者の最善の

利益を図る視点に立った取組を推進します。 
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第３節 基本目標 

 

基本理念を実現するために、以下の５つを基本目標に掲げ、こども施策を総合的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

視点４ 

横手市全体で、こども・若者、子育て家庭等を応援する 

家庭、学校、教育保育施設、企業、地域などが、それぞれの役割を担い、連携し、市内の

全ての人々が、こども・若者や子育て家庭を見守り支援するあたたかい地域をつくります。 

 

視点３  

健やかな身体とこころを育む環境づくり 

特別な配慮が必要なこども・若者を含め、全てのこども・若者が生まれ育った環境に左右さ

れることなく、多様な体験をし、学び、健やかに成長できるよう、支援体制の強化を推進しま

す。 

 

基本目標Ⅰ こども・若者の声や権利を尊重し学びと成長を支える 

 

基本目標Ⅱ こども・若者が希望を持って大人になれるよう支える 

 

基本目標Ⅲ 安心してこどもを生み育てることを支える 

 

基本目標Ⅳ 困難な状況にあるこども・若者とその家族を支える 

 

基本目標Ⅴ こども・若者とその家族を社会全体で支える 
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第４節 計画の体系 

 

 

 

基本施策 子 貧 若 

１．こども・若者の意見・権利の尊重 ●  
  

● 

２．横手への愛着を育む機会の充実 ●  ● 

３．差別解消と多様な文化・価値観を尊重する意識づくり ●  ● 

４．健全な成長を育む教育の推進 ● ● ● 

５．安心して学び過ごせるこどもの居場所づくり ● ● ● 

 

 

１．多様な遊びや体験、活動できる機会づくり ●  ● 

２．ライフデザインの形成支援   ● 

３．若者の就労支援  ● ● ● 

４．結婚・新生活の支援   ● 

 

 

１．こども・若者が希望する妊娠・出産の実現に向けた支援 ●  ● 

２．こどもや母親の健康の確保 ● ●  

３．子ども・子育て支援サービスの充実 ●   

４．適切な学校教育環境の整備 ● ● ● 

 

 

１．援助・配慮を必要とするこどもへの支援 ● ● ● 

２．ひとり親家庭への支援 ● ● ● 

３．こどもの貧困の解消に向けた対策の支援 ● ●  

４．児童虐待防止対策と社会的養護の推進 ● ● ● 

５．ヤングケアラーへの支援 ● ● ● 

 

 

１．共働き・共育ての支援 ●   

２．子育てにゆとりを持てる支援の充実 ● ●  

３．安全・安心のまちづくり ● ● ● 
 

基本目標 

子：子ども・子育て支援に関連する施策 

貧：貧困対策に関連する施策 

若：若者の支援に関連する施策 

Ⅱ．こども・若者が 

希望を持って 

大人になれるよう 

支える 

Ⅲ．安心してこどもを 

生み育てることを 

支える 

Ⅴ．こども・若者と 

その家族を 

社会全体で支える 

Ⅰ．こども・若者の声や 

権利を尊重し 

学びと成長を支える 

Ⅳ．困難な状況にある 

こども・若者と 

その家族を支える 
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基 

 

 

 

 

 

「横手市こどもの権利宣言」に基づき、こども・若者の幸せを第一に考え、その意見や

選択を尊重し、自立した個人として学び、健やかに成長することができるよう支援します。 

 

 

成果指標 

 

No. 指標等 
実績値 数値目標 

令和７年度 令和 11 年度 

１ 
「今の自分が好きだ」と思うこども・
若者の割合（自己肯定感の高さ） 

10歳～18歳：75.7％ 
19歳～39歳：61.6％ 

【令和７年度こども・若者調査】 

10歳～18歳：80.0％ 
19歳～39歳：65.0％ 

２ 
「自分には自分らしさというものが
ある」と思う若者の割合 

19歳～39歳：76.3％ 
【令和７年度若者調査】 

10歳～39歳：90.0％ 
 

３ 
ほっとできる・安心できる場所が１
つ以上あるこども・若者の割合（居場
所） 

10歳～18歳：99.5％ 
19歳～39歳：99.3％ 

【令和７年度こども・若者調査】 

10歳～18歳：100％ 
19歳～39歳：100％ 

 

４ 
困ったときに助けてくれる人がいる
と思うこども・若者の割合 

10歳～18歳：99.1％ 
19歳～39歳：99.7％ 

【令和７年度こども・若者調査】 

10歳～18歳：100％ 
19歳～39歳：100％ 

 

５ こどもの権利の認知度 
10歳～18歳：70.4％ 

【令和７年度こども調査】 
10歳～18歳：80％ 

 

６ 

横手市に「住みたい・ずっと住み続け
たい」と「住みたい・当分は住み続け
たい」を合わせた“住みたい“と思う
こども・若者の割合（居住意向） 

10歳～18歳：57.8％ 
19歳～39歳：65.4％ 

【令和７年度こども・若者調査】 
増やす 

 

１ こども・若者の意見・権利の尊重 

 

◇現状と課題◇ 

こども調査結果では、「こどもの権利」の認知度は 70.4％ですが、「どんな内容かよく知って

いる」は 10人に１人に留まっており、今後も継続した周知が重要です。 

『横手市こどもの権利宣言』を制定するにあたり、どんなこどもになりたいか、どんなこと

があれば幸せだと思うかをたずねたところ、2,562人から延べ 3,846件の意見が得られました。 

こどもに関わる市の事業に、こどもの声を取り入れていく方法については、「スマホやタブ

レットから回答するＷＥＢアンケート」（71.7％）が最も多く、意見を表明しやすい環境づくり

を進める必要があります。 

  

基本目標 

Ⅰ 
こども・若者の声や権利を尊重し 

学びと成長を支える 
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また、こども・若者調査結果では、“自分のことが好きだと思う（自己肯定感）”が 10歳～18

歳は 75.7％、19歳～39歳は 61.6％と、国調査の 60.0％を上回っていますが、若者調査結果で

は、“自分らしさがあると思う人”が 76.3％と、国調査の 84.1％を下回るなど、こども・若者

自身が、自分をかけがえのない一人の存在として認められ、自己肯定感をもって成長すること

ができるよう各種取組を進める必要があります。 

こどもの権利は、こどもの基本的人権ともいうもので、何かの義務や責任を果たすことを求

められるものではなく、生まれながらに、全てのこどもが無条件に有しているものです。 

しかし、権利や自由は、全てを自身が思うままにできるということではなく、自分の決めた

ことや起こした行動には責任が伴うことの理解に加え、自分だけではなく、相手にも同じよう

に権利があり、それを尊重する必要があるということを、こども自身が学ぶ必要があります。 

こどもの権利については、こども自身が発達段階に応じて正しく学び、権利を行使し、その

調整をする体験を重ねていくことで、相手の気持ちを想像できるようになり、自身の考える力

や判断する力を養い、他者への思いやりや配慮を学ぶことができるような成長を期待していま

す。 

 

 

施策の方向 

全てのこども・若者が希望を持って健やかに成長することができるよう、こども・若者自身

や周りの大人に対して、『横手市こどもの権利宣言』について広く周知するとともに、理解促進

や人権教育を推進し、共有を進めます。 

さらに、全てのこどもや若者が幸せに暮らせるように、常にこどもや若者の今とこれからに

とって最もよいことは何かを考え、社会全体で支えていくという「こどもまんなか」の趣旨の

もと、こども・若者から広く意見を聴き、こども・若者への施策をはじめ、市の施策の策定・

実施・評価に生かせるよう仕組みづくりを推進します。 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（こども調査より） 

 〇大人になるとこどもの時とは発想が変わって、こどもの意見を聞き入れなくなる人が多いと

思う。大人とこどもで接する時は、こどもだったらどう思うかを考えて話してほしいと感じ

る。 

 〇横手市に限らず、こどもの意見を政策などにあまり取り入れられていない市町村が多いと思

うので、横手市には積極的に取り組んでほしいと思った。 

（「こどもの権利宣言」ＷＥＢご意見箱より） 

 ・こどもというか、「思いやり」を含めた「正しさ」で、物事を様々な視点からみることができ

る人間になりたいと思う。その人の立場にならないと人の気持ちなんてわからないから、誰

のどんな意見でも初めから否定されるのではなく、一旦受け入れてから討論してより良い答

えを導き出すことができたら幸せだと思う。 
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事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

こどもの権利を守

る取組の推進 

こどもの生命を守り、人

として尊重され、良い環

境の中で育まれる権利

を守る意識を啓発する。 

平成 20年 10月４

日に制定した「横

手市子どもの権

利宣言」を令和７

年 10 月に改定し

た。宣言内容につ

いて周知を図る

必要がある。 

「横手市こどもの権

利宣言」の周知を図

る。 

また、地域のこども

たちが、自ら権利を

認識し、社会全体が

積極的にこどもの人

権を守る意識を啓発

する。 

子育て支援課 

【新規】「こどもま

んなか」について

の普及啓発 

こども家庭庁が推進す

る「こどもまんなか」の

趣旨に賛同し、こどもま

んなか社会の実現に向

け、「こどもまんなか応

援サポーター」として活

動することを宣言した。 

市が推進する取

組について情報

発信が足りない。 

市として宣言するこ

とにより、市全体で

子育てを応援すると

いう機運をさらに高

める。 

子育て支援課 

こどもの社会参画

の推進 

こどもが意見を表明す

る機会や、社会参画でき

る機会を確保する。 

インターネット

を介した WEBアン

ケートや、ワーク

ショップを開催

するなど、こども

が意見を表明し

やすい機会を増

やし、社会参画の

推進を図る。 

こどもたちが、学校

の活動や地域活動を

通じて積極的に地域

に関わることができ

るよう環境づくりに

努める。 

子育て支援課 
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２ 横手への愛着を育む機会の充実 

 

◇現状と課題◇ 

こども・若者調査では横手市に「ずっと住み続けたい」「「当分は住み続けたい」と回答した

こども（10歳～18歳）は 57.8％、若者（19歳～39歳）は 65.4％でした。 

こどもたちが郷土に関心を持ち、様々な体験を通して地域の人とふれあいながら学ぶことが

できるよう、自然体験や郷土について学ぶ機会の提供を行っています。 

    

 

施策の方向 

郷土の歴史や伝統、文化を身近に感じ、郷土に誇りを持って次世代に受け継がれていけるよ

う、地域資源を活用した地域学習の充実を図り、こどもたちの豊かな人間性の育成を推進しま

す。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（こども調査より） 

 〇少子高齢化が横手市では進んでいるので、高齢者にやさしい施設などをつくりつつも、若者

が集まってくれるような施設もつくっていけばいいと思う。 

 〇地域の人と交流する機会が年齢が上がるに連れて減っているなと思う。小学生の時は学校単

位で町のイベントに参加したりしていたが高校ではボランティアとなりみんながみんな参

加するわけではないから、地域の人との関わりは少ないなと感じている。 
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事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

横手を学ぶ郷土学

事業 

全ての小中学生が、ふる

さと横手への関心と郷

土への誇りを持ち、次の

世代に伝える心を育む

ことを目的とする。 

横手を学ぶ郷土学総合

テキスト「よこてだいす

き」の冊子及びデジタル

データを作成し、各校に

おいて学年の段階に応

じて計画的に活用して

いる。 

より小中学生が

学びやすく、教職

員が授業等で容

易に活用、共有で

きる総合テキス

トの形を検討す

る必要がある。 

横手を学ぶ郷土学総

合テキストを、より

小中学生が学びやす

く、教職員が授業な

どで容易に活用、共

有できるようにする

ため、授業でのＩＣ

Ｔ活用や、授業準備

の情報化ができる総

合テキストの形を関

係部署と連携を図り

ながら検討する。 

伝統文化課 

安全で安心な、こ

どもが親しむ学校

給食の提供と食育

の推進 

児童生徒が食に興味を

持ち、食の大切さの理解

へとつなげるため、行事

食、郷土食など地場産物

を取り入れた給食の提

供や栄養教諭による学

校訪問での食の指導を

行う。 

年間を通じた地

場産品の安定供

給、特に冬期間の

食材確保と地元

生産者組合等の

高齢化が進むな

か担い手確保が

課題である。 

児童生徒が地域や伝

統的な食文化につい

ての理解を深め、郷

土愛を育めるよう学

校給食に地場産品を

積極的に活用し、旬

の味覚や郷土食を伝

えるとともに、日常

生活における食事に

ついても、正しい理

解と望ましい習慣を

体得できるよう、食

育を推進する。 

学校給食課 
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３ 差別解消と多様な文化・価値観を尊重する意識づくり 

 

◇現状と課題◇ 

こども調査結果では、『横手市こどもの権利宣言』を制定するにあたり、「差別しない・され

ない」ことも多くの意見が集まりました。 

こども・若者の人権尊重の重要性について、教育保育施設、学校、企業、家庭、地域などが

認識できるよう周知強化を図る必要があります。 

 

施策の方向 

全てのこども・若者が、成育環境、家庭環境等によって差別的扱いを受けることがなく、安

心して生活し、自己実現ができるようにするために、差別解消はもとより、「秋田県多様性に満

ちた社会づくり基本条例」に基づき、多様性を尊重する意識の醸成を図る取組を進め、こども

や若者に関わる全ての施策において、こども・若者の視点や権利を尊重した施策を推進します。 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（こども調査より） 

 〇世の中には「女になりたかった」「男になりたかった」という気持ちをこどもの頃から抱えて

悩んでいる人もいるし誰かに話したとしてもそれで話のネタにされたりいじめられる人も

いる。だから性別の偏見は消えなくても性別で好きなことを縛るのは無くてもいいんじゃな

いかと思う。 

 〇こどもや若者だけではなく、みんなが平等に過ごせる市になってほしい。 

 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

【再掲】こどもの

権利を守る取組の

推進 

71 ページ参照 － － － 

障がい者理解促進

研修・啓発事業の

推進 

心のバリアフリーを推

進し、障がいのある人も

ない人もともに暮らせ

る共生社会の実現を目

指す取組を行う。 

障がい者に対す

る社会的偏見や

意識のずれが根

強く残っており、

さらなる啓発活

動等の必要性が

求められる。 

障がい者が直面する

「社会的障壁」除去

のため、障がい者へ

の理解を深められる

よう市民を対象とし

て研修・啓発を行う。 

社会福祉課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

障害者差別解消法

に基づく取組 

障害者差別解消法に基

づき、行政機関等及び事

業者は不当な差別的取

扱いや合理的配慮等の

取組を行う。 

義務化された合

理的配慮の具体

的な実践をいか

に社会全体で進

めていくかが求

められる。 

障害者差別解消法に

基づき、不当な差別

的取扱いの禁止や合

理的配慮の提供など

理解促進に取り組

む。 

社会福祉課 

地域福祉計画・地

域福祉活動計画の

周知 

地域福祉推進の主体で

ある住民などの参加を

得ながら、地域の課題を

明らかにし、その解決に

向けた施策や体制を計

画的に整備する。 

市と社会福祉協

議会が連携し、地

域の社会資源の

発掘と社会福祉

協議会のノウハ

ウを活かし、市民

生活全般にわた

る福祉の向上を

図っている。 

市ホームページと市

報に計画書を掲載し

て広く周知し、市内

全世帯に配布した概

要版により、福祉意

識の醸成と啓発を推

進する。 

まるごと福祉

課 

男女共同参画行動

計画の推進 

男女共同参画社会実現

に向けて、横手市の施策

や事業を総合的に進め

ていくため、第５次横手

市男女共同参画行動計

画を推進する。 

行動計画の着実

な実行のために、

全部署がそれぞ

れ検討、事業実施

するとともに、情

報の共有を図っ

ている。 

ワークスタイルの見

直しやワークライフ

バランスの実現に向

け、研修会や情報発

信を通して、市民の

男女共同参画に対す

る意識の醸成を図

る。 

地域づくり支

援課 

外国語指導助手の

充実・活用 

ＪＥＴプログラムによ

りネイティブスピーカ

ーを外国語の指導助手

として招致し、小中学校

の外国語教育の充実を

図り、児童・生徒のコミ

ュニケーション能力の

向上に資する。 

外国語指導助手

を計画的に配置

し、学習環境、指

導体制の充実に

向けて整備を行

っている。 

外国語指導助手を計

画的に配置し、小中

学校での指導の充実

を図る。 

教育指導課 
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４ 健全な成長を育む教育の推進 

 

◇現状と課題◇ 

核家族や共働き家庭が増加していることもあり、放課後児童クラブは、放課後に過ごさせた

い場所としての要望が高い状況が続いています。社会全体でこども・若者を見守り、育てる機

能を強化していく必要があります。 

 

 

施策の方向 

こどもたちが安心して過ごせるよう、放課後児童クラブを充実させるとともに、家庭、学校、

地域等との連携を強化し、児童館や社会教育施設等における交流機会の活動を促進し、各種ス

ポーツやレクリエーションを体験できる機会などの体験活動を通して、地域全体で青少年が健

やかに成長できる環境づくりを推進します。 

さらに、家庭、地域、学校の連携のもと、地域に根ざした学校づくりに取り組むことにより、

こどもたちが安心して教育を受けることができる環境づくりを推進します。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（こども調査より） 

 〇どんな事情があったとしても学ぶことができる環境や機会があったらいいなと思う。 

 〇望むのは可能な限りのいじめ撲滅だ。苦しむ人がこれ以上増えて欲しくないので、市に限ら

ず全国でいち早くいじめの撲滅を行なってほしいと願う。 

 〇最近はニュースや新聞などのネットメディアの普及により良くも悪くもこどもに及ぼす影

響は多いと日ごろから感じているため、幼い頃からメディアとの関わり方についての教育を

しっかりと行ってほしいと思う。 
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（１）児童の健全育成 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

放課後児童健全育

成事業 

保護者が就労などによ
り日中家庭にいない小
学生を対象とし放課後
や学校休業日に余裕教
室などを利用して適切
な遊びや生活の場を与
え、その健全な育成を図
る。 

核家族化や共働
き家庭の増加、同
居家族の高齢化
等の要因により、
児童数は減少し
ているが学童保
育の利用ニーズ
は上昇している。
希望者に対して
受け入れ体制が
整わず待機児童
が発生している
施設もある。ま
た、既存の学童保
育施設において、
老朽化のみなら
ず施設設置当時
には想定されな
かった新たな保
育ニーズが発生
している。 

社会情勢の変化に応
じ、利用ニーズにあ
った運営を実施す
る。「横手市学童保育
施設整備計画」にの
っとり待機児童の解
消に向けた環境整備
や運営形態などを検
討する。 

市内各地域の既存学
童保育において、老
朽化した建物の劣化
修繕のみならず、現
在のニーズや安全基
準に適合するよう
に、照明機器の LED化
や空調設備整備、専
用区画の拡充等の機
能強化を行う。 

子育て支援課 

 

あきたわくわく未

来ゼミ（わくわく

土曜教室推進事

業） 

長期休業期間中（夏休
み・冬休み）に、こども
たちが安全・安心に活動
できる公民館などの身
近な施設において、地域
住民や企業の協力によ
り、勉強やスポーツ、文
化活動などを通して、異
年齢交流や豊かな体験
活動を行い、こどもの健
全育成を図る。 

長期休暇期間に
市内で 14 教室を
開催し、学習や各
種体験活動を行
っており、今後も
継続して取り組
む。学校や家庭で
は体験できない
ような様々な活
動ができること
に加え、地域の人
と関わる貴重な
機会となってい
るが、高齢化によ
りスタッフの入
れ替わりがあり、
人材確保が課題
となっている。 

こどもたちに身近な
施設で、地元の大人
が参画する形とし、
充実した活動を目指
していく。 

生涯学習課 

児童館・社会教育

施設の活動促進 

児童・生徒が健全な遊び
を通じて健康を増進し、
情操を豊かにすること
を目的とする。 

様々な催しを開
催したり、育児中
の母親たちの自
主サークル活動
など営利を目的
としない活動に
場所の提供を無
償で行っている。 

児童・生徒、家族や地
域住民が参加できる
催しや交流の機会と
場をつくり、家族や
地域全体でこどもた
ちの情操豊かな育み
と健全育成を図る。 

子育て支援課 

生涯学習課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

児童健全育成に関

わる児童厚生員、

放課後児童支援員

等の人材育成 

児童厚生員や放課後児

童支援員などの資格の

取得や研修会への積極

的な参加を促進する。 

児童厚生員や放

課後児童支援員

などの資格の取

得と研修会の積

極的な参加を促

進している。 

児童厚生員や放課後

児童支援員などの資

格の取得や研修会へ

の積極的な参加を促

進する。 

子育て支援課 

市こども会育成連

合会活動等の支援 

市こども会育成連合会

をはじめとする青少年･

社会教育団体の事務的

な支援や運営費の補助

を実施する。 

地域に会員とな

るこどもが減少

する中、自主財源

の確保が難しく、

活動の継続が困

難な状況である。 

各団体活動の普及と

育成及び活動の活性

化を図るための支援

を継続する。 

生涯学習課 

青少年育成横手市

民会議の活動促進 

青少年の健全な育成を

図ることを目的とし、青

少年育成関係機関をも

って組織し、声がけ運動

などの活動を展開する。 

令和６年７月 23

日、わたしの主張

2024 秋田県大会

県南地区予選大

会を開催。 

各地域において

事業内容はやや

異なるが、声がけ

運動、意識啓発活

動などを実施し

ている。 

青少年の健全育成の

ため、家庭、学校、地

域社会が一体となっ

た住民総ぐるみの運

動を展開する。 

生涯学習課 

児童生徒のＳＯＳ

の出し方に関する

教育の推進  

一人ひとりがかけがえ

のない大切な存在であ

ることに気づき、社会で

直面する様々なストレ

スへの対処方法を理解

し、希求行動を身につけ

る。 

市内小学校７校/

１４校中に実施。

今後も継続して

実施できるよう

に、市・教育委員

会・学校と連携す

る。 

社会において直面す

る可能性のある様々

な困難やストレスへ

の対処方法を身に付

けるための教育を推

進する。 

健康推進課 

教育指導課 

児童や生徒の自殺

予防に向けた「周

囲の人の気づく

力」の強化  

児童や生徒が勇気を持

って発した SOS に対す

る気づく力と必要に応

じて各種相談機関等に

つなぐなど、児童生徒の

心のケアに関する対応

力向上のための研修を

市内小中学校の教職員

を対象に実施する。 

令和５・６年度に

２回実施。スクー

ルカウンセラー

と連携の強化を

図りながら、こど

もたちを見守り・

必要に応じてつ

なげる。 

児童や生徒が勇気を

持って発したＳＯＳ

に気づき、相談等に

対応し、必要に応じ

て各種相談機関等に

つなぐことができる

よう「児童や生徒の

心のケアに関する対

応力向上のための研

修」を実施する。 

健康推進課 

教育指導課 
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（２）こどもを取り巻く有害環境対策の推進 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

有害環境対策の推

進 

インターネットや携帯

電話などでの情報を正

しく得るための講習会

を実施する。 

また、青少年育成横手市

民会議で実施する声が

け運動の際に、有害環境

対策についての啓発活

動を実施する。 

児童・生徒にタブ

レット端末が配

布されて以降、学

校教育分野でＷ

ＥＢ上の有害環

境対策に取り組

んでおり、当団体

における役割は

初期の目的を達

成した。またイン

ターネットの普

及により白いポ

スト（有害図書の

回収箱）の役割も

終えつつある。 

引き続き、学校教育

の中でも有害環境に

関する学習を継続し

て実施する。 

白いポストの設置に

ついては廃止の方向

で協議する。 

生涯学習課 

 

 

（３）確かな学力の向上 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

教育研究推進事業 

児童生徒の「生きる力」

の育成を目指し、ブロッ

ク単位での研究指定を

行い、共通課題の解決に

向けた主体的な研究の

推進を図る。 

「教師がこども

を育てる学校」と

いう概念から「こ

どもが自律的に

育つ学校」への変

革を実現すべく

研究を重ね、学校

経営改善、授業改

善に取り組んで

いる。 

こどもたち一人ひと

りが将来、自分の個

性を最大限に発揮し

ながら“よりよい社

会を創る担い手”と

なり活躍する姿を明

確にしながら、学校

経営委改善、授業改

善、図書館の利活用、

NIE の推進等共通実

践課題に向け研究を

進める。 
 

教育指導課 
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（４）豊かな心の育成 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

文化芸術振興事業 

秋田県青少年劇場・文化

芸術による子供育成総

合事業は、その成長段階

に応じて、質の高い文化

芸術を鑑賞・体験する機

会を確保するとともに、

芸術家によるワークシ

ョップなどを実施し、豊

かな創造力・想像力や、

思考力、コミュニケーシ

ョン能力などを養うと

ともに、優れた文化芸術

の創造に資することを

目的に開催する。 

市民ステージ祭・

交流美術展の開

催。 

芸術鑑賞機会の

提供（芸術鑑賞事

業、横手市自主文

化事業）。 

市民ステージ祭

は、市民が日ごろ

学んだ成果を発

表する場として

継続が必要だが、

来場者の減少、出

演者の高齢化な

ど課題が多い。 

芸術鑑賞事業で

は、大きな舞台

（市民会館）を利

用することで、学

校の体育館では

味わえない、迫力

ある演出で鑑賞

できる。 

市民ステージ祭・交

流美術展は主催団体

である横手市芸術文

化協会と協議を進

め、継続していく。 

芸術鑑賞機会の提供

については、各学校

へ情報提供しながら

複数校での合同開催

を呼びかけながら継

続して実施する。 

ワークショップなど

体験型で芸術に触れ

る機会を提供する。 

生涯学習課 

ジュニアリーダー

育成事業 

中高生の地域活動参画

の推進と小学生を主体

とした活動のサポート

役として育成を行う。育

成推進にあたり、横手市

こども会育成連合会の

協力も得る。メンバーの

募集については、学校の

協力を得て実施する。 

中高生にとって

は学校行事や部

活動と平行して

の活動となるた

め主体的に活動

することが難し

い。 

自主的な活動や実

施、評価ができるよ

う、各種研修会への

参加を支援する。ス

キルアップのため、

他地域のジュニアリ

ーダーとの交流を促

進する。ジュニアリ

ーダーの活動が広く

周知されるよう、広

報活動を行い、同時

に会員の募集を図

る。 

生涯学習課 

幼児期からの読書

活動の推進 

４か月健康診査時に、横

手市から絵本を贈る。子

育て支援センター職員

などによる読み聞かせ

の実践アドバイスを行

う。 

４か月健康診査

時に、横手市から

絵本を贈る。子育

て支援センター

職員などによる

絵本の読み聞か

せの実践、図書館

課作成のリーフ

レットの配布を

行う。 

今後も絵本の贈呈を

継続し、こどもたち

の豊かな心の成長を

促すため読書活動を

推進する。 

健康推進課・

図書館課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

図書館でのこども

の読書活動の推進 

家庭・地域及び学校と連

携し、「夢を育む本との

出会い」の場として、市

立図書館におけるこど

もの読書活動の推進を

図る。 

現在は、各図書館

で毎月１回の「お

はなし会」の開催

や、「満点カー

ド」、「読書手帳」、

「としょかんス

タンプラリー」を

実施している。 

今後は、継続的に

読み聞かせボラ

ンティアを育成

する環境づくり

や、親子で楽しめ

る行事や展示の

企画をさらに進

める必要がある。 

令和６年度からの第

１次横手市読書活動

推進計画に基づき、

本との出会い、読み

聞かせやお薦め絵本

の紹介など乳幼児期

の読書習慣の形成に

つなげるほか、家読

の推進ＰＲやコーナ

ーを企画し、家庭に

おける読書活動を推

進する。 

図書館課 

 

 

（５）健やかな体の育成 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

こどもたちのスポ

ーツ環境の整備 

スポーツ少年団などの

育成を進めていくため、

横手市体育協会と連携

し、指導者の養成と資質

の向上を図る。 

少子化により、ス

ポーツ少年団等

のクラブ数は減

少している。単一

でのクラブ活動

が難しくなり、統

廃合が毎年続い

ている状況であ

る。そのような中

で指導者の育成

が難しくなって

いる。引き続き、

関係団体と連携

しながら指導者

講習会への受講

の呼びかけや研

修会など開催し

ていきたい。 

秋田県スポーツ少年

団指導者講習や地域

スポーツクラブなど

の活用を図り、スポ

ーツができる環境づ

くりを支援する。ま

た、あわせてスポー

ツ施設の適切な管

理・運営を図り、こど

もたちの活動の場を

提供したい。 

スポーツ振興

課 
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（６）信頼される学校づくり 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

学校施設開放実施 

開かれた学校づくりの

一環として、学校施設の

一部を地域の人々に開

放する。 

市内の小中学校

の体育施設を開

放しており、利用

の約８割が小中

学生の所属する

団体である。学校

教育に支障のな

い範囲での開放

であるため、各校

の事情に応じた

利用環境の違い

や制約がある。一

般のスポーツ施

設との違いを理

解いただきなが

ら無料での開放

としている。 

引き続き多くの市民

がスポーツにふれる

ことができるよう、

小中学校の体育施設

の開放を継続する。

今後、地域のスポー

ツ施設の状況やニー

ズの変化があった場

合は、利用環境を含

めた学校開放のあり

方を検討したい。 

スポーツ振興

課 
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５ 安心して学び過ごせるこどもの居場所づくり 

 

◇現状と課題◇ 

こどもを取り巻く課題が複雑かつ複合化する中、2023(令和５）年 12月に国が発出した「こ

どもの居場所づくりに関する指針」では、自分の居場所を持つことは、自己肯定感や自己有用

感に関わるなど、人が生きていく上でも不可欠な要素であると示されています。 

こども・若者にとっての居場所は、過ごす場所、時間、人との関係性など全てを指します。

それは物理的な「場」のほか、遊びや体験活動、オンライン空間といった多様な形態をもいい

ます。 

ほっとできる・安心できる場所について、こども調査結果では、『自分の部屋』（90.1％）、『家

庭（親せきの家を含む）』（90.8％）が約９割です。若者調査結果では、『自分の部屋』（90.8％）、

『家庭（実家や親せきの家を含む）』（88.4％）が８割以上です。 

『学校（卒業した学校を含む）』は、こどもは 77.8％、若者は 49.7％と、県の調査結果「学

校が落ち着いて安心できる場所である児童生徒の割合」（18.7％）を大きく上回っています。 

若者の場合、『職場（過去の職場を含む）』（47.1％）、『地域（図書館や公民館など、現在住ん

でいる場所やそこにある建物など）』（58.6％）よりも、『インターネット空間（ＳＮＳ、Ｙｏｕ

Ｔｕｂｅやオンラインゲームなど）』（65.8％）が上回っています。 

“安心できる場所の数が１つ以上ある人”の割合は、こどもは 99.5％、若者は 99.3％と国

調査の 98.1％を上回っており、限りなく 100％を目指していく必要があります。 

 

施策の方向 

全てのこども・若者が、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々な学びや、

社会で生き抜く力を得るための糧となる多様な体験に接することができ、自己肯定感や他人の

役に立った、他人に喜んでもらえたというような自己有用感を高め、将来にわたってできるだ

け幸せな状態で成長し、こどもが本来持っている主体性や創造力を発揮して社会で活躍できる

よう、「こどもまんなか」の居場所づくりを推進します。 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（こども調査より） 

 〇Ao-naや Y2プラザなど勉強できる施設が多くあるのでとても過ごしやすい。 

〇横手市は、保育園や学校など、こどもが安全・安心して成長できる施設がたくさんあると思

う。そのおかげで、私も幸せに暮らせている。 

（若者調査より） 

 □こどもが生まれ、Ｙ２ぷらざの２Ｆがとてもありがたい。これからも使いたいと思うので施

設があのまま維持されると嬉しい。ああいった場所が増えると助かる。 
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事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

不登校児童生徒の

社会的自立支援

（南・西・東かが

やき教室の設置運

営） 

教育支援センター「南・

西・東かがやき教室」に

教育相談員を配置し相

談や支援に応じる。 

学校と連携した

適切な指導や支

援により、児童・

生徒の自尊感情

が高まり、少しず

つ学校復帰や主

体的な進路選択

への意欲が高ま

っている。 

教育支援センター

「南・西・東かがやき

教室」を中心に教育

相談体制機能の充実

を図る。中学３年生

は本人の意思を尊重

した進路実現を目指

す。 

教育指導課 

Yotte・Cotto（横

手市こども・若者

相談窓口）の充実 

不登校などに悩む児童

生徒に対して、カウンセ

ラーが常駐し相談対応

を行い、安心して過ごせ

る居場所を提供し、小中

学校を卒業後も切れ目

なく継続的な支援を行

う。 

地域において、多

様な機会等に相

談できる窓口や

社会的自立を支

援するための受

け皿が必要であ

り、社会とのつな

がりを絶やさな

い適切な対応が

重要である。 

こども・若者の気軽

な相談窓口としてＹ

２ぷらざに開設。相

談または来所や訪問

の予約を受け付ける

予約フォームも設

置。 

まるごと福祉

課 

ＩＣＴ等の活用に

よる学習機会の拡

大 

ひきこもりや不登校児

童・生徒を対象に、こど

もたちの心の居場所を

提供し通所だけでなく

在宅でのＩＣＴなどの

機器を利用した通信指

導を含む学習機会の拡

大を図る。 

ＩＣＴ機器など

の活用も含めこ

どもの自立心や

社会性を育むた

めの学習機会の

拡大について検

討を図っている。 

ひきこもりや不登校

児童・生徒対策の一

つとして関係機関と

の連携を図ってい

く。 

教育指導課 

放課後等デイサー

ビス事業の充実 

障がいのある就学後の

児童に対して、放課後や

学校休業日において、生

活能力向上のための訓

練などを継続的に提供

することにより、障がい

のある児童の自立を促

進するとともに、放課後

などの居場所づくりを

推進する。 

市内事業所は増

加傾向にあり、あ

わせて利用ニー

ズも増加してい

る。そのため障が

いのあるこども

への切れ目ない

支援に向けた家

庭・学校・福祉の

連携体制(トライ

アングル)の構築

が求められる。 

就学中の障がい児に

対して、放課後や夏

休みなどの長期休暇

中において、生活能

力向上のための訓練

などを継続的に提供

することにより、障

がい児の自立を促進

するとともに、放課

後などの居場所づく

りを強化する。利用

を希望する全ての方

が利用できるよう整

備に努める。 

社会福祉課 
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基 

 

 

 

 

 

横手市に暮らすこども・若者が、多様な遊びや体験から学び、希望を持って、横手の未

来をともにつくる大人となれるよう社会全体で支えます。 

 

 

成果指標 

 

No. 指標等 
実績値 数値目標 

令和７年度 令和 11 年度 

１ 
地域や社会をよくするために何かし
てみたいと思うこども・若者の割合 

10歳～18歳：83.5％ 
19歳～39歳：64.2％ 

【令和７年度こども・若者調査】 

10歳～18歳：90.0％ 
19歳～39歳：70.0％ 

２ 
「自分の将来について明るい希望が
ある」と思うこども・若者の割合 

10歳～18歳：83.9％ 
19歳～39歳：56.6％ 

【令和７年度こども・若者調査】 

10歳～18歳：85.0％ 
19歳～39歳：70.0％ 

３ 
将来の夢や目標を持っているこども
の割合 

10歳～18歳：82.7％ 
【令和７年度こども調査】 

10歳～18歳：85.0％ 

４ 
結婚したいと思っているこども・若
者の割合 

10歳～18歳：54.6％ 
19歳～39歳：54.6％ 

【令和７年度こども・若者調査】 
70％ 

５ 
こどもを持ちたいと思っているこど
も・若者の割合 

10歳～18歳：58.0％ 
19歳～39歳：52.3％ 

【令和７年度こども・若者調査】 
70％ 

 

 

１ 多様な遊びや体験、活動できる機会づくり 

 

◇現状と課題◇ 

こども・若者調査結果では、地域や社会をよくするために何かしてみたい人は、10歳～18歳

は 83.5％、19歳～39歳は 64.2％と意欲的です。 

また、こどもや若い世代が魅力に感じる遊び場や娯楽などの施設が少ないと感じている若者

が多く、生活環境の充実を望む声が寄せられました。 

こども・若者にとって多様な遊びや体験活動ができることは、健やかな成長の原点であり、

そうした場の提供と環境づくりが必要です。 

 

  

基本目標 

Ⅱ 
こども・若者が希望を持って 

大人になれるよう支える 
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施策の方向 

多様な遊びや体験活動は、こども・若者の健やかな成長に必要不可欠です。自分の興味や関

心のあることを発見し、将来の目標や夢を見つけるきっかけにもなります。また、新しいこと

に挑戦することで、創造力や好奇心を育みながら、自信や自己肯定感の向上につながります。 

遊びや体験活動の重要性を認識したうえで、地域が連携・協働し、こども・若者の年齢や発

達段階に応じて、地域資源を活かした遊べる場、教育事業や学習、各種体験や社会参加の機会

を提供し、こども・若者の夢や希望の発見・実現に向けた支援を行います。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（こども調査より） 

 〇ほかの県や市町村に比べて横手市はこどもが思いっきり遊べる場所（屋内や屋外の施設）が

とても少なく感じる。思いっきり遊べるのは、ストレス発散や発達につながるのでアスレチ

ックや公園、遊園地などを設立。 

 〇幼児から高校生くらいまでが笑顔で楽しめるような施設がもっと増えればいいと思ってい

ます（屋内型複合レジャー施設、遊具が充実した公園など）。 

（若者調査より） 

 □秋田県は支援センターなど、こどもと遊べるところが整いつつあるが、山形県のような休日

に室内で思いっきり走ったりできる施設がない。Ｙ２プラザもたくさん利用しているが走り

回ると危ないと喚起され、遊びが制限されるので制限されないような環境の場を作ってほし

い。 

（子育てに関する調査より） 

 ◇放課後のクラブ活動に仕事のために送ることができず、こどもにスポーツをする機会を与え

られない。送迎等のサービスがあれば助かる。 
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事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

【新規】こどもや

若者の交流拠点

（居場所）づくり 

こどもや若者が天候に

左右されずに元気に遊

び、学び、健やかに成長

できるように環境を整

える。 

こどもや若者、子

育て世代が安心

して過ごせる居

場所を提供し、健

やかな育ちを支

える必要がある。 

こどもや若者、子育

て世代を中心に多世

代が集まる憩いの場

を核としたにぎわい

交流拠点を整備す

る。 

地域創造戦略

室 

子育て支援課 

【再掲】文化芸術

振興事業 
80 ページ参照 － － － 

【再掲】ジュニア

リーダー育成事業 
80 ページ参照 － － － 

【再掲】放課後児

童健全育成事業 
77 ページ参照 － － － 

【再掲】あきたわ

くわく未来ゼミ

（わくわく土曜教

室推進事業） 

77 ページ参照 － － － 

【再掲】児童館・

社会教育施設の活

動促進 

77 ページ参照 － － － 
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２ ライフデザインの形成支援 

 

 

 

 

◇現状と課題◇ 

こども・若者調査結果では、自分の将来について明るい希望があると思うこども・若者の割

合は 10 歳～18 歳が 83.9％、19歳～39 歳が 56.6％でした。さらに、こども調査結果では将来

の夢や希望を持っているこどもの割合は 82.7％となっており、８割以上のこどもが将来の夢

や目標を持っています。 

こども・若者が、自身の将来について、仕事をすること、結婚やこどもを持つことなど、様々

なライフイベントと仕事におけるキャリア形成とのバランスをとることが必要になることな

どをライフデザインとして早期から思い描けるよう支援する環境づくりが重要です。 

 

 

施策の方向 

結婚やこどもを持つことについて、向き合い考える機会や情報を提供するとともに、こども・

若者が、人生の選択の幅を広げられるよう支援します。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（こども調査より） 

 〇秋田は人が優しくて空気も良い住みやすい場所であるのに、少子高齢化はどんどん進み、自

分自身も横手に住むビジョンが見えていない。 

（若者調査より） 

 □ライフデザインの個々の幸せについて義務教育内でもっと具体的に考え方、組み立て方など

を指導してもいいと思う。 

 

 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

【再掲】男女共同

参画行動計画の推

進 

75 ページ参照 － － － 

 

  

「将来どんな人生を送りたいか」について考えることをライフデザインといいます。こども・若者自身が理想

とするもの、大切だと思うものについて理解し、自分の夢や目標をみつけ、自分の幸せを実現しましょう。 

ライフデザイン 
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３ 若者の就労支援 

 

◇現状と課題◇ 

若者の調査結果では、横手市に住み続けるためには、「就職先の選択肢が豊富であること」

（51.0）％が最も多い回答となりました。 

横手市における有効求人倍率は 1.0倍前後で推移しており、有効求人数と有効求人者数の均

衡がとれた状態に思われますが、業種による人手不足は顕著に表れています。 

若者の地元定着の促進に向けた取組が必要となっています。 

 

 

施策の方向 

秋田県やハローワークなどの関係機関と連携し、新規学卒者などの地元就職の促進や起業・

創業を希望する方への就業支援を行います。 

さらに生活困窮者に対する自立支援対策を推進します。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（こども調査より） 

 〇自家用車がないと生活できないこと、職種がすくないことがあげられている。結局、将来も

安定して住み続けられるかどうかを、若者は主として考えていると思う。横手はいい街であ

るのを身にしみているのに、住みやすさを求めて結局は県外で暮らさざるを得ない状況だな

と思う。 

（若者調査より） 

 □工場機能やコールセンター機能のみではなく、総合職採用して高水準の給料を払ってくれる

企業誘致が必要だ。高水準の給料を払ってくれる企業誘致が難しいならば、市役所での大学

卒(中途含む)の採用を大袈裟ではなく３～４倍に拡大した方がいいと思う。横手に若者を増

やすには金銭面の「収入」と、心身面の「安心」「安定」のサポートが必要だと思う。 
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事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

就業支援の取組 

県、ハローワークなどの

関係機関と連携しなが

ら、若年者の地元定着の

ため、新規学卒などの就

職促進を図る。創業支援

事業計画に基づき、商工

団体、金融機関などの支

援機関と連携し、起業し

やすい環境を構築する。 

横手管内におけ

る有効求人倍率

は 1.0倍前後を推

移しているが、業

態による人手不

足は一層顕著に

なっている。一

方、市内の新規高

卒者で就職希望

者の３割は県外

に就職している

のが現状である。

人口減少、少子高

齢化に歯止めを

かけるために、若

者の地元就職を

図るための支援

や、起業・創業に

チャレンジする

方への支援が一

層必要である。 

新規学卒者などの地

元就職促進につい

て、県、ハローワーク

などの関係機関と連

携し、推進する。起

業・創業にチャレン

ジする方に対し、商

工団体、金融機関な

どの支援機関と連携

し、支援を行う。 

商工労働課 

奨学金貸付制度 

経済的な理由により、修

学が困難な学生などを

支援するため、一定の基

準により学資の貸付を

行う。 

支援を必要とす

る世帯に貸付が

実行できるよう、

制度内容や申込

み受付期間など

の周知をより一

層徹底する必要

がある。 

保護者の負担軽減を

図るとともに、社会

の有用な人材の育成

につながるよう今後

も事業を継続してい

く。 

学校教育課 

若年者等人材育

成・地元定着支援

事業 

若年者の横手市への定

住を促進するため、新卒

者等の若い世代を対象

とした UIJ ターンのた

めの就職を支援する、市

内企業の求人状況や企

業情報等を得られる就

職情報ポータルサイト

を構築する。市内事業者

の採用活動を支援し、雇

用の確保と地域経済の

発展を図る。 

少子高齢化の進

展や進学・就職で

若年者が地元を

離れ、働き手とな

る生産年齢人口

が減少している。

一方で市内事業

者の採用意欲は

高まっており、人

材確保が難しく

なっている。 

若年者の地元定着の

ため、事業所が行う

魅力発信への支援

や、人材採用力の強

化につながる取組を

今後も継続して実施

する。 

 

商工労働課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

生活困窮者（世帯）

に対する自立支援

の促進 

生活困窮者自立支援制

度推進のため次の４つ

の取組を行う。①生活困

窮者自立相談支援窓口、

②住居確保給付金、③家

計改善支援事業、④就労

準備支援事業。 

 

生活に困窮する

原因を明確にし、

適切なアセスメ

ントを実施。一人

ひとりの状況に

合わせた切れ目

のない支援プラ

ンを提供し自立

をサポートして

いる。 

多様な問題を抱

えているケース

が多く、自立を支

援するためのサ

ービスや給付等

の資源不足が問

題となっている。 

国や県の動向を注視

しながら、生活困窮

者に対する自立支援

対策を推進する。 

社会福祉課 
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４ 結婚・新生活の支援 

 

◇現状と課題◇ 

こども・若者調査結果では、結婚のイメージについて、10歳～18歳では、「好きな人やこど

もと一緒にいられて幸せそう」（64.6％）が最も多く、プラスのイメージが一番でしたが、19歳

～39 歳では、「お金がかかりそう」（51.6％）、「好きな人やこどもと一緒にいられて幸せそう」

（51.0％）が拮抗しており、経済的不安を持っている人も多く見られます。こども・若者の過

半数は“結婚したい”と答えています。 

また、10 歳～18 歳の 58.0％、19 歳～39 歳の 52.3％が“こどもを持ちたい”と考えていま

す。 

 

 

施策の方向 

結婚や出産に対してプラスイメージを高める取組や、民間団体との連携による出会い・結婚

の支援、結婚して新生活を始める世帯に対する経済支援などを推進します。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（こども調査より） 

 〇近頃、結婚に対するマイナスなイメージを抱く人が増えているような気がする。少子化の社

会の中で、結婚に対するイメージを払拭できるような授業などがあればいいと思う。 

 〇結婚に対しての「不安」を消すような対策をすることが、これからの政府や地方自治にとっ

て 1つの求められていることではないかと考えた。 

（若者調査より） 

 □婚活支援から子育てサポートへの継続が大事だと思う。 
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事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

あきた結婚支援セ

ンター入会登録料

の全額負担 

独身男女の出会いの機

会創出と結婚を支援す

るため、一般社団法人あ

きた結婚支援センター

への入会を希望する方

に対して、入会登録料（1

万円）を全額負担する。

内閣府の地域少子化対

策重点推進交付金を活

用し実施している。 

市全体の婚姻数

の減少とともに、

あきた結婚支援

センターに入会

する方も減少傾

向にある。あきた

結婚支援センタ

ーと連携し、周知

等の充実を図る

必要がある。 

出会い・結婚の支援

として、取組を継続

していく。 

 

経営企画課 

「結婚・誕生おめで

とう」事業 

結婚や赤ちゃんの誕生

をお祝いして、平成 27

年 1 月から「ローズカラ

ー（ばら色）の婚姻届用

紙」の配布と「記念証」

の贈呈を行う。婚姻届、

出生届を提出された方

に「記念証」を発行して

いる。 

婚姻届・出生届を

窓口に提出した

方に記念証を渡

している。 

 

窓口に婚姻届、出生

届を提出した方に渡

す。 

市民課 

横手市結婚新生活

支援事業補助金 

結婚して新生活を始め

る新婚世帯に対して、住

宅賃借費用、引越費用、

住宅取得費用、住宅リフ

ォーム費用の一部を補

助する。婚姻日時点で夫

婦ともに 29 歳以下の場

合の補助上限額は 60 万

円、39 歳以下の場合は

30 万円である。内閣府

の地域少子化対策重点

推進交付金を活用し実

施している。 

若年層の結婚生

活に伴う経済的

支援として、一定

の効果があり、

年々支援件数が

増加している。 

制度内容の周知

を引き続き実施

し、支援を継続す

る必要がある。 

婚姻の障壁となり得

る要因のひとつとし

て「経済力」もあるこ

とから、引き続き支

援を継続していく。 

経営企画課 

【新規】 

若年世帯住まい応

援事業補助金 

29 歳以下の夫婦が、住

宅取得や住宅の増築・リ

フォームをする際の費

用の一部を補助する。 

近年の物価高騰

により住宅価格

も高騰し、経済的

負担が大きくな

っている。 

若年層の定住促

進のためにも、経

済的支援をする

必要がある。 

若年層の定住促進の

取組の充実を図る 

経営企画課 
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基 

 

 

 

 

 

子育て当事者が不安や孤独を抱くことなく、安心してこどもを生み育てることができる

よう、支援を充実します。また、こども・若者一人ひとりの成長段階に応じた切れ目ない

支援と、思春期保健対策の充実、ひきこもりや不登校への対応などを通じて、こども・若

者が健やかに成長できる環境づくりを進めます。 

 

 

成果指標 

 

No. 指標等 
実績値 数値目標 

令和７年度 令和 11 年度 

１ 乳児（４か月児）健康診査の未受診率 0.3％ 0％ 

２ 待機児童数（就学前） 0人 0人 

３ 朝食の摂取率（毎日食べる）割合 
小学生：89.8％ 

【令和６年度子育てに関する調査】 
92％ 

４ 
学校が落ち着いて安心できる場所で
ある児童生徒の割合 

10歳～18歳：77.8％ 
【令和７年度こども調査】 

10歳～18歳：85.0％ 
 

５ 
「社会生活や日常生活を円滑に送る
ことができている」と思う児童生徒
の割合 

10歳～18歳：11.8％ 
【令和７年度こども調査】 

10歳～18歳：50.0％ 
 

 

 

１ こども・若者が希望する妊娠・出産の実現に向けた支援 

 

◇現状と課題◇ 

次代を担うこどもたちが、将来こどもを産み育てることの大切さ、子育ての楽しさを感じら

れるよう、家庭、地域、学校等において次代の親を育てる体制づくりが求められています。 

家庭や地域における子育て力を高めるため、親子で参加する体験イベントや保護者の学びや

交流を目的とした各種講座等を実施しています。 

  

基本目標 

Ⅲ 
安心してこどもを生み育てることを 

支える 
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施策の方向 

誰もが希望する時期に妊娠・出産を含めたライフプランの実現ができるように、思春期から、

プレコンセプションケアの普及・啓発のため、各種広報活動を行い、重要性を周知していきま

す。 

妊娠や出産、健康に関する相談先や支援事業を充実し、若い世代が安心して妊娠・出産でき

るよう支援します。 

※プレコンセプションケアとは、男女を問わず、性や妊娠に関する正しい知識を身につけ、健康管理

を促す取組をいいます。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（若者調査より）  

 □結婚し家庭を持ちたいと思っているが、こども 1人を育てるのにとてもお金がかかるとどこ

に行ってもよく聞く。実際そのとおりだと思う。具体的な対策は何か行っているのか？また

その対策によって少子化は改善傾向なのか？ 

 □保育料が無償化となり、子育てに関わるお金が少しでも減ることは大事だと感じたし、保育

料分をこどもの貯蓄へまわせている。２人目以降への子育て支援がもっと充実したら、出産

や子育ての希望がもてるのではないかと思った。 

 

 

（１）プレコンセプションケアの普及・啓発 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

プレコンセプショ

ンケアの普及・啓発 

思春期世代の男女が将

来のライフプランを考

え、正しい知識を得て健

康的な生活を送ること

によって、将来の健やか

な妊娠・出産やより質の

高い生活の実現を目指

す。 

― 保健・医療・教育等の

関係分野で、プレコ

ンセプションケアの

必要性についての意

識や情報の共有を図

るため、広報等での

発信とともに、こど

も・若者への情報発

信を継続的に実施す

る。 

こどもと親世代への

健康に関する正しい

知識の普及啓発によ

り、適正体重の維持

に向けたこどもの頃

からの健康的な生活

習慣の定着を図る。 

子育て支援課 

健康推進課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

思いがけない妊娠

や性に関する問題

について気軽に相

談できる相談体制

の充実 

思いがけない妊娠によ

る妊婦の孤立を防ぎ、母

子の生命と健康を守る

ため、相談体制の充実を

図る。 

市の相談窓口を

周知し、随時関係

機関と連携を図

っている。 

思いがけない妊娠や

性に関する問題につ

いて気軽に相談でき

る県の「女性健康支

援センター」を通じ

て助産師等による相

談活動を行う等、相

談体制の充実を図

る。 

子育て支援課 

健康推進課 

 

 

（２）次代の親の育成 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

【再掲】男女共同参

画行動計画の推進 
75 ページ参照 － － － 

家庭教育 

家庭での教育力向上を

目的に、保護者の学びの

場の提供や父親とこど

もの体験イベントを通

じた父親の家庭教育参

加促進を図る。 

新入学児童保護

者を対象とした

子育て講座を開

催している。 

家庭教育支援チ

ームと連携し親

の学びや交流を

目的とした各種

講座、親子参加型

イベントの開催

のほか、父親とこ

どもの体験イベ

ントを年２回程

度開催している。 

保護者を対象に家庭

教育の役割について

広め、意識の啓発を

図る。 

家庭教育支援チーム

の周知、講座やイベ

ントの開催、情報提

供や相談対応等で家

庭教育支援を展開す

る。 

生涯学習課 
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２ こどもや母親の健康の確保 

 

◇現状と課題◇ 

こどもと母親の健康確保のため、妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査やマタニティクラス等で

の学習機会、保健師、助産師等による相談事業を実施しています。また、妊婦歯科健康診査を

実施しており、今後も受診率の向上策を図る必要があります。 

こどもたちが健やかに成長していけるよう、健康診査や予防接種などを実施し、病気などの

早期発見と適切な指導に努めていますが、小児生活習慣病の要因の一つである肥満傾向児が多

い傾向です。 

平鹿総合病院と市内で開業する小児科医が協力し、休日夜間における小児救急医療を実施し

ています。 

不妊・不育に悩んでいる方に対しては、治療費用の一部を助成していますが、子育てに関す

る調査結果からも出産や不妊治療に対する支援の声が上がっています。 

子育てに関する調査結果では、就学前児童のいる家庭において、こどもの食事や栄養につい

て悩みを抱えている回答があるため、生涯にわたって健全な心身と豊かな人間性を育むため、

引き続き乳幼児等の食栄養相談を通して、支援を行っていきます。 

不登校の児童・生徒やその家族を支援するため、不登校適応指導教室「南・西・東かがやき

教室」において、指導や面接相談・電話相談を行っています。民生児童委員や保健師などの関

係連携し、ひきこもりの方に対する支援を行っています。 

 

 

施策の方向 

母子健康手帳交付時に保健師や助産師による面接相談を実施するとともにマタニティクラ

スや健康診査、訪問指導など様々な機会を通じて情報提供や相談窓口の周知を行い、妊娠期か

ら子育て期まで切れ目のない支援を行います。 

病気などの早期発見・早期治療につなげるため、今後も家庭訪問や健康相談をとおして健康

診査の受診勧奨を行っていきます。 

また、こどもの事故を未然に防ぐために家庭訪問や健康相談をとおして情報提供を行います。 

小児救急医療体制の充実を図るため、医療機関と連携し、医師の確保に努めるとともに、福

祉医療制度などの周知を行います。 

不妊・不育治療に関する情報提供を行うとともに、制度の周知を図り、相談しやすい環境を

整備します。 

こどもの頃から正しい食習慣が身につけられるよう、個々の成長にあわせた指導・相談を行

い、子育て家庭の不安解消を図ります。 

また、関係機関と連携し、親子で学べる機会を提供するなど、食育活動の推進を図ります。 

保健・福祉・医療・教育・地域などの関係機関と連携を強化し、ひきこもりの方や不登校の

児童・生徒の復帰支援を図ります。 

また、不登校適応指導教室「南・西・東かがやき教室」を周知し、こどもや保護者への支援

を行います。 
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｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（若者調査より） 

 □結婚したい人、希望のない人、全ての人が生活しやすい町になると良いと思う。幸せの形は

人それぞれであるので、こどもがいない人がかわいそう、さみしそうと思うような環境をつ

くらない。そして、望んだ人たちがこどもをつくれるよう不妊治療も力を入れてほしい。 

（子育てに関する調査より） 

 ◇予防接種の補助など、他市町村よりも充実したサポートがあることを子育てしてから知っ

た。もっとアピールしていい点だと思った。 

 ◇第１子なのもあり、月齢毎に何をするのかわからず、健康診査等で指導してもらった。個人

的な意見になるが、事前に保健師さんから指導して頂ける機会があったらなと思った。 

 

 

（１）妊産婦の保健医療対策の充実 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

妊婦健康診査事業 

妊娠期の疾病の早期発

見・早期治療により、安

心して出産するための

健康な母体づくりを促

進する。 

妊婦健康診査を

受診できるよう

に母子健康手帳

交付時に受診票

を発行している。

全ての妊婦健康

診査を網羅でき

る枚数の発行を

継続し、助成金額

の拡充も行った。 

妊婦歯科健康診

査 の 受 診 者 は

71％であり、受診

率の向上を図る

必要がある。 

母子健康手帳交付時

に妊婦健康診査受診

票の配布を継続する

とともに、健康診査

の結果要精密検査の

者を妊婦精密検査対

象としてフォローす

る。 

妊婦歯科健康診査受

診率向上のため、母

子健康手帳交付時に

歯科保健の重要性に

ついて理解を図る。 

健康推進課 

妊産婦・乳幼児訪問

指導事業 

安心して出産や育児が

できる環境を整えるた

め、また、新生児の成長

や発達を確認し、母子と

もに健やかに生活でき

るよう支援するために、

家庭訪問を行う。 

妊産婦及び乳幼

児に保健師や助

産師が訪問し、身

体計測及び発育

や栄養状態等必

要な確認を行い、

保健指導を実施

している。 

保健師による全乳児

への訪問指導を実施

する。 

妊婦健康診査の結

果、必要のあるケー

スに対して、保健・栄

養指導の強化を図

る。 

健康推進課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

妊婦教室事業 

健やかな妊娠及び出産

ができるよう、また、意

欲的に楽しく育児がで

きるよう仲間づくりを

推進し、妊婦とその家族

に学習の場を提供する。 

マタニティクラ

ス年８回、赤ちゃ

んのお風呂の入

れ方体験講座は

４回開催。 

マタニティクラ

スは夫婦で参加

しやすいよう夜

間に実施するな

どの工夫をして

いる。赤ちゃんの

お風呂の入れ方

講座は実施日以

外でも個別対応

している。 

マタニティクラス、

赤ちゃんのお風呂の

入れ方体験講座妊婦

教室の実施におい

て、関係機関との連

携を図り啓発活動を

実施する。アンケー

トにより必要とされ

る内容の把握に努

め、内容について検

討する。 

健康推進課 

初産婦への支援 

妊娠期から切れ目のな

いように支援を行うと

ともに妊娠や出産、育児

に対しての不安の軽減

に努める。 

初産婦・経産婦問

わず、全妊婦の母

子手帳交付時に

保健師、助産師に

よる面接相談を

実施し、妊娠や出

産、育児に対して

の不安軽減につ

ながるよう支援

している。 

母子健康手帳交付時

に保健師や助産師が

面接相談を実施し、

妊娠期から切れ目の

ないように支援を行

うとともに妊娠や出

産、育児に対しての

不安の軽減に努めて

いる。支援について

は、関係機関との連

携を図り実施する。 

健康推進課 

妊産婦への食に関

する学習会や情報

提供 

妊婦の健康を維持し、こ

どもを健やかに育てる

食生活を推進する。 

食習慣調査を活

用し、個人の結果

に基づく通知指

導を行っている。 

妊娠前から、バラン

スのとれた食事のと

り方を学び、女性の

健康意識向上を目指

す。そのために若い

世代への栄養教育の

機会やＳＮＳを活用

した情報提供を拡充

する。 

健康推進課 

育児不安軽減のた

めの相談体制整備 

相談体制の整備充実に

より、保護者の育児不安

を解消し、健全な子育て

を促進する。 

子育て応援窓口

が相談窓口であ

ることを周知し、

随時関係機関と

連携を図ってい

る。 

妊娠届出時から出産

～子育て期まで切れ

目のない支援を行い

不安の軽減に努め

る。随時関係機関と

連携を図り支援す

る。 

健康推進課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

【拡充】産前・産後

ファミリー応援事

業 

横手市に住所を有し居

住している世帯で、妊婦

が属する世帯及び出生

後２年未満の乳幼児と

同居し養育している世

帯に出産後のご家庭の

家事や育児負担を軽減

し、安心して子育てがで

きるよう、家事代行のヘ

ルパーを派遣し、その費

用の助成を行う。 

妊娠届出後から

分娩日まで 24回、

満１歳になる前

日まで 48 回、満

２歳になるまで

48 回の利用券の

支給（１回 60 分） 

妊産婦や子育て世帯

の身体的・精神的負

担を軽減し、安心し

て出産・育児ができ

るよう供給体制を整

える。利用促進のた

め、赤ちゃん訪問時

や窓口来庁時、各種

広報媒体を活用し、

事業を周知してい

く。 

子育て支援課 

妊産婦にやさしい

社会環境の整備 

妊産婦が充実した社会

生活を送れるよう、ハー

ド・ソフトの両面から環

境整備を図る。 

「母性健康管理

指導事項連絡カ

ード」（母子手帳

内）やマタニティ

マークを配付し、

妊婦の健康管理

について啓発し

ている。 

「母性健康管理指導

事項連絡カード」（母

子手帳内）やマタニ

ティマークを配付

し、妊婦の健康管理

について啓発する。 

健康推進課 

助産施設入所事業 

妊産婦が、保健上必要が

あるにもかかわらず、経

済的理由により入院助

産を受けることができ

ない場合その妊産婦か

らの申込みにより助産

施設において助産を行

う。 

助産の実施基準

に従い、妊産婦に

対する情報の提

供や助産施設と

の連携を図りな

がら助産を実施

している。 

制度の周知を図りな

がら、今後も継続し

て取り組んでいく。 

子育て支援課 

 

 

（２）こどもの病気や事故の予防 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

乳幼児健康診査事

業 

乳幼児の発育・発達を確

認し、適切な指導・支援

を行う。また、育児不安

の軽減、児童虐待の早期

発見と対応を促進する。 

乳幼児健康診査

の受診率は 90％

以上となってい

る 。 受 診 率 が

100％となるよう

未受診者への受

診勧奨を行うと

ともに、家庭訪問

等でフォローす

るなど対応をし

ている。 

乳幼児の発育・発達

を確認し、適切な指

導・支援を行う。育児

不安の軽減、児童虐

待の早期発見と対応

を促進する。 

健康推進課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

新生児聴覚検査事

業 

聴覚障害を早期に発見

し、適切な支援を行うた

めに新生児聴覚検査の

助成を行う。 

委託医療機関に

おいて、聴覚検査

を実施し、費用を

全額助成してい

る。 

聴覚障害を早期に発

見し、適切な支援を

行うために新生児聴

覚検査の助成を行

う。 

健康推進課 

乳幼児家庭訪問事

業 

育児不安を持つ親、また

は各種健康診査後に事

後指導が必要な保護者

などへ適切な保健指導

を行うため、家庭訪問を

行う。 

保健師や助産師

による訪問指導

を実施し、育児不

安の軽減に努め

る。訪問を希望し

ない場合は面接

相談を実施した。

また、経過観察を

要する乳幼児に

対して、家庭訪問

を行い、必要な支

援に結び付けて

いる。 

保健師や助産師によ

る訪問指導を実施

し、切れ目のないよ

うに支援を行うとと

もに育児に対しての

不安の軽減に努め

る。また、乳幼児健康

診査・相談未受診者

や経過観察を要する

乳幼児については、

関係機関と連携し実

施する。 

健康推進課 

予防接種事業 

感染性の疾病の発生や

蔓延・重症化を予防し、

多くの人が免疫を獲得

することで、被接種者の

みならず、地域の全体の

感染拡大予防となる。ま

た、極めてまれではある

が健康被害の迅速な救

済を図る目的で、法定予

防接種を行う。長期にわ

たり療養を必要とした

疾患や治療等により定

期接種の機会を逃した

者に対しては、予防接種

の機会を設け、健やかな

成長を支援する。定期接

種はＡ類・Ｂ類疾病を予

防接種法に基づいて実

施し、ほかに流行性耳下

腺炎など任意予防接種

がある。 

定期予防接種は

ロタウイルス感

染症・Ｂ型肝炎・

ＢＣＧ・五種混

合・日本脳炎・Ｍ

Ｒ（麻しん風しん

混合）・小児の肺

炎球菌感染症・水

痘 HPVウイルス感

染症などがあり

費用は全額助成。

任意予防接種は

インフルエンザ・

流行性耳下腺炎

ワクチン等を実

施し、一部助成し

ている。定期予防

接種の場合、個別

通知等により接

種勧奨をしてい

る。母子モアプリ

の利用を促し、接

種スケジュール

を分かりやすく

案内している。電

子予診票の利用

率向上のため協

力医療機関を増

やす。 

定期接種の対象年齢

時に計画的に接種で

きるように、接種ス

ケジュール等を赤ち

ゃん訪問や乳幼児健

康診査等で説明す

る。母子モの利用率

向上を図り、保護者

が予防接種スケジュ

ールを把握しやすい

環境を整える。未接

種の勧奨について

は、引き続き通知等

で促していく。電子

予診票を活用できる

ように、対応できる

医療機関を増やす。 

健康推進課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

乳幼児健康相談 

乳幼児の成長や発達を

確認し、疾病や問題の早

期発見、適切な対応及び

指導を行うことにより、

育児不安の軽減を図る。 

各健康相談の受

相率が 100％とな

るよう未受相者

への受相勧奨を

行うとともに、家

庭訪問等でフォ

ローするなど対

応をしている。 

乳幼児の成長や発達

を確認し、適切な対

応及び指導を行うこ

とにより、育児不安

の軽減を図る。 

健康推進課 

小児生活習慣病の

予防 

横手市小児生活習慣病

予防対策委員会を設置

し、市内保育所（園）、

小中学校において小児

生活習慣病予防を図る。 

また、小学校４年生及び

中学校１年生を対象に、

小児生活習慣病予防健

康診査を実施する。 

食育講座や児童・

生徒の個別指導、

運動習慣の普及

に加え、乳幼児期

からの保護者へ

の周知に取り組

んでいる。 

横手市小児生活習慣

病予防対策委員会を

主体とし全市一体と

なって小児生活習慣

病予防対策事業を推

進する。また、家庭に

おける食･生活･運動

習慣への理解促進に

継続して取り組んで

いく。 

学校教育課 

健康推進課 

こどもの事故防止

等の啓発事業 

こどもの事故について

情報提供し、事故の未然

防止の徹底を図る。 

乳幼児健康診査、

健康相談時にパ

ンフレットによ

り発達段階に合

わせた情報提供

を行い、事故防止

に対する啓蒙を

実施した。 

乳幼児健康診査、健

康相談時発達段階に

合わせたこどもの事

故について情報提供

し、未然防止を図る。 

健康推進課 

こどもの事故防止

教室 

子育て中の保護者を対

象とした事故防止教室

を行う。 

ファミリー・サポ

ート・センターや

子育て支援セン

ターで、こどもの

安全と事故に関

する講習会を開

催している。 

こどもの安全と事故

防止の講習会を実施

する。 

子育て支援課 

歯科保健対策 

一貫した歯科保健指導

を行うことにより、生涯

にわたって健康を維持

する。 

妊婦歯科健康診

査の受診率向上

のため妊娠届出

時などで受診勧

奨を行っている。

また、各乳幼児健

康診査・相談での

健康指導、保育

園、認定こども

園、小中学校での

歯科健康教育並

びにフッ化物洗

口を実施した。 

生涯にわたって歯・

口腔の健康を維持で

きるよう、歯科健康

教育、フッ化物洗口

事業を行う。 

健康推進課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

「第３期よこて健

康増進計画」の推進 

生活習慣改善、健康増

進、疾病予防に重点を置

き、一人ひとりの健康づ

くりを社会全体で支援

する計画を推進する。 

指標の未達成項

目の多かった肥

満対策、がん検診

精密検査受診率

の向上、認知症予

防対策の充実、自

殺予防が課題と

なっている。 

第２期計画から引き

続いて９分野で重点

目標を設定し、ライ

フステージ毎の取組

を実施する。 

健康推進課 

 

 

（３）小児医療の充実 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

小児医療の充実・確

保 

休日でも安心してこど

もが医療機関にかかれ

る体制を整える。 

毎週日曜日の夜

間、平鹿総合病院

にて小児救急外

来を開設してい

るが、従事できる

医師が限られて

いるため体制の

維持が困難。 
 

横手市医師会と協力

し、体制を維持して

いく。 
 

健康推進課 

福祉医療制度の充

実（マル福） 

横手市は高校生世代ま

での児童・生徒等につい

て所得制限を廃止する

など秋田県の制度に上

乗せした助成を行って

いる。また、ひとり親家

庭の親の医療費（自己負

担分）も市が独自に助成

する。 

令和５年８月よ

り高校生世代ま

で対象を拡大し

ている。 

申請に漏れがないよ

う、窓口での案内の

ほか、市報やホーム

ページなどで制度の

周知を継続して図

る。 

国保年金課 

未熟児養育医療給

付事務 

身体の発育が未熟のま

ま出生したこどもに、必

要な医療の給付を行う

とともに、未熟児の保護

者に対する訪問指導を

行う。 

未熟児及びその

保護者の健康を

支援するため、養

育に必要な医療

費給付のための

適確な事務を実

施した。未熟児と

保護者へ訪問指

導を行い、育児不

安の軽減に努め

る。 

未熟児及びその保護

者の健康を支援する

ため必要な医療の給

付を行うとともに、

未熟児の保護者に対

する訪問指導を行

う。 

健康推進課 
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（４）不妊・不育への支援対策 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

不妊・不育治療費助

成事業 

不妊・不育治療を受ける

夫婦に治療費用の一部

助成事業を紹介し、妊娠

や出産を支援するとと

もに、不妊・不育につい

ての周知活動などによ

り、夫婦の精神的負担の

軽減を図る。 

一般不妊治療、不

育治療を受けた

者には年度内に

支払った自己負

担上限 30 万円、

特定不妊治療を

受けた者には県

の特定不妊治療

費助成後の自己

負担額１回上限

30 万円を助成す

る。また、交通費

として８割を助

成する。 

不妊治療（一般・特

定）及び不育症治療

費助成事業を行う。

（特定不妊治療費助

成事業については、

県の助成に上乗せし

治療費助成を行う）

事業の周知を図ると

ともに、相談しやす

い環境を整備する。 

健康推進課 

 

 

（５）食育の推進 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

離乳食・乳幼児食相

談事業 

月齢に応じた食事指導

を実施することにより、

こどもの健やかな成長

を図る。 

月齢に合わせた

食事形態、体重増

加等を確認し、個

別相談を実施す

る。 

個々の成長にあわせ

た食事の与え方をガ

イドラインを元に提

案し、生活リズムを

整え正しい食習慣が

身に付く機会を増や

し相談を充実させ

る。 

健康推進課 

保育園児等・小中学

生への食育・保健指

導 

食を通じた健全育成と

健康増進のため、認定こ

ども園や保育所など、小

中学校の児童・生徒及び

保護者などを対象に、歯

科指導、食育指導並びに

保健指導等の学習会や

情報提供を実施する。ま

た、よこて健康増進計画

における目標達成及び

生活習慣病予防の普及

啓発に努める。 

食習慣調査結果

を分析し、地域の

データとして栄

養教育に活用す

る。生活習慣病予

防のため、バラン

スのとれた食習

慣が身につくよ

う関係機関と連

携し食育活動を

実施する。 

幼児期・小児期から

の生活習慣病予防の

対策として、正しい

食習慣が身につくよ

うに親子での学習す

る授業を関係機関と

地区組織活動の連携

で行っていく。 

健康推進課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

食育推進事業 

横手市における食育の

基本方針を明らかにし、

全ての市民が生涯にわ

たって心身ともに健康

で豊かな生活を送るこ

とができるよう望まし

い食育活動を推進する。 

より効果的で実

効性のある施策

を展開するため、

「横手市食育推

進計画」の実施評

価を行いながら、

関係機関との連

携を図っている。 

市民一人ひとりが、

健康で幸せな生活を

送ることができるよ

う、様々な分野での

食育活動を推進す

る。 

食農推進課 

 

 

（６）思春期保健対策の充実 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

思春期健康教育の

充実（心の健康推進

事業） 

小中学校における心身

の健康教育と健康づく

りの知識の普及啓発を

行う。 

小中学校や関係

機関と連携し、疾

病予防や心の健

康に関する健康

教育を実施。 

小中学校における心

身の健康教育と健康

づくりの知識の普及

啓発を行う。教育委

員会と連携し、未実

施の学校への働きか

けを行う。 

健康推進課 

【再掲】児童生徒の

ＳＯＳの出し方に

関する教育の推進  

78 ページ参照 － － － 

【再掲】児童や生徒

の自殺予防に向け

た「周囲の人の気づ

く力」の強化  

78 ページ参照 － － － 

【再掲】不登校児童

生徒の社会的自立

支援（南・西・東か

がやき教室の設置・

運営） 

84 ページ参照 － － － 

【再掲】ＩＣＴ等の

活用による学習機

会の拡大 

84 ページ参照 － － － 

【再掲】 Yotte・

Cotto（横手市こど

も・若者相談窓口）

の充実 

84 ページ参照 － － － 
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３ 子ども・子育て支援サービスの充実 

 

◇現状と課題◇ 

核家族化の進行や共働き家庭が増えていることで、多様な保育サービスが求められています。 

待機児童はいないものの、入所条件があわないことで入所をあきらめる潜在的待機児童がい

る状況です。 

横手市の子育て支援拠点施設として、横手市児童センターを設置し、子育てに関する相談や

サポートをはじめ、子育て支援センターやファミリー・サポート・センター等を併設し、地域

の子育て家庭を支える関係機関等と情報を共有し、協議をしながら地域全体でこどもや子育て

家庭を支えていくまちづくりを進めています。 

また、横手市こどもセンターでは、妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、妊娠期から子

育て期にわたり切れ目なく一体的な支援を行っています。 

 

施策の方向 

子育て支援拠点施設である横手市児童センターを中心に、子育て支援センターや関係機関が

連携し、情報の共有に加え、子育て家庭の交流の場の充実を図り、子育て家庭が必要な情報や

支援が受けられるよう支援します。 

さらに、多様化する保育ニーズに対応するため、保育内容の充実を図るとともに、保育士の

確保や施設の環境整備を図り、教育・保育の質の向上を図るため、教育・保育アドバイザーに

よる教育内容や環境改善のための助言・指導を行います。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（子育てに関する調査より） 

 ◇学童保育を小６までにしてほしい。１９時だと迎えが間に合わないので、もう少し長くして

ほしい。 

 ◇私の地元（県外）は保育園などあまり無く、保育園に入れることができる横手は、こどもを

産むには安心できる所だと思っている。送迎や預かりなど、ファミリー・サポート・センタ

ーでやって頂いていることがとても助かる。 

 ◇こどもが病気がちのため、病児・病後児保育事業をもう少し増やして頂きたい。こども園等

にも退職後の看護師さんがいてくれたらいいかなと思う。 
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（１）地域子ども・子育て支援事業の充実 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

延長保育事業 

保護者の就労や突発的

な要因により、通常の保

育時間を超えて児童を

保育する。 

事業実施施設に

対し、事業にかか

る費用を助成し

ている。 

施設の負担軽減を図

り、ひいてはこども

の安全、安心な保育

環境を整える。 

子育て支援課 

【再掲】放課後児童

健全育成事業 
77 ページ参照 － － － 

利用者支援事業 

こどもまたはその保護

者が、子育て支援を円滑

に受けられるよう、身近

な場所で情報収集と提

供を行い、必要に応じて

相談や助言などを行う

とともに、関係機関との

連絡調整などを実施す

る。 

横手市児童セン

ターや乳幼児健

康診査会場にて、

子育て支援に関

する情報提供や

助言・相談を行っ

ている。 

個別の子育て家庭の

ニーズを把握し、適

切な施設や事業など

を円滑に利用できる

よう支援する。 

子育て支援課 

子育て短期支援事

業（ショートステイ

事業・トワイライト

ステイ事業） 

保護者が病気などによ

り家庭で昼夜とも児童

を養育する人がいない

（祖父母、親類などもな

い）場合、一時的に児童

養護施設で預かり養育

する。 

育児疲れ、慢性疾患児の

看病疲れなど身体的・精

神的負担の軽減が必要

な場合も対応する。 

保護者が仕事などの理

由によって帰宅が平日

の夜間であったり、また

は休日不在になる家庭

の児童を、児童養護施設

に通所させて、生活指

導、夕食の提供などを行

う。 

家族形態の変化

により、一時的に

児童の養育困難

になる場合があ

り、問合せはある

ものの利用は少

ない。 

受け入れ施設の

空き状況により、

受け入れ困難な

場合が想定され

る。 

利用者数は多く

はないが、勤務形

態の多様化や家

庭の事情などで、

休日・夜間にこど

もの面倒をみる

ことができない

家庭の児童が利

用している。 

受け入れ施設に限り

があるため、里親契

約も検討し受け入れ

体制の確保を図る。 

事業の内容を子育て

ハンドブックやホー

ムページなどを活用

し周知を図る。 

子育て支援課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

地域子育て支援拠

点事業 

地域全体で、子育てを支

援する基盤形成を図る

ため、育児不安に対する

相談、子育てサークルへ

の支援、地域の保育資源

の情報提供を実施し、地

域の子育て家庭に対す

る育児支援を行う。 

こどもの出生数

の低下や乳幼児

の早い段階から

の保育所入所の

増加傾向等が影

響し、各地域の子

育て支援センタ

ーの利用者数が

著しく減少して

きていること等

の現状を踏まえ、

乳幼児及びその

保護者の相互交

流がしやすい環

境を再構築する

ため、地域子育て

支援センターを

３つに再編した。 

子育て家庭が地域と

関わりを持って子育

てができるよう、地

域と連携し、交流で

きる機会を増やして

いく。 

乳幼児健康診査や各

種講座において事業

周知を図る。乳幼児

及びその保護者の相

互交流がしやすい環

境を再構築するた

め、地域子育て支援

センターを３つに再

編し、かつ利用に関

し要望の高かった土

日祝日に開所数を増

やしつつ、イベント

の充実も図る。 

子育て支援課 

一時預かり事業 

保護者の育児疲れ解消、

急病並びに継続的勤務

や短時間勤務等の勤労

形態の多様化などに対

応するため、一時的な保

育を行う。 

保育所などへの

入所の対象とな

らない就学前児

童のいる家庭の

保護者が、一時的

に児童の保育が

困難となる状況

も多いことから

一時預かりのニ

ーズも多い。 

保護者のニーズを踏

まえながら、地域の

要望に柔軟に対応

し、地域間の格差是

正に努める。 

子育て支援課 

認定こども園にお

ける預かり保育 

認定こども園において、

教育時間終了後に在園

児を預かる。 

事業実施施設に

対し、事業にかか

る費用を助成し

ている。 

保護者のニーズを踏

まえながら、事業実

施施設に対する支援

を継続していく。 

子育て支援課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

病児・病後児保育事

業（病後児対応型・

体調不良児対応型） 

（病児・病後児対応型） 

病気中や病後の回復期

にある児童について、保

護者が看護できない場

合、看護師などを配置し

た専用施設で預かる事

業。 

（体調不良児対応型） 

保育中に体調不良とな

った児童を保育所の医

務室で緊急対応する。 

（病児対応型） 

横手地域の小児

科医院１箇所で

実施。市内外から

受け入れ可能。ニ

ーズ調査の結果

において要望の

多い事業である

ため、実施箇所の

増設を検討する

必要がある。 

（病後児対応型） 

平鹿地域の保育

所１箇所で実施。

市内外から受け

入れ可能。ニーズ

調査の結果にお

いて要望の多い

事業であるため、

実施箇所の増設

を検討する必要

がある。 

（体調不良児対

応型） 

私立保育所では

実施していると

ころが多いが、公

立保育所では看

護師などの確保

が進まず未実施

となっている施

設が多いことが

課題である。 

引き続き事業ＰＲ

（広報、ホームペー

ジなど）を強化し、利

用者にいつでも気軽

に利用できるという

安心感を与えるよう

な周知を図る。あわ

せて、担当保育士な

どの確保及び施設の

環境整備を図る。 

子育て支援課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

病児・緊急対応強化

事業 

病気の回復期にあるこ

どもが認定こども園や

保育所などでの集団生

活が困難な場合、ファミ

リー・サポート・センタ

ー会員が一時的にこど

もを預かる事業。 

サポート会員の

確保、こどもの

安全確保のため

の対応が求めら

れている。 

事業の周知を進める

とともに、安心して

こどもを預かるため

のサポート会員の確

保と、こどもの安全

確保のため講習の充

実を図っていく。 

子育て支援課 

子育て援助活動支

援事業（就学児）（フ

ァミリー・サポー

ト・センター事業） 

仕事と育児の両立が安

心してできるよう、子育

てのお手伝いを希望す

る人（ファミリー会員）

と、お手伝いをする人

（サポート会員）からな

る、登録制の相互援助活

動（有償ボランティア）

である。平成 21 年度か

ら病児サポート・早朝夜

間サポートを開始した。 

サポート会員の

確保、こどもの安

全確保のための

対応が求められ

ている。 

事業の周知を進める

とともに、利用しや

すい体制を作るため

のサポート会員の確

保と、こどもの安全

確保のため講習の充

実を図っていく。 

子育て支援課 

乳児家庭全戸訪問

事業（こんにちは赤

ちゃん訪問事業） 

生後４か月までの赤ち

ゃんがいるご家庭を保

健師や助産師が訪問し、

身体測定や発達の確認

をする。また、産後のお

母さんの健康相談や育

児相談、市の保健事業の

紹介などを行う事業。 

生後４か月まで

に保健師や助産

師による訪問指

導を実施してい

る。訪問を希望し

ない場合は面接

相談を実施して

いる。 

生後４か月までに保

健師や助産師による

訪問指導を実施でき

ているため、今後も

継続していく。 

健康推進課 

【再掲】妊婦健康診

査事業 
98 ページ参照 － － － 

妊婦等包括相談支

援事業 

妊娠期から出産、子育て

まで一貫して伴走型相

談支援を行う。 

 

妊娠届出時と妊

娠７～８か月、出

産後に面談及び

アンケートを実

施し、安心して出

産子育てができ

るよう支援して

いる。 

現在実施している妊

娠届出時～妊娠７か

月頃～赤ちゃん訪問

で面談等を行い、関

係機関と連携を図り

ながら切れ目のない

支援を継続して行

う。 

健康推進課 

産後ケア事業 

産後のお母さんの身体

的な回復のための支援、

授乳の指導及び乳房ケ

ア、育児相談、保健指導

などを行う。 

医療機関３箇所

に委託し、宿泊型

を実施している。 

産後のお母さんの身

体的な回復のための

支援、授乳の指導及

び乳房ケア、育児相

談、保健指導などを

行う。 

健康推進課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

【新規】子育て世帯

訪問支援事業（子育

て家庭養育支援事

業） 

家庭や養育環境を整え、

虐待リスク等の高まり

を未然に防ぐことを目

的に、家事・育児等に対

して不安・負担を抱えた

子育て家庭、妊産婦、ヤ

ングケアラー等がいる

家庭に対し、ヘルパー等

派遣サービス費用を助

成する事業。 

家事育児等に不

安を抱えるひと

り親家庭等へ、家

事や育児を補助

するサービスを

求める声がある。

また、ヤングケア

ラーなど様々な

リスクを予防す

る仕組みづくり

が必要である。 

こども家庭センター

と連携し、対象家庭

へ支援員を派遣し家

事支援または育児・

養育支援を実施する

ことにより、家庭や

養育環境を整え、虐

待やヤングケアラー

など様々なリスクを

予防する。 

子育て支援課 

（検討）親子関係形

成支援事業 

親子間における適切な

関係性の構築を目的と

して、児童及びその保護

者に対し、児童の心身の

発達の状況等に応じた

情報の提供、相談及び助

言その他の必要な支援

を行う事業。 

相談援助を行う

担い手を育成す

る必要がある。 

親子関係形成支援事

業の実施に向けて調

査や検討を行う。 

子育て支援課 

【新規】乳児等通園

支援事業（こども誰

でも通園制度） 

保育施設等に通園して

いない児童を対象に、保

護者の就労の有無にか

かわらず、時間単位で柔

軟に利用できる新たな

通園制度。児童が保護者

の方と一緒に施設を定

期的に利用し、ほかの児

童とかかわったり、園の

先生とふれあい遊びや

集団遊び等、年齢にあっ

た遊びが経験できる事

業。また、保育士や教諭

に子育てに関する疑問

や悩みも相談可能。 

令和８年度より

新たに開始する

制度となるため、

利用者のニーズ

を見極める必要

がある。 

利用者のニーズに合

わせて、適切なサー

ビスが提供できるよ

う、環境を整えてい

く。 

子育て支援課 
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（２）幼児期の教育・保育の一体的提供 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

幼児期の教育・保育

の一体的提供 

― 幼児期の教育・保

育の一体的な提

供については、保

育所と幼稚園の

施設面での統合

や保護者の就労

状況の観点から

だけではなく、こ

どもたちが健や

かに育つ環境づ

くりの観点が大

切である。また、

一人ひとりのこ

どもが、個性ある

かけがえのない

存在として成長

していくために、

地域子ども・子育

て支援事業の果

たす役割を踏ま

え、社会全体が協

力していくこと

も重要である。 

そのためには、こど

もの最善の利益を第

一に考え、保護者や

地域の子育て力の向

上のための支援の実

施に向けて、施設整

備をはじめ、保育所、

認定こども園、地域

型保育事業との連携

を強化し、教育・保育

が一体的に提供され

る体制の充実を図

る。 

さらに、国際化の進

展に伴い、海外から

帰国した幼児や外国

籍の幼児などが円滑

な教育・保育の利用

ができるよう支援を

行う。 

子育て支援課 

教育指導課 

施設整備に向けた

取組 

 

令和 8 年度から令和 12

年度までを計画期間と

した横手市教育・保育施

設整備計画を策定した。

一層の少子化を見越し

て、市内の保育施設の配

置方針を定めつつ、各施

設における自主的な取

組や施設改修整備を支

援する。 

園児数の減少に

より園の経営が

厳しくなる中で、

保育の質の維持

のため、保育機能

の確保・強化の取

組が求められて

いる。施設改修に

おいては、建設資

材価格の高騰で、

改修内容に制約

が出ている。 

限られた人員と予算

の中で、教育・保育の

質を維持する取組

と、こどもと職員に

とって安全で安心で

きる環境確保のため

の改修工事を、伴走

型で支援していく。 

子育て支援課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

保育所及び認定こ

ども園と小学校と

の連携 

保育所及び認定こども

園の幼児教育から小学

校の学校教育への接続

が円滑に行われるため

には、保育所、認定こど

も園、小学校の連携が重

要である。 

保育所、認定こど

も園、小学校の職

員が、相互の教

育・保育内容や指

導方法をはじめ、

こども一人ひと

りの発達段階や

健康状況などに

ついて、ともに理

解を深め共有す

ることが必要で

ある。 

このため、こども同

士の交流や職員同士

の交流・意見交換の

機会を通じて、保育

所及び認定こども園

と小学校の連携を進

めていく。 

子育て支援課 

教育指導課 

 

 

（３）幼児教育・保育の質の向上 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

幼児教育・保育の質

の向上 

幼児期は、人格の形成、

身体育成、情操の涵養に

とって極めて大切な時

期であり、この時期にお

ける家族・保護者の果た

す第一義的な役割とと

もに、幼児教育・保育の

役割は重要である。 

近年は、核家族化

の進展や共働き

家庭の増加、また

少子化によるこ

ども同士の関わ

りの減少などに

より、こどもの育

ちや子育て家庭

をめぐる環境が

大きく変化し一

方で、乳幼児期

は、身近にいる大

人との愛着形成

により図られた

情緒の安定の中

で、心身の発達や

社会性を身に着

ける重要な時期

であり、認定こど

も園や保育所な

どを利用するこ

どもだけでなく、

在宅の子育て家

庭を含む全ての

こどもに対し、そ

の発達段階に応

じた質の高い教

育・保育及び子育

て支援が求めら

れている。 

全てのこどもに対

し、生きる力の基礎

を培う教育・保育の

一層の充実のため

に、保育者を対象と

して研修会の開催、

各園への要請訪問を

通した指導・助言、ア

ドバイザーによる訪

問支援等を通し、保

育者に寄り添いなが

ら質の向上を図る。 

子育て支援課 

教育指導課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

教育・保育アドバイ

ザーの配置 

幼児教育の専門的な知
見や豊富な経験を有す
るアドバイザーが、教
育・保育施設などを巡回
し、教育・保育の内容や
方法、環境の改善などに
ついて助言を行う。 

各幼児教育施設
が独自の教育・
保育を実施して
おり、新しい指
導要領や保育指
針にあわせた質
の高い保育をど
の施設でも実施
し、こどもの育
ちを保障してい
く必要がある。 

保育力の質の向上と
小学校・幼児教育施
設との円滑な接続を
目指し、全ての施設
への訪問を継続す
る。 

教育指導課 

認定こども園、保育

所等への確認監査・

指導監査の実施 

利用児童の処遇が適切
に確保され、教育・保育
の質の確保及び適切な
提供が行われるよう、市
内の認定こども園や保
育所などに対し、運用管
理全般にわたって適切
な指導監督を行う。 

保育所等指導監
査を全保育所等
において実施し
ている。 

施設区分ごとに定め
られている法令に基
づき指導監督を実施
する。監査終了後は、
改善が必要な事項に
ついて通知する。 

子育て支援課 

 

幼保小の架け橋プ

ログラム 

認定こども園や保育所
などから小学校への入
学に向け、一人ひとりの
成長の姿がしっかりと
つながり、学びの円滑な
接続ができることを目
指し、合同研修会を実
施。また、障がいのある
こどもや国際化の進展
に伴い言葉や生活全般
にサポートが必要なこ
どもなど、支援が必要な
こどもたちが円滑に教
育・保育を利用できるよ
う、職員に対する研修内
容を検討していく。 

幼小接続連携に
係る相互理解の
ための研修会を
実施している。 

「幼保小の架け橋プ
ログラム」の作成・実
施につながる幼小の
合同研修会及び各種
研修会の実施を進め
ていく。 

子育て支援課 

教育指導課 

認定こども園や保

育所等、子育て支援

事業に携わる者の

研修機会の確保 

認定こども園や保育所
などで職員の専門性の
向上などを図るため、研
修の機会を確保する。ま
た、放課後児童クラブの
支援員や子育て支援セ
ンターのスタッフ、ファ
ミリー・サポート・セン
ターの会員など子育て
支援事業に携わる者の
研修機会の確保に努め、
安定的な質の確保を図
る。 

放課後児童クラ
ブの支援員は厚
生労働省令に定
める認定資格研
修や県主催の研
修会への参加。 
ファミリー・サポ
ート・センターの
会員に対する講
習会の実施。 
幼児教育施設職
員の保育の向上
に向けた保育実
践力向上研修会
の実施。 

引き続き子育て支援
事業に携わる者の研
修機会の確保に努
め、安定的な質の確
保を図る。 

子育て支援課 

教育指導課 
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（４）子育てにゆとりを持てる支援の充実 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

【再掲】ファミリ

ー・サポート・セン

ター事業 

110 ページ参照 － － － 

【再掲】ショートス

テイ事業 
107 ページ参照 － － － 

【再掲】トワイライ

トステイ事業 
107 ページ参照 － － － 

【再掲】地域子育て

支援拠点事業 
108 ページ参照 － － － 

家庭児童相談員に

よる訪問相談・支援 

こどもとその家庭や妊

産婦などから、こども家

庭などに関する相談全

般に応じ、養育困難な状

況や虐待などに関する

相談まで様々な問題に

対応、必要な支援を行

う。 

福祉事務所に５

名配置。横手市児

童センターにも

相談窓口を設置

している。家庭や

児童における問

題が多様化し、相

談件数は多くな

っている。 

こども家庭センター

を設置し、母子保健

機能と児童福祉機能

の一体的な運営によ

り、こどもと子育て

家庭の福祉に関する

支援を切れ目なく提

供する。 

子育てハンドブック

などで相談員の周知

を図る。 

子育て支援課 

子育てに関する講

座の開催 

子育て中の保護者の交

流や情報交換、家庭教育

向上のため、各子育て支

援センターで子育て・育

児講座を開催する。 

ファミリー・サポ

ート・センターの

講習会と、各子育

て支援センター

合同の子育て講

座を開催してい

る。 

各子育て支援セ

ンターなどでは、

毎月１回以上講

習等を開催して

いる。 

子育てや家庭教育な

どの理解を広げるた

め、情報の提供、各種

講座などの開催を促

進する。 

子育て支援課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

子育て支援ホーム

ページやＳＮＳを

活用した広報活動 

子育て情報サイト「はぐ

はぐ」を運用し、子育て

情報を発信する。 

サイトトップペ

ージのリニュー

アルやサイト内

容の編集を都度

行い、サイト内容

の充実を図って

いる。 

サイトの周知の

ために令和６年

度より市内児童

センター、健康推

進課、まんが美術

館窓口等にはぐ

はぐのＰＲカー

ドを設置した。 

引き続き周知活動の

継続、及びサイト内

容の充実に努める。 

また、ＳＮＳを活用

した広報活動を推進

する。 

子育て支援課 

民生委員・児童委

員・主任児童委員活

動 

地域住民の「良き隣人」

として、人びとを見守

り、その相談相手とな

り、必要に応じて適切な

支援につなぐ。また、こ

どもたちにとっての「身

近な大人」として、親や

教員とは異なる立場か

らこどもたちへの相談・

支援活動を行う。 

地域の子育て世

代との交流や登

下校時及び支援

の必要な世帯の

日常的な見守り

等を実施してい

る。 

子育て家庭への

関わりの難しさ

や、関係機関との

連携が支援活動

の課題となって

いる。 

全ての親子が地域の

中で誰かとつながっ

ていることを実感

し、何かあったとき

には頼れる相手がい

るという安心感を持

てるよう見守り活動

及び交流活動を継続

する。 

学校など関係機関と

の情報交換会を通じ

て、こどもに関する

情報共有を行う。 

社会福祉課 

横手市児童センタ

ー運営事業 

横手市の子育て支援施

設の拠点として、各支援

施設や関係機関との連

携を図り、ファミリー・

サポート・センターや相

談業務の機能もあわせ、

総合的な支援体制を構

築する。 

子育て家庭への

関わりの難しさ

や、関係機関との

連携が支援活動

の課題となって

いる。 

また、市内の児童

センターは経年

劣化による老朽

化が著しいため、

環境整備を行う

必要がある。 

子育て支援機関や子

育てサークル、ボラ

ンティアなどとのネ

ットワークを強化

し、市民との協働に

よる子育て支援を充

実させる。 

令和８年度に 

朝日が丘児童センタ

ー照明機器 LED 化工

事及び非常放送設備

設置事業を実施。 

空調設備整備等の機

能強化を行い、施設

の環境整備を図る。 

子育て支援課 

【再掲】利用者支援

事業 
107 ページ参照 － － － 
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（５）保育サービスの充実 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

通常保育事業 

保護者の就労や就労希

望により、家庭で保育す

ることができない場合、

保育所などにおいて児

童を保育する。 

現状で、待機児童

はいない。しか

し、保育所などの

入所条件にあわ

ないことにより、

入所をあきらめ

る潜在的待機児

童がいる。 

保護者の多様なニー

ズを踏まえ、保育の

質の向上を図る。保

育所などの制度の周

知を行いながら、待

機児童が発生しない

よう施設と連携を強

化する。 

子育て支援課 

【再掲】延長保育事

業 
107 ページ参照 － － － 

休日保育事業 

日曜、祝日などの保護者

の勤務などにより、児童

が保育に欠ける場合に

休日の保育を行う。 

各保育所などに

より実施内容が

異なる。休日保育

を必要とする保

護者のニーズに

対応する必要が

ある。 

保護者のニーズ及び

新制度の動向を踏ま

えながら、地域間の

格差是正を図るた

め、実施箇所を検討

する。自園以外の児

童の受け入れなどに

ついて周知活動を実

施する。 

子育て支援課 

【再掲】一時預かり

事業 
108 ページ参照 － － － 

乳児保育事業 

０歳児からの乳児の保

育を行う。 

安定的な乳児保

育の実施に努め

ている。乳児保育

を担当する専任

保育士の配置と

スペースの確保

が課題である。 

保護者のニーズを踏

まえながら、担当保

育士などの確保及び

施設の環境整備を図

る。 

子育て支援課 

【再掲】病児・病後

児保育事業（病後児

対応型・体調不良児

対応型） 

109 ページ参照 － － － 

施設整備事業 

保育所などの整備を促

進し、児童の健全育成を

図るため、横手市内にお

ける民間保育所などの

新築及び増改築並びに

施設整備に対して助成

する。 

 

令和８年度から

全ての公立保育

所を民間運営に

移行する。私立保

育所等の施設整

備については、児

童数の推移や老

朽化度合い等を

見据えながら、必

要性、規模を含め

適宜検討する必

要がある。 

各施設の修繕内容と

資金計画を基に、引

き続き年次計画で環

境整備を図る。 

横手市教育・保育施

設整備計画を令和８

年に改定する。 

子育て支援課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

【再掲】教育・保育

アドバイザーの設

置 

114 ページ参照 － － － 

 

 

（６）子育て支援のネットワークづくり 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

子育てハンドブッ

クの作成・配布 

子育て世帯をサポート

する制度や施設の情報、

相談機関や医療機関の

一覧を掲載したハンド

ブックにより、安心して

子育てできるための情

報提供を実施する。 

携帯しやすい母

子手帳サイズの

子育てハンドブ

ックを作成し、妊

娠届出時（母子手

帳交付時）や転入

届出時に配布す

る。 

求められる情報が網

羅されるよう、内容

の充実を図る。 
 

子育て支援課 

子育て支援のネッ

トワークづくり 

各子育て支援者が情報

の共有や事業の協力体

制を構築する。 

子育て支援者が

情報を共有し、連

携が図れるよう

に関係機関との

ネットワークを

強化する必要が

ある。 

地域子育て支援セン

ター、保健センター、

認定こども園や保育

所、児童館、子育て支

援コーディネータ

ー、民生児童委員及

び学校関係者などの

子育て支援者が情報

を共有し連携が図れ

るようにネットワー

クづくりを推進す

る。 

子育て支援課 
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４ 適切な学校教育環境の整備 

 

◇現状と課題◇ 

こども調査結果では、「落ち込んだりせず、社会生活や日常生活を円滑に送ることができて

いると思う」割合は 11.8％と少数派でした。 

ほっとできる・安心できる場所は、77.8％が「学校」と答えています。落ち込んだときに相

談しやすい相手としては、「家族や親せき」と並び約７割が「学校の友だち」を頼りにしてお

り、「学校の先生」（30.0％）を上回っています。少数派ですが、不安や悩みを「誰にも相談し

たり、助けてもらったりしようと思わない」人も 4.9％います。 

こどもが学童期・思春期の大半を過ごす学校は、勉強はもとより、道徳性、社会性などを学

び、身体も心も大きく成長する時期です。集団生活や友人関係を通じ、協調性や自主性を身に

付け、自己肯定感やアイデンティティを形成していきます。 

その一方、自身に対し様々な葛藤を抱えたり、学業や友人・家族などの関係に悩むことなど

が多い多感で繊細な時期でもあり、見守りと適切なタイミングでの支援が重要です。 

 

 

施策の方向 

学校が安全で安心できる場所として、施設整備や通学支援を行うとともに、児童生徒自身が

悩みを抱えた際に、どのように助けを求めればよいのか、ＳＯＳの出し方の教育や、教員等に

よるサポートなど、適切な学校教育環境の整備に努めます。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（こども調査より） 

 〇家や学校で辛いことはないけど何かあったら、相談できる人に早めに相談したい。 

 〇これからも充実した学校生活を送るために人の関わりを大切にして生活をしていきたいと

思う。 

（子育てに関する調査より） 

 ◇統合して近くに学校がなく、スクールバスがあるのはありがたい。 
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（１）適切な学校教育環境の整備 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

学校施設の整備・充

実推進事業 

学校施設の整備、充実を

図る。 

老朽化などに対

応して、順次整備

に努めている。 

安全で快適な学校施

設の整備は継続して

実施する。 

教育総務課 

スクールバス運行

事業 

遠距離通学児童生徒の

安全な通学手段の確保

を図るため、スクールバ

スの運行を実施する。 

児童生徒数の推

移に応じた車両

配置や運行管理

を行っている。 

スクールバスの適正

な管理・運行を実施

し、安全な交通手段

の確保を図る。 

学校教育課 

通学補助事業 

スクールバスが運行さ

れていない地域の遠距

離児童生徒の通学に要

する経費を補助し、負担

軽減と通学手段の確保

を図る。 

スクールバスが

運行されていな

い地域の遠距離

児童生徒の負担

軽減を図るため、

継続していく必

要がある。 

スクールバスが運行

されていない地域の

遠距離児童生徒の負

担軽減と安全な通学

手段の確保を引き続

き図っていく。 

学校教育課 

【再掲】外国語指導

助手の充実・活用 
75 ページ参照 － － － 

第１次横手市読書

活動推進計画の推

進 

学校等においては読書

環境の整備充実により

読書が好きなこどもを

育成する。 

スマートフォン

やＳＮＳ等の普

及により、活字離

れや読書離れが

懸念される。 

学校等における読書

活動の推進、市立図

書館の充実によっ

て、いつでもどこで

も読書に親しめる機

会を推進し、こども

若者の人生を豊かに

し、生きる力を身に

付ける支援を行う。 

図書館課 

教育指導課 

【再掲】学校施設開

放実施 
82 ページ参照 － － － 

【再掲】不登校児童

生徒の社会的自立

支援（南・西・東か

がやき教室の設置・

運営） 

84 ページ参照 － － － 

【再掲】ＩＣＴ等の

活用による学習機

会の拡大 

84 ページ参照 － － － 
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基 

 

 

 

 

  

全てのこども・若者が、生まれ育った環境に左右されることなく、多様な体験や学習等

の機会を得て、大人になれるよう支援します。また、特別な配慮が必要なこども・若者と

その家族には、その特性に応じたきめ細かな支援体制を推進します。 

 

    

成果指標 

 

No. 指標等 
実績値 数値目標 

令和７年度 令和 11 年度 

１ 
「生活に満足している」と思うこど
も・若者の割合 

10歳～18歳：92.7％ 
19歳～39歳：79.3％ 

【令和７年度こども・若者調査】 

10歳～18歳：95.0％ 
19歳～39歳：85.0％ 

２ 孤独感を感じるこども・若者の割合 
10歳～18歳：25.2％ 
19歳～39歳：51.0％ 

【令和７年度こども・若者調査】 
減らす 

３ 
「どこかに助けてくれる人がいる」
と思うこども・若者の割合 

10歳～18歳：99.1％ 
19歳～39歳：97.7％ 

【令和７年度こども・若者調査】 
100％ 

４ 
「社会生活や日常生活を円滑に送る
ことができている」と思うこども・若
者の割合 

10歳～18歳：11.8％ 
19歳～39歳：38.8％ 

【令和７年度こども・若者調査】 
50.0％ 

５ こどものいる世帯の貧困率の割合 
就学前児童のいる世帯：18.7％ 

小学生のいる世帯：20.0％ 
【令和６年度子育てに関する調査】 

10％ 

 

１ 援助・配慮を必要とするこどもへの支援 

 

◇現状と課題◇ 

横手市の小学校、中学校における特別支援学級の児童・生徒数は増加傾向にあります。 

障がいのあるこども・若者が地域で自立した生活を送れるよう、療育相談や医療費の助成等、

発達段階に応じた支援を行っています。 

 

施策の方向 

今後も、障がいのあるこどもや発達におくれのあるこども、日常生活を営むために医療を要

するこどもが自分らしく健やかに成長できるよう、地域の関係機関と連携し、乳幼児期からの

切れ目のない支援を受けることができる体制づくりを構築します。 

また、一人ひとりの発達段階に応じた適切な保育・療育・教育を提供します。 

 

基本目標 

Ⅳ 
困難な状況にあるこども・若者と 

その家族を支える 
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｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（子育てに関する調査より） 

 ◇パーソナリティ障害の家族による親、こどもへのストレス負荷をかけている問題が深刻に思

う。心理学的にパーソナリティ障がい者への教育、対処と被害者へのケア、ひどい時には避

難するシェルターの設置の実現。 

 ◇障がいがあるこどもたちや親が心置きなく預けることができる場所や施設があると本当に

助かる。 

 ◇発達障害を持っているこどもが通う療育センターが横手市、もしくは大曲辺りに一つほし

い。電車で秋田市の療育センターへ通うのは容易ではないため。 

 

 

（１）障がい児施策の充実 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

障がい児の健全な

発達を支援し、身

近な地域で安心し

て生活できるよう

保健、医療、福

祉、教育等の連携

による総合的な取

組の推進 

障害者基本法及び障害

者総合支援法に基づき、

横手市では、障がい福祉

の推進を目的に様々な

分野における行動計画

を整備するため、「横手

市障がい者計画・横手市

障がい福祉計画・横手市

障がい児福祉計画」（総

称：よこてハートフルプ

ラン）を推進する。 

障がい者の意見

を施策に反映さ

せるため、障がい

者当事者も参加

する「横手市自立

支援協議会」を設

置し、協議会内の

専門部会として

相談支援連絡会、

こども支援部会

等を構成し、地域

課題の把握や解

決を図っている。 

障がいの特性や個々

の状態にあった相談

や指導・提案などの

支援体制を強化す

る。 

妊娠期から子育て期

まで切れ目なく支援

するため、子育て相

談窓口と連携し、必

要なときに必要な情

報を得られる仕組み

を構築する。 

障がいのあるこども

とその家族の生活を

支援するために、よ

り切れ目のない相談

支援サービスを提供

する児童発達支援セ

ンターを令和８年度

に開設予定。 

社会福祉課 

障がい児保育事業 

重度・中軽度の障がいの

ある児童の保育を行う。 

障がい児を受け

入れている保育

所などに対して

財政的な支援を

行っている。 

担当保育人材の確保

を図る。新制度の動

向を踏まえ、補助内

容の見直しを検討す

る。 

子育て支援課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

保育所等訪問支援 

保育所などを訪問し、障

がい児に対し障がい児

以外の児童との集団生

活に適応するための専

門的な支援、その他必要

な支援を行う。 

令和５年度以降

市内の事業所数

は０のまま推移

している。 

 

事業所開設に向けた

情報提供等を行い、

障がい児が必要な支

援を受けることがで

きるよう、療育の場

の充実を図る。 

子育て支援課 

社会福祉課 

【新規】児童発達

支援センターの整

備 

地域の障がいのある児

童が通所することので

きる、日常生活における

基本的動作の指導、自活

に必要な知識や技能の

付与または集団生活へ

の適応のための訓練を

行う施設である。 

現在開設してい

る事業所はない

ものの、市内法人

が開設に向け準

備を行っている。 

身近な地域で年齢や

障がい特性に応じた

適切な専門的な支援

が提供できる体制を

構築し、地域支援体

制の強化を図るため

に、障がい児支援の

拠点となる児童発達

支援センターを令和

８年度に開設予定。 

社会福祉課 

療育・就学相談の

充実 

言葉の遅れや発音に心

配のある児童や発達障

がいなどが疑われる児

童・生徒が適正な療育・

就学を進められるよう

相談や指導を行う。 

県の巡回相談及

び市の発達相談

を通して、専門ス

タッフによる支

援や継続的な関

わりを行ってい

る。 

適正な療育・就学を

進められるよう引き

続き相談や指導を実

施していく。 

子育て支援課 

【新規】インクル

ーシブ教育システ

ムの推進 

障がいのあるこどもを

含む全てのこどもに対

して、こども一人ひとり

の教育的ニーズにあっ

た適切な教育的支援を、

「通常の学級において」

行う教育のこと。 

特別な支援を要

するこどもへの

「インクルーシ

ブ教育」を重要視

する声が高まっ

ている。 

特別支援学校と通常

の学校との「居住地

交流」など、各種の交

流を推進しながら、

多様な学びの場を整

備することについて

検討していくことが

必要である。 

社会福祉課 

子育て支援課 

教育指導課 

経済的支援策の実

施 

自立支援医療、障害児福

祉手当、重度心身障害児

養育手当、特別児童扶養

手当を支給する。 

国の制度により

実施（自立支援医

療、障害児福祉手

当、特別児童扶養

手当） 

市の独自事業に

より実施（重度心

身障害児養育手

当） 

国の制度に市独自の

支援を加えること

で、経済的支援を実

施する。あわせて申

請に不備のないよう

制度の周知を図る。 

 

社会福祉課 

子育て支援課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

福祉医療制度の充

実（重度心身障が

い児） 

秋田県の制度により助

成を行う。 

重度心身障がい

児の医療費（自己

負担分）を助成し

ている。令和６年

８月より精神障

害者保健福祉手

帳１級所持かつ

自立支援医療受

給者証（精神通

院）受給者を対象

へ追加。 

申請に不備のないよ

う制度の周知を図

る。 

国保年金課 

発達障がい児等の

支援 

教育・医療・保健・福祉

などの関係機関の連携

により、発達障がいが疑

われるこどもの早期発

見や早期支援を行う。 

５歳児健康相談

を実施し、発達障

がいが疑われる

こどもの早期発

見や早期支援を

行う。関係部署と

連携し、巡回相談

や教育相談に結

び付けるなど、軽

度発達障害児な

どの支援を行っ

た。 

関係部署と連携し、

発達相談・巡回相談

や教育相談に結び付

けるなど、軽度発達

障害児などの支援を

行う。 

健康推進課・

教育指導課 

障がい者相談支援

事業 

障がい者（児）の方の身

近な問題について相談

に応じるとともに、関係

機関の業務への協力や

地域活動の中心になっ

て活動する。 

令和５年 10 月１

日に横手市障が

い者基幹相談支

援センターを開

設し、初発の相談

受付、相談内容の

切り分け、相談支

援事業所の紹介

と引き継ぎ等を

行う体制が整っ

た。 

今後、より一層の

体制強化に努め

ていく。 

障がい福祉サービス

の利用が見込まれる

人のうち、自ら福祉

サービスの利用に関

する調整が困難な障

がい者に、計画的な

プログラムなどの必

要な相談を提供す

る。 

施設や病院を退所、

退院される障がい者

が地域での生活に移

行するための相談支

援を行う。夜間を含

めた常時の連絡体制

を確保し、障がい特

性に基づき緊急時に

訪問するなどの相談

支援を行う。 

（令和８年度の目標

値：284 人/月） 

社会福祉課 

 

  



第Ⅳ章 施策の展開 

● 125 ● 

 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

居宅介護事業 

障がい者（児）及び難病

患者などの自宅にホー

ムヘルパーを派遣し、日

常生活を営むのに必要

な介護を提供する。 

市内５事業所が

実施している。 

利用者の増加に対応

したサービス提供体

制の確保に努める。 

（令和８年度の目標

値：利用者 65 人/月 

利用時間 720 時間/

月） 

社会福祉課 

短期入所事業 

居宅で介護する保護者

などが病気の場合に、短

期間、夜間も含め施設で

入浴、排せつ、食事の世

話を行う。 

市内７事業所が

実施しているが、

重度心身障がい

児者の利用につ

いて、受け入れ可

能な事業所が限

られている。 

緊急時の受け入れや

希望に応じた利用回

数を提供できるよう

実施施設と協議しな

がら検討し、提供で

きる体制を構築す

る。 

社会福祉課 

児童発達支援事業 

言葉や運動の発達に遅

れがみられたり、目や耳

など、体に心配のある就

学前の児童を対象に早

期療育を行うことによ

って、発達の促進と遅れ

の軽減を図ることを目

的とする。 

事業所が６事業

所に増加。利用ニ

ーズも高い。 

令和８年度の目標

値：利用者 70 人/月 

利用日数延べ 200日/

月 

社会福祉課 

放課後等デイサー

ビス事業 

障がいのある就学後の

児童に対して、放課後や

学校休業日において、生

活能力向上のための訓

練などを継続的に提供

することにより、障がい

のある児童の自立を促

進するとともに、放課後

などの居場所づくりを

推進する。 

事業所が９事業

所に増加。利用ニ

ーズも高い。 

令和８年度の目標

値：利用者 140 人/月 

利用日数延べ 1,760

日/月 

社会福祉課 

特別支援教育の充

実（学校生活サポ

ート事業） 

通常の学級や特別支援

学級に在籍する特別な

支援を要するこどもに

対して、発達の特性に応

じた支援を行う。また、

学校における相談体制

の充実を図る。 

今後も事業を継

続し、特別支援教

育支援員、日本語

指導支援員、看護

師を配置する必

要がある。 

管理職のリーダーシ

ップのもと、特別支

援教育コーディネー

ターを中心に校内支

援体制の充実を図

る。また、特別支援教

育地域センターや特

別支援学校との連携

を図り、一人ひとり

の実態に応じた指

導・支援が充実する

ことを目指す。 

教育指導課 
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２ ひとり親家庭への支援 

 

◇現状と課題◇ 

ひとり親家庭は、個々の事情も異なり、それぞれのケースに応じて、安定した生活を送るこ

とができるよう、児童扶養手当の支給や、医療費の支援、こどもが進学する際の貸付支援、ふ

れあい交流事業等を実施、さらに自立に必要な様々な相談や情報提供を行っています。親子で

の交流促進のイベントについては参加人数が少ないなど、ニーズに合わせた検討も必要です。 

 

 

施策の方向 

ひとり親家庭のこどもの健全な成長や、ひとり親家庭が安心して自立した生活が続けられる

よう、各種支援制度の周知を図るとともに、経済的・精神的な支援に関する情報提供や相談体

制の充実を図ります。 

また、一人で不安や悩みを抱え込まないよう、ひとり親家庭のふれあいの場を提供します。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（子育てに関する調査より） 

 ◇ひとり親でもお金のことを気にせずに、育児を楽しめるようにしてほしい。フルタイムで働

いているが、本当は短時間勤務で時間に余裕を持って育児をしたい。だが、こどもの将来の

ことを考えるとフルタイムで働くしかなく、体力や時間に限界や疲れを感じることも多い。 

 ◇横手市は支援が充実しており助かっている。子育てしていると、ひとり親世帯（実質的な場

合も含む）は、スケジュールの調整が難しく、こどもにも負担をかけていると感じることも

多いので、よい支援や策があれば助かる。 
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（１）ひとり親家庭の支援 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

母子・父子自立支

援員の配置 

ひとり親家庭に対する

日常的な相談・支援や離

婚前の相談またはＤＶ

被害に係る相談などに

も対応する。 

それぞれのケー

スに応じて自立

に必要な様々な

相談や情報提供

を行っている。 

相談内容の多様化に

対応するため、母子・

父子自立支援員の資

質向上に努める。 

子育て支援課 

母子生活支援施設

入所 

配偶者のない女子また

はこれに準ずる事情の

ある女子でその人が児

童の養育が不十分で福

祉に欠けることが顕著

な場合、入所施設におい

て、母子を保護するとと

もに、その自立を促進す

るため個々の母子の家

庭生活及び稼動の状況

に応じ、就労、家庭生活

及び児童の養育に関す

る相談及び助言を行う。 

入所申請の受理・

決定を行い助言

や相談に応じて

いる。 

施設職員と連携を図

り、自立に向けた指

導や助言を実施す

る。また、自立までの

目標を全入居者に設

定してもらい、自立

への支援計画を策定

する。 

子育て支援課 

ひとり親家庭への

貸付制度 

ひとり親家庭、寡婦家庭

の福祉の増進を図るこ

とを目的とし、貸付事業

を行う。 

ひとり親家庭の

児童が進学する

際に必要な支度

資金や修学資金

を貸付している。 

事業の推進と周知を

図る。 

子育て支援課 

児童扶養手当支給

事業 

児童扶養手当は、ひとり

親などの家庭生活の安

定と自立の促進に寄与

し、こどもの福祉の増進

を図ることを目的とし

て支給する国の制度で

ある。 

ひとり親などの

家庭の経済的安

定、将来の生活安

定のために自立

支援を継続する

必要がある。 

児童扶養手当の対象

者への制度周知を徹

底するとともに、８

月の現況届出時のほ

かに必要に応じて個

人面接などを実施

し、自立への支援継

続を図る。 

子育て支援課 

福祉医療制度の充

実（ひとり親） 

こどもについては、秋田

県の制度により助成を

行っている。また、その

児童を養育している親

の医療費（自己負担分）

も市が単独事業として

助成を行う。 

ひとり親家庭の

児童及びその児

童を養育してい

る親の医療費（自

己負担分）を助成

している（所得制

限あり）。 

申請に不備のないよ

う制度の周知を図

る。 

国保年金課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

【新規】ひとり親

家庭等日常生活支

援事業（子育て家

庭養育支援事業） 

家庭や養育環境を整え、

ひとり親家庭の生活の

安定を図ることを目的

に、病気等の一時的な事

由で日常の家事・育児等

ができないひとり親家

庭等への、ヘルパー等派

遣サービス費用を助成

する事業。 

家事育児等に不

安を抱えるひと

り親家庭等へ、家

事や育児を補助

するサービスを

求める声がある。

また、ヤングケア

ラー等の様々な

リスクを予防す

る仕組みづくり

が必要である。 

対象家庭へ、支援員

を派遣し家事支援ま

たは育児・養育支援

を実施することによ

り、家庭や養育環境

を整え、ひとり親家

庭の生活の安定を図

る。 

子育て支援課 

【新規】ひとり親

家庭等生活支援事

業 

ひとり親家庭等に対し、

育児や就労、健康管理な

どの諸問題について、相

談支援を通して解決・緩

和を図ることを目的に、

相談支援を実施する事

業。 

金銭管理や健康

管理、こどもの養

育面などに伴走

支援が必要なひ

とり親に対して、

待ち受け型の対

応をしているが、

今後はアウトリ

ーチで対応する

仕組みを作る必

要がある。 

ひとり親家庭等に対

し、相談支援や福祉

事務所等への同行支

援、その後の継続的

な見守り支援、家計

管理・生活支援講習

会や情報交換事業の

開催を実施する。 

子育て支援課 
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３ こどもの貧困の解消に向けた対策の支援 

 

◇現状と課題◇ 

子育てに関する調査結果では、就学前児童のいる世帯の貧困世帯割合は 18.7％、小学生のい

る世帯は 20.0％となっています。 

また、横手市に期待する支援として、就学前児童のいる家庭の生活に困窮する方は、ひとり

親家庭への支援や相談機関の充実、小学生のいる家庭の生活に困窮する方は、経済的支援やこ

ども食堂、無料学習支援等の充実を期待していることから、経済的支援のみでなく、幅広い支

援が求められています。 

 

 

施策の方向 

こどもが生まれ育った環境によって左右されることがなく、一人ひとりが健やかに成長でき

るよう、子育て家庭の経済的な負担軽減や学習支援、相談支援等を充実します。 

また、支援を必要とするこどもや子育て家庭に適切な支援を行うため、地域や関係機関との

連携を強化します。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（こども調査より） 

 〇お金に余裕があれば挑戦できることも増え、幸せになれると思った。 

 〇私たちのお母さんたちは、いつもご飯を用意してくれるけど、お金は、大丈夫かなと日ごろ

から思っている。 
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（１）こどもの貧困対策の推進 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

こどもの貧困対策

推進計画経済的支

援の推進 

将来を担うこどもたち

が、家庭の経済状況や養

育環境などにより、就学

や就労の選択肢に制約

が生じることがあって

はならない。自らの可能

性を信じて前向きに挑

戦することができ、どん

な状況下にあっても自

分の将来を選択できる

環境を整える必要があ

る。 

令和６年５月に

実施したアンケ

ート調査結果 

貧困世帯割合 

【就学前児童のい

る世帯】18.7％ 

【小学生のいる世

帯】20.0％ 

こどもの貧困は、家

庭環境をはじめとす

る経済的要因や文化

的要因、人間関係な

どが相互に関連し、

親から子へと引き継

がれる「貧困の連鎖」

を生み出す傾向にあ

る。教育支援、生活支

援、経済的支援に加

えて保護者に対する

就労支援などを行う

ことにより、今ある

貧困世帯の解消のみ

ならず、貧困世帯で

育ったこどもが成長

し、社会で自立でき

るようにこどもの貧

困対策の具体的な取

組を推進する。 

子育て支援課 
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４ 児童虐待防止対策と社会的養護の推進 

 

◇現状と課題◇ 

こども家庭センターでは、18 歳までのこどもと子育て家庭の悩みや心配ごとなどの相談に

対応するとともに、要保護児童対策地域協議会の調整担当機関として、関係機関と情報を共有

し連携を図りながら、児童虐待の早期発見・早期対応に努めています。 

子育てに関する調査結果では、就学前児童のいる家庭で育児（しつけ）の方法やこどもの接

し方に自信がないとの回答がみられます。 

 

 

施策の方向 

関係機関とさらなる連携強化を図り、児童虐待の早期発見・早期対応に努めるとともに、虐

待防止活動の啓発を行い、地域全体でこどもと子育て家庭を見守り、支援していく体制づくり

を強化します。 

また、必要とされる方に適切な支援を提供できるよう、相談窓口や虐待に関する情報提供を

行い、虐待に関する相談体制の充実を図ります。 

家庭環境に恵まれず、社会的養育を必要とするこどもに対し、適切な支援を受けて、より家

庭的な環境のもとで養育されるよう、県との連携を強化します。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（「こどもの権利宣言」ＷＥＢご意見箱より） 

 ・虐待から守られること。（こどもの声） 

・虐待などのない生活を送れること。（こどもの声） 

 

  



第Ⅳ章 施策の展開 

● 132 ● 

（１）児童虐待防止対策 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

虐待予防と早期発

見の対策 

児童虐待を防ぐために、

地域や行政、警察、学校

などが一体となった体

制を確立し、早期発見や

防止に努める。 

健康相談や訪問

事業により、早期

発見に努めてい

る。子育て支援セ

ンターや保健事

業の中で親子の

孤立を防ぐため

の事業を実施し

ている。 

健康相談や訪問事業

により継続した取組

を推進する。また、児

童相談所全国共通ダ

イヤル 189（いちはや

く）の周知を図る。 

子育て支援課 

虐待防止ネットワ

ーク事業 

地域における保健・医

療・教育・司法などの関

係機関から構成する要

保護児童対策地域協議

会を軸に、児童虐待防止

と早期発見に努める。 

要保護児童対策

地域協議会によ

り、関係機関と連

携を図りながら

児童虐待防止と、

早期発見に努め

ている。 

要保護児童対策地域

協議会の運営を行

い、関係機関との連

携を図っていく。支

援者向けに内容を充

実させた研修や講座

を開催する。 

子育て支援課 

 

 

（２）社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

児童養護施設入所 

乳児を除き、保護者のい

ない児童や虐待されて

いる児童、その他環境上

養護を要する児童を入

所させて養護し、自立を

支援することを目的と

する。 

環境上養護を必

要とする児童に

ついて関係機関

との連携を図り、

児童相談所が入

所させ児童を擁

護する体制とな

っている。 

養護を必要とするケ

ースが年々増加して

おり、関係機関と連

携を密にし、体制の

強化を図る。 

子育て支援課 
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５ ヤングケアラーへの支援 

 

◇現状と課題◇ 

本来、大人が担うと想定されている家事や家族のお世話などを日常的に行い、自身の生活や

健康に影響があるこどもが全国的に増えています。しかし、こども本人や家族に自覚が薄いこ

とや外部に知られたくないなども考えられ、表面化しにくい現状があります。 

横手市では、年齢に見合わない責任や負担を負っているこどもたちを把握し、関係機関と情

報を共有、連携を図りながら、迅速な支援につなぐため、令和６年度からヤングケアラー実態

調査を実施しています。 

実態調査により、大人の代わりにお世話をしていると回答した児童・生徒を対象に、教育委

員会・各学校と協力し追跡調査を実施しています。今後も継続して調査を行い、実態把握と必

要な支援につなげる必要があります。 

 

 

施策の方向 

ヤングケアラーの存在や課題について、地域社会全体で認識を高めるための啓発活動を推進

するとともに、実態把握の継続と、相談窓口の設置を進めます。 

また、教育委員会や各学校と連携し、早期に問題を察知できる体制を強化するとともに、必

要な支援に迅速につなげる体制を整備します。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（こども調査より） 

 □楽しく過ごせて困った時に相談できる場所が充実しているといいと思う。 
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（１）ヤングケアラーへの支援 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

ヤングケアラー対

策 

本来、大人が担うと想定

されている家事や家族

の世話などを日常的に

行っているこどもが、学

業や友人関係に支障が

出る可能性が高いため、

実態を把握し、関係機関

と情報を共有し、連携を

図りながら、迅速な支援

につなぐためにヤング

ケアラー実態調査を実

施する。 

令和７年８月か

ら１０月に実施

した実態調査結

果 

【小学生】・回答

率 90.4％・追跡

調査 39 人 

【中学生】・回答

率 88.1％・追跡

調査 26 人 

【高校生世代】・

回答率  74.3％

（高校配布）、

8.0％（郵送）、・追

跡調査 31 人 

※なお、高校生世

代のアンケート

については、高校

配布対象者と郵

送対象者で重複

がある。 

ヤングケアラー実態

調査を毎年継続して

実施することによ

り、こどもの状況把

握と相談体制の整備

など、必要な支援を

進めていく。 

子育て支援課 
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基 

 

 

 

 

 

こどもが安全に安心して育ち、若者となれるよう、その人の希望に応じ、家庭、仕事で

活躍できる社会を目指し、夫婦（パートナー同士）がともに家事や子育てに主体的に参画

する「共働き・共育て」の定着に向けて取り組み、こども・若者とその家族を支援します。 

 

 

成果指標 

 

No. 指標等 
実績値 数値目標 

令和７年度 令和 11 年度 

１ 育児休業の取得率（父親）の割合 
就学前児童のいる世帯：12.4％ 

小学生のいる世帯： 2.5％ 
【令和６年度子育てに関する調査】 

50％ 

２ 子育て環境や支援への満足度の割合 
就学前児童のいる世帯：38.7％ 

小学生のいる世帯：26.9％ 
【令和６年度子育てに関する調査】 

増やす 

 

 

１ 共働き・共育ての支援 

 

◇現状と課題◇ 

子育てに関する調査結果によると、母親の育児休業を取得した割合は就学前児童のいる家庭

は 67.8％と、小学生のいる家庭の 43.2％を大きく上回っています。一方、父親は就学前児童

のいる家庭では 12.4％（前回 2.7％）、小学生のいる家庭では 2.5％（前回 1.1％）と、前回調

査時に比べて増加しているものの、父親の育児参加は十分ではない状況がうかがえます。 

令和５年度に横手市で実施した事業所に対する「就業環境状況調査」では、有給休暇の取得

日数の増加や所定労働時間の減少がみられ、男性の育児休暇取得者も増加傾向となっています。 

今後も、残業の短縮や男性も含めた社会全体での働き方の見直し等、企業への働きかけを期

待する声があがっています。 

 

  

基本目標 

Ⅴ 
こども・若者とその家族を 

社会全体で支える 
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施策の方向 

固定的性別役割分担意識を前提とした働き方を見直し、子育て期に柔軟な働き方を選択でき、

男性、女性ともに気兼ねなく育児休業制度を取得できるよう、事業主に対して制度の周知・啓

発をはじめ、情報提供を行います。 

また、ワーク・ライフ・バランスに取り組む事業所の増加を図るため、講演会や研修会を通

じた支援制度の周知を行い、仕事と子育てを両立しやすい環境づくりを推進します。 

自身が生まれ育った環境でこどもを産み育てたいと思えるよう、関連する横手市の施策や事

業を進め、地域社会の環境整備を促進します。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（若者調査より） 

 □男性の育児休暇がとても取りづらいと感じた。育休を申請後、一か月たたないと休めないと

いう現状だった。女性同様とはいかないが、配偶者の産前から柔軟に対応してもらえるとも

っと気軽に休めると思う。 

 

 

（１）男性の家事・育児への参画促進 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

【再掲】男女共同

参画行動計画の推

進 

75 ページ参照 － － － 

【再掲】家庭教育 96 ページ参照 － － － 
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（２）ワーク・ライフ・バランスの実現 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

事業主に対する意

識啓発活動 

子育てをしやすい、働き

やすい職場環境への改

善を推進するため関係

法制度などの周知、啓発

及び情報提供を行う。 

令和５年度に事

業所に対する就

業環境状況調査

を実施。 

前回平成 30 年度

の調査結果と比

較すると、年次有

給休暇の取得日

数が増加したり、

所定労働時間が

減少したりとワ

ーク・ライフ・バ

ランスの推進が

図られている。男

性の育児休暇取

得者も進んでい

る。 

子育てをしやすい職

場環境を推進するた

め、事業主に対して

関係法令や両立支援

にかかる助成制度の

周知、啓発及び情報

提供を行う。 

商工労働課 

事業所におけるワ

ーク・ライフ・バ

ランスの取組の促

進 

仕事と私生活を充実さ

せ多様な生き方が選択

できる社会づくりの推

進のための周知徹底及

び職場の風土改革に向

けた啓発活動を実施す

る。 
 

ワーク・ライフ・

バランス講演会

やワークスタイ

ル研修、イクボス

研修を実施し、啓

発活動を行って

いる。 

ワーク・ライフ・バラ

ンス講演会やワーク

スタイル研修を通

じ、仕事と育児や介

護の両立支援制度の

周知と意識啓発を実

施し、ワーク・ライ

フ・バランスに取り

組む事業所の増加を

図る。 

地域づくり支

援課 
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２ 子育てにゆとりを持てる支援の充実 

 

◇現状と課題◇ 

子育て家庭の負担軽減のため、児童手当や出産祝金等各種経済的支援を行っています。 

子育てに関する調査結果では、就学前児童のいる家庭、小学生のいる家庭ともに、学費など

こどもにかかるお金についての悩みを一番にあげています。さらに、こどもの教育や将来につ

いての悩みも多いことから、養育費や教育費の負担が大きいことがうかがえます。 

こども・若者調査結果からも経済的支援の充実を求める回答があります。 

 

 

施策の方向 

子育て家庭の経済的負担を軽減するため、各種事業や制度の継続実施と周知を継続します。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（若者調査より） 

 □結婚、子育てには予想以上にお金がかかるため（児童手当ではカバーしきれない）２人、３

人とこどもを育てるのに不安がある。秋田県は特に少子高齢化が進んでいることから、子育

てと介護を同時に行うダブルケアラーが増えていくと思うが、支援内容に乏しい印象があ

る。 

 □こども３人の共働き家庭ですが貯金する余裕なく頑張って働いているが、お金が足りない。

助成制度は基本的シングルの方、税金払えない家庭優先のような気がするので関係なく各家

庭の負担を和らげてくれれば良いと思う。 

 □横手市は働く親への子育て支援が充実しているように思う(保育料など)。 
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（１）経済的支援策の充実 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

出産祝金 

横手市に生まれたこど

もを祝福し、子育てを支

援するため、出産時に出

生児童の父母に対して

祝金を支給する制度で

ある。 

出生児童の父母

に対して、出生児

童１人につき３

万円を支給して

いる。 

申請漏れや手続

きの不備がない

よう、来庁時や出

生届の際などに

周知徹底に努め

ている。 

横手市出産祝金支給

条例に基づき、今後

も継続して保護者の

負担軽減を図るため

に実施する。 

子育て支援課 

児童手当 

児童手当は、高校生年代

まで（18 歳の誕生日後

の最初の３月 31 日ま

で）の児童を養育してい

る方に手当を支給する

国の制度である。 

申請漏れや手続

きの不備がない

よう、来庁時や各

種届出の際など

に周知徹底に努

めている。また、

毎年６月に現況

届の提出を実施

し、引き続き手当

を受給する要件

を満たしている

かの確認を行っ

ている。 

子ども・子育て支援

法上では、子ども子

育て支援給付（子ど

ものための現金給

付）に位置付けられ

ており、児童手当法

に基づき、家庭など

における生活の安定

と児童の健やかな成

長に資することを目

的として実施する。 

子育て支援課 

【再掲】奨学金貸

付制度 
90 ページ参照 － － － 

幼児教育・保育の

無償化（国） 

幼稚園、保育所、認定こ

ども園などを利用する

３歳～５歳までの全て

のこどもと、０歳～２歳

までのこどもで住民税

非課税世帯を対象に、利

用料が無料、また、実費

徴収の対象となったこ

どもの副食費（おかずや

おやつ）は一定の所得制

限を設けたうえで無料

となる制度である。 

幼稚園（認定こど

も園）の預かり保

育や、在園してい

ない児童が認可

外施設などを利

用する場合には、

事前に市から「保

育の必要性の認

定」を受ける必要

がある。また、３

歳～５歳児の保

育料は無償とな

ったが、従前保育

料に含まれてい

た副食費は負担

が生じる世帯が

ある。 

生涯にわたる人格形

成やその後の義務教

育の基礎を培う幼児

教育の重要性と、少

子化対策の観点か

ら、子育てや教育に

かかる費用負担の軽

減を図る国の制度で

ある。 

子育て支援課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

すこやか子育て支

援事業（県・市） 

幼稚園、保育所、認定こ

ども園などへの入所に

要する費用を軽減する

秋田県の制度に横手市

が上乗せし実施してい

る。 

国の無償化制度

や秋田県の軽減

制度を適用して

も保育料や副食

費の負担が生じ

る世帯があり、横

手市の上乗せに

より無償化を実

施している。 

より子育てしやすい

環境づくり、保護者

の負担軽減を図るた

め、県との共同によ

り軽減制度の継続を

図っていく。 

子育て支援課 

【再掲】福祉医療

制度の充実（マル

福） 

103 ページ参照 － － － 
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３ 安全・安心のまちづくり 

 

◇現状と課題◇ 

こども・若者、子育て家庭が、安全・安心で快適な日常生活を送るためには、その周辺環境

を充実させることが重要です。 

子育てに関する調査では、就学前児童のいる家庭、小学生のいる家庭ともに、前回調査時よ

り子育て環境や支援への満足度が下がっていました。 

各種調査結果から共通して分かることは、生活空間の安全・安心、公共施設や商業施設にお

ける子連れで安心して出かけやすい環境の整備、こどもの遊び場の整備・拡充とアクセスの確

保、親同士・地域住民との交流機会を生み出す空間の創出、こども・若者に魅力ある、かつ子

育てにやさしい住まい空間の創出などを求めていることです。 

 

 

施策の方向 

こども・若者、子育て家庭が、安全・安心で快適な日常生活を送られるよう、防災・防犯対

策、安全の確保、快適な住宅設備の整備の検討など、全ての人にやさしい環境整備を推進する

とともに、こどもたちが安心して遊べるよう、遊び場の定期点検や修繕等を推進します。 

 

 

｟こども・若者、子育て家庭、市民の声｠ 

（こども調査より） 

 〇横断しようとする歩行者がいるのにも関わらず、スピードを落とさずに通り過ぎる車がい

る。 

（子育てに関する調査より） 

 ◇ベビーカーで散歩するのに大変な道がある（デコボコしていたり、歩道がない上に車のスピ

ードが速い等）。こどもたち、赤ちゃんを連れた方が過ごしやすくなるよう、道などの環境に

も目を向けてもらえると、より生活しやすくなると思う。 

 ◇地区には小さいこどもや学生がたくさん住んでいる。しかし、街灯が一つもない。こちらか

ら働きかけないといけないのは知っているが、行政でも必要と思われる所に設置の検討をし

て頂きたい。 

 ◇通学路にクマが出ることがある。気をつけてくださいと連絡は来るが、親が仕事で迎えに行

けず、こどもたちだけで帰って来ることも多い。安全の確保をしてほしい。 

 

  



第Ⅳ章 施策の展開 

● 142 ● 

（１）安全・安心まちづくりの推進 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

地域防災計画 

災害時の被害を最小化

し、被害の迅速な回復を

図る「減災」の考え方を

防災の基本理念とし、た

とえ被災したとしても

人命が失われないこと

を最重視する。 

防災知識の普及

については、各小

中学校において

計画的に実践し

ており、特に予防

措置、避難方法等

については、児童

生徒の発達段階

及び地域の実態

等に応じた指導

により、その徹底

に努めている。 

学校行事として防災

訓練や防災施設等の

見学を行い、災害時

における防災活動、

避難等について習得

するよう努める。な

お、防災訓練は全教

職員の共通理解と児

童生徒の自主的活動

を大事にしながら十

分効果をおさめるよ

う努める。 

また、災害等緊急時

には、全教職員、全保

護者と既に整備をし

ている緊急メール配

信システムを活用

し、情報等の共有を

図る。 

危機対策課 

教育指導課 

道路環境バリアフ

リー化検討事業 

全ての人が安心かつ円

滑に歩行できるよう、狭

隘な道路の拡幅や段差

や凸凹の解消、歩道の設

置などを推進する。 

全ての人に安全

で安心できる道

路環境となるよ

う、道路や歩道、

照明設備、ロード

ヒーティングな

どの整備に努め

ている。 

市内全域において、

今後整備される施設

についてはバリアフ

リーを念頭に事業の

実施を図る。 

都市計画課 

建設課 

 

 

（２）交通安全を確保するための活動の推進 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

親子を対象に交通

安全教育の段階

的・体系的実施 

幼少期から継続して交

通安全教室を実施する

ことによって、交通安全

思想の普及及び徹底を

図る。 

警察や各地域の

交通指導隊・交通

安全協会などが

協力し、小学校や

保育所などにお

いて交通安全教

室が開催されて

いる。 

こどもたちの交通安

全意識の高揚と、交

通事故から自分で身

を守る知識習得のた

め、警察、交通安全協

会、保育所など、小中

学校及び保護者など

との連携により交通

安全教室を継続して

実施する。 

地域づくり支

援課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

交通安全計画の策

定 

横手市交通安全計画に

基づいた交通安全に関

する総合的な施策を推

進する。 

横手市交通安全

対策会議を必要

に応じ招集・開催

することで、交通

安全に関する総

合的な施策を協

議するとともに、

関係団体及び横

手市通学路安全

推進会議との連

携を図る。 

こどもと高齢者の交

通事故防止を重点に

推進する。 

地域づくり支

援課 

 

 

（３）犯罪等の被害から守るための活動の推進 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

防犯活動の実施  

各地区防犯協会、各地区

防犯指導員、各学校にお

ける見守り隊による青

色防犯パトロールなど、

児童・生徒の街頭見守り

活動を実施する。また、

緊急メール配信システ

ム等により防犯に関す

る情報提供を実施する。 

関係部署におい

て各種施策を実

施しているが、連

携協力体制をよ

り強化していく

ことが課題であ

る。犯罪情報につ

いては警察の捜

査状況による。 

関係部署が連携して

防犯に関する各種施

策、事業を総合的に

推進し、こどもが犯

罪などに巻き込まれ

ないよう未然防止に

努める。 

地域づくり支

援課 

学校教育課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

防犯と学校安全の

充実 

防犯教育の一環として、

横手警察署員やスクー

ルガードリーダーなど

を講師に迎え講話、講習

を行い、幼少期から防犯

意識の普及を図る。 

関係部署におい

て各種施策を実

施しているが、関

係部署間の連携

をより強化して

いくことが課題

である。 

関係部署が連携して

防犯に関する各種施

策、事業を総合的に

推進し、こどもが犯

罪などに巻き込まれ

ないよう未然防止に

努める。 

教育指導課 

 

 

（４）良質な住宅の確保等居住環境の整備 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

公営住宅等整備、

既設公営住宅改善

事業 

健康で文化的な生活を

営むに足りる住宅を整

備し、住宅に困窮する低

額所得者に対し低廉な

家賃で賃貸する。 

老朽化した住宅

が入居者のニー

ズにあわなくな

ってきているこ

とから、室内環境

や設備などを向

上させるための

検討が必要であ

る。 

横手市営住宅等長寿

命化計画に基づき、

長寿命化等のための

個別改善を行い、安

全で快適な住まいを

提供するよう整備を

進めていく。 

建築住宅課 

特定公共賃貸住宅

の整備 

中堅所得者向けの優良

な賃貸住宅の供給を行

う。 

比較的入居率が

高く推移してい

ることから計画

的に改善を図り、

良質で安全な住

まいを提供して

いく必要がある。 

横手市営住宅等長寿

命化計画に基づき、

長寿命化等のための

個別改善を行い、安

全で快適な住まいを

長きにわたって提供

するよう整備を進め

ていく。 

建築住宅課 
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（５）安心して外出できる環境の整備 

事業・施策等 

事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

公共施設、公共交

通機関、建築物等

のバリアフリー化 

公共性の高い福祉的性

格の施設のバリアフリ

ー化を進めるものであ

る。 

特定生活関連施

設を新築など（新

築、新設、増築、

改築、用途の変

更）する場合は、

「工事に着手す

る日の 30 日前ま

でに」あらかじめ

知事に協議する

ことが必要であ

る。福祉的な配慮

は設計の早い段

階から取り入れ

て計画すること

が必要で、協議に

よる計画の変更

が効率的にでき

るよう建築確認

申請の前に市に

手続きを行う。 

申請者へ「秋田県バ

リアフリー社会の形

成に関する条例」を

遵守するよう要請す

る。バリアフリーの

啓蒙を推進する。 

建築住宅課 

都市公園長寿命化

対策事業 

利用者の安全確保の観

点から、利用者の頻繁な

接触が考えられる主要

な公園施設、なかでも、

遊戯施設及び管理施設

について改修を行う。 

施設の老朽化が

進んでおり、安全

で安心な施設の

提供が十分でき

ず、利用者に対す

るサービス低下

が問題となって

きている。このよ

うな状況を改善

するため、ライフ

サイクルコスト

の縮減効果を含

んだ維持管理計

画、改修計画を作

成し、これを基

に、施設の改築、

更新を適宜すす

めていくことに

より、市民が満足

して利用する公

園を整備してい

く。 

引き続き、遊戯施設

及び管理施設の改修

を行い、市民のだれ

もが、安全で安心に

公園を利用し、公園

が安らぎの場になる

ことを目指す。 

都市計画課 
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事業・施策 概要 現状・課題 方向・目標等 担当課 

児童遊園地維持管

理事業 

横手市が管理する児童

遊園や児童の遊び場な

どにおける遊具などの

点検や保守を実施する。 

平鹿、雄物川、十

文字地域と横手、

大森、山内地域の

遊具の安全点検

を実施している。 

前年度の定期点

検判定を踏まえ、

劣化度合いの高

い遊具から修繕・

撤去を計画的に

実施していく。 

引き続き、遊具の定

期点検や修繕または

撤去などを行い、安

全かつ安心な遊びの

場を提供していく。 

子育て支援課 
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第１節 計画の普及・啓発 

 

本計画の実施にあたり、事業の対象である、こども・若者や子育て家庭に対し、適切なタイ

ミングで必要な情報や支援が届くよう、計画の内容を広く市民に知ってもらう必要があります。 

横手市ではこれまで、子育て支援に関する情報などを市の広報紙やホームページを活用し、

公開してきました。 

計画の周知にあたっては、公共施設での案内、市の広報紙やホームページをはじめ、パンフ

レット等、相談支援その他の多様な媒体と機会を活用するとともに、市民が集まる様々なイベ

ントや催し物等にて広報活動を実施します。 

各事務事業においても、若者が利用しやすい LINEやインターネット、SNSなど、多様な手段

を用いて事業の周知を図るとともに、本計画に関わる庁内の関係部署と積極的に連携・協働し

て、市民一人ひとりに情報を届け、必要な支援につながるように事業の周知、啓発を進めます。 

 

 

 

第２節 住民参画による計画の推進 

 

本計画は、基本理念である「～こども・若者がまんなか 笑顔で育つまち 横手～」を実現

するために、保健、福祉、医療、教育など様々な分野の関係機関と連携を図っています。 

本計画を推進するためには、関係機関との連携を深め、こども・若者や子育て家庭をはじめ、

市民一人ひとりが積極的に参画していくことが重要なことから、今後も積極的な情報提供を行

うとともに、こども・若者、子育て支援に関わる関係機関、団体、地域等との連携を強化し、

こども・若者と子育て家庭の意見を尊重・反映しながら計画を推進します。 

 

 

 

第３節 庁内計画推進・評価体制 

 

本計画を確実に推進していくためには、定期的に事業の進捗状況を把握し、評価を行いなが

ら進めていくことが重要なため、市民や子育て支援の関係団体等で構成される「横手市子ども・

子育て会議」において情報を共有するとともに、事業の評価や見直しを図ります。 

また、庁内の関係する分野と連携・協働のもと、事業の実施状況を把握し、評価や再調整な

ど継続的な取り組みを行います。 
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資料編 

 

１ 横手市子ども・子育て会議設置条例 

 

平成２５年９月２０日 

条例第２７号 

改正 令和５年６月１６日条例第２４号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７２条第１

項の規定に基づき、横手市子ども・子育て会議（以下「子育て会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 子育て会議は、法第７２条第１項各号に掲げる事務を処理するものとする。 

２ 子育て会議は、前項の事務に関し、必要に応じて市長又は教育委員会に建議することができ

る。 

（組織） 

第３条 子育て会議は、２０人以内で組織する。 

２ 子育て会議の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。 

（１） 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

（２） 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 子育て会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長及び副会長が選出され

ていないときは、市長が行う。 

２ 子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところ

による。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 

（横手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 横手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年横手市条

例第５５号）の一部を次のように改正する。 
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〔次のよう〕略 

附 則（令和５年６月１６日条例第２４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の横手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例及び横手市子ども・子育て会議設置条例の規定は、令和

５年４月１日から適用する。 

（横手市子ども・子育て会議設置条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の横手市子ども・子育て会議設置条例第３条の規定により委

嘱されている委員は、改正後の横手市子ども・子育て会議設置条例の相当規定により委嘱され

たものとみなす。この場合において、委員の任期は、その者が改正前の横手市子ども・子育て

会議設置条例の規定により委嘱された日から起算する。 
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２ 横手市子ども・子育て会議委員名簿 

 

任期：令和５年 11月１日～令和７年 10月 31日 

機関等 氏 名 職 名 備 考 

学識経験者  船 木 尚 子 衛生看護学院助産科  

保育所関係者 

 柴 田  瞳  
むつみ幼保連携型認定こども園 

保護者 
横手市保育協議会推薦 

 小 山 祐 子 
横手市保育士会 会長 

（白梅保育園 主任） 
横手市保育士会推薦 

 高 橋 弘 美 浅舞感恩講保育園 園長 横手市保育協議会推薦 

○ 萱 森 眞 雄 
横手市社会福祉法人保育所 

経営者協議会 会長 

横手市社会福祉法人保育所経営

者協議会推薦 

認定こども園

関係者 

 小松田 真 緒 
認定こども園土屋幼稚園・保育園 

保護者 
横手市認定こども園協会推薦 

 齊 藤 千 歳 認定こども園こひつじ 保育教諭 横手市認定こども園協会推薦 

 佐 藤 留 美 認定こども園こひつじ 園長 横手市認定こども園協会推薦 

◎ 藤 井 哲 之 
認定こども園上宮第一幼稚園 

理事長 
横手市認定こども園協会推薦 

学校関係者 

 髙 橋 賢 史 
横手市ＰＴＡ連合会 会長 

（十文字中ＰＴＡ会長） 
横手市ＰＴＡ連合会推薦 

 藤 田 京 子 横手市立雄物川小学校 校長 横手市校長会推薦 

企業関係者  大 木 紀 子 秋田県南工業振興会 副会長 秋田県南工業振興会推薦 

地域関係者 

 高 橋 恵美子 山内民生児童委員協議会会長 横手市民生児童委員協議会推薦 

 佐 藤 由 希  一般公募 

 長谷川 聖 史 
パパ‘sサークル 

ピーターパン代表 
一般公募 

 佐々木 広 恵 
横手市家庭教育支援チーム 

「どんぐりすのもり」代表 
一般公募 

 石 岡 恵美子 こども食堂ほほえみ代表 一般公募 

◎＝会長  ○＝副会長                      令和７年 10月 31日まで、敬称略 
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任期：令和７年 11月１日～令和９年 10月 31日 

機関等 氏 名 職 名 備 考 

学識経験者  新 号 和 政 秋田県立衛生看護学院学院長  

保育所関係者 

 小 原 潤 貴 アソカ保育園 保護者 横手市保育協議会推薦 

 佐々木 雅 代 
横手市保育士会 会長 

（旭保育園 主任） 
横手市保育士会推薦 

 伊 藤 隆 将 ときわベビー＆キッズ 園長 横手市保育協議会推薦 

○ 萱 森 眞 雄 
横手市社会福祉法人保育所 

経営者協議会 会長 

横手市社会福祉法人保育所経営

者協議会推薦 

認定こども園

関係者 

 小松田 真 緒 
認定こども園土屋幼稚園・保育園 

保護者 
横手市認定こども園協会推薦 

 齊 藤 千 歳 認定こども園こひつじ 保育教諭 横手市認定こども園協会推薦 

 佐 藤 留 美 認定こども園こひつじ 園長 横手市認定こども園協会推薦 

◎ 藤 井 哲 之 
認定こども園上宮第一幼稚園 

理事長 
横手市認定こども園協会推薦 

学校関係者 

 髙 橋 賢 史 
横手市ＰＴＡ連合会 会長 

（十文字中ＰＴＡ会長） 
横手市ＰＴＡ連合会推薦 

 菅 原  渉  横手市立朝倉小学校 校長 横手市校長会推薦 

企業関係者  佐々木 一 平 
株式会社ホンダ四輪販売中央東北 

部長 
 

地域関係者 

 高 橋 恵美子 山内民生児童委員協議会会長 横手市民生児童委員協議会推薦 

 佐 藤 由 希  一般公募 

 最上谷 芽 生  一般公募 

◎＝会長  ○＝副会長                        令和８年 12月現在、敬称略 
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３ 横手市こども計画の策定経過 

 

日 付 開催会名 主な内容 

令和７年６月３日 
令和７年度 

第１回子ども・子育て会議 

１ 「横手市子ども・子育て支援事業計画」令和６年

度事業実績について 

２ 「横手市子ども・子育て支援事業計画」令和６年

度事業実績について（次世代分野） 

３ こども計画策定について  

４ その他 

 １）報告等 

特定教育・保育施設の利用定員の変更について

（報告） 

２）今後のスケジュールについて 

令和７年７月 30日 
令和７年度 

第２回子ども・子育て会議 

１ 「横手市子どもの権利宣言」案の検討について 

２ こどもまんなかワークショップの開催について 

令和７年８月５日  こどもまんなかワークショップの開催 

令和７年 10月５日  
「こどもまんなかアクション」リレーシンポジウム 

inよこての開催 

令和７年 11月 27日 
令和７年度 

第３回子ども・子育て会議 

１ 委嘱状交付 

２ 会長及び副会長の選任について 

３ 「横手市子ども・子育て支援事業計画」第３期計

画 令和７年度上半期事業実績について 

４ 横手市こども計画骨子案の検討について 

５ 横手市教育・保育施設整備計画素案の検討につ

いて 

６ 令和８年度大規模修繕事業計画の選定について 

令和８年１月 20日～ 

令和８年２月 24日 
 市民からの意見募集（パブリックコメント）の実施 

令和８年２月 17日 
令和７年度 

第４回子ども・子育て会議 

１ 横手市こども計画素案の検討について 

２ 第３期横手市子ども・子育て支援事業計画（追

記） 

３ 乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園

支援事業の利用定員の設定について 

４ その他 
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